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（ 午前９時００分 開議 ） 

○木澤委員長  おはようございます。  

全委員出席されておりますので、ただいまから、本日の会議を開きます。  

昨日に引き続き、審査を行ってまいりたいと思います。  

それでは、第６款 商工費について、説明を求めます。  

加藤住民生活部長。  

○加藤住民生活部長 おはようございます。それでは、第６款 商工費のうち、住民生活

部が所管いたします決算の概要についてご説明を申しあげます。 

主要な施策の成果報告書１５８ページをご覧いただけますでしょうか。第１項 商工

費、第１目 商工総務費でございます。はじめに、社会参加の促進・支援では、高齢者

の豊かな知識や経験、技能を活かした就業機会の提供、生きがいと健康づくりへの支援

といたしまして斑鳩町シルバー人材センターに対しまして助成等を行っております。次

に、消費者意識の向上では、消費者被害の未然防止として、訪問販売お断りシールを作

成し、民生委員や役場窓口での配布を行っております。また、消費者保護対策の充実で

は、消費者相談の実施といたしまして、毎週木曜日の午後に消費生活相談員による消費

生活相談窓口を開設を行っております。令和元年度の相談件数は７１件となっておりま

す。以上、第６款  商工費のうち、住民生活部が所管いたします決算の概要の説明とさ

せていただきます。よろしく審査を賜りますようお願いを申しあげます。  

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第６款  商工費について、質疑をお受けいたし

ます。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結いたします。  

次に、認定第３号  令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についての審査を行います。  

理事者の説明を求めます。  

加藤住民生活部長。  

○加藤住民生活部長 それでは、認定第３号  令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、ご説明を申しあげます。 

  はじめに、議案書を朗読させていただきます。  

  認定第３号  

令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  
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標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

令和２年８月３１日 提出 

斑鳩町長  中 西 和 夫 

  それでは、着席して説明をさせていただきます。資料の令和元年度歳入歳出決算書の

２２ページをご覧いただけますでしょうか。  

令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算は、歳入総額が２９億４，

０５７万４，１２０円、歳出総額が３１億３，０６６万５７７円、歳入歳出差引額は、

１億９，００８万６，４５７円の歳入不足となりました。このため、令和２年度会計に

おいて、繰上充用の予算補正の措置を行い、決算を終えております。 

 それでは、決算の状況につきまして、歳出の部から各款ごとに説明申しあげます。 

主要な施策の成果報告書、２１７ページから２２２ページの第１款  総務費でありま

す。はじめに、２１７ページ、第１項  総務管理費、第１目 一般管理費でございます。

国民健康保険事業に携わる職員の人件費及び事務の執行に要する費用を支出を行ってお

ります。令和元年度末現在の国民健康保険の加入世帯数は３，５５９世帯であり、総世

帯に占める割合は３０．０％、被保険者数は５，７３３人で、総人口に占める割合は２

０．３％となっております。被保険者数、世帯数とも減少傾向となっております。 

 次に、２１８ページ、第３目  共同事業負担金であります。国民健康保険事業の県単

位化に伴い、医療費通知やジェネリック医薬品の差額通知など、各市町村が共通して実

施していた事業を、県の国保事務支援センターで共同事業として実施しており、その事

業に対する負担金を支出をしております。  

 次に、２１９ページ、第２項  徴税費でございます。国民健康保険税の賦課徴収に携

わる職員の人件費及び賦課計算業務委託料等に係る費用を支出しております。次に、令

和元年度の国民健康保険税の状況でございます。はじめに、２２０ページ、現年度課税

分の状況でございます。一番下の行になりますが、調定額５億５，８７２万２，３００

円に対して、収入済額は５億４，２１２万４，４９８円で、収納率は９７．０％、前年

度と比較をいたしまして、２．２ポイントの増となっております。 

次に、２２１ページ、滞納繰越分でございます。一番下の行になりますが、調定額１

億２，７４３万５，６０７円に対して、収入済額は２，６７０万１，８４２円で、収納

率は２１．０％で、前年度比０．４ポイントの増となっております。なお、滞納処分の

実施状況につきましては、２１９ページにお戻りをいただきまして、差し押えで８件、
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交付要求２件、滞納額１２８万８千円を処分いたしております。また、換価・配当があ

ったものにつきましては８件、金額で１０４万２千円となっております。  

次に、２２２ページをお願いをいたします。不納欠損処分の状況でございます。処分

人数は５２人、金額で５３２万９９６円となっております。次に、同ページの第３項  

運営協議会費でございます。令和元年度の国民健康保険運営協議会は、国保特別会計の

予算・決算の状況、特定健康診査の実施状況、適正な保険税率等について審議をいただ

きまして、３回を開催しております。 

次に、２２３ページから２２６ページの第２款  保険給付費でございます。はじめに、

第１項 療養諸費は、前年度と比較して３，５６８万１，６０６円の増となっておりま

す。被保険者数は減少傾向にありますが、入院・入院外ともに、１人当り及び１件あた

りの医療費が増加をしております。また、消費税率の引き上げに伴う診療報酬の改定等

が増加の主な要因でございます。次に、２２５ページ、第２項  高額療養費でございま

す。前年度と比較して１，５０４万９，８９９円の増となっております。支給件数、支

給額とも増加をしている状況でございます。次に、２２６ページ、第３項  移送費でご

ざいます。移送費につきましては、医師の指示に基づき、治療に必要となる医療品の搬

送に対して給付を行っております。次に、第４項 出産育児諸費でございます。出産育

児一時金の給付件数は１４件で、前年度と比較をいたしまして、７件の減となっており

ます。次に、第５項 葬祭諸費でございます。葬祭費の給付件数は、前年度と同じ、２

９件となっております。 

 次に、２２７ページから２２８ページの第３款  国民健康保険事業費納付金でござい

ます。平成３０年度の国民健康保険事業の県単位化に伴い、保険給付に要する費用を奈

良県が全額負担することとなるため、その財源といたしまして、各市町村は、県から示

された事業費納付金を納めることとなっております。第１項 医療費給付費分で５億４

万４，４０３円、第２項 後期高齢者支援金等分で１億６，７７１万８，０９２円、２

２８ページにお移りをいただきまして、第３項 介護納付金分で５，２０５万１，９５

９円の納付を行っております。次に、第４款  共同事業拠出金でございます。退職医療

に係る事務拠出金の支出を行っております。  

  次に、２２９ページ、第５款  財政安定化基金拠出金でございます。天災等の特別な

理由による収納不足などが生じた場合に、奈良県の基金から収納不足額の２分の１以内

で交付を受けることができ、県内でこうした基金からの交付があった場合、その財源に

ついて、国、県、市町村が３分の１ずつ負担することとなっていますが、令和元年度に
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ついては拠出はございませんでした。  

次に、２３０ページの第６款  保健事業費でございます。はじめに、第１項  保健事

業費では、人間ドック健診の助成といたしまして、１０８件、２０３万６千円の助成を

行っております。また、医療給付について理解を深めていただくための各種パンフレッ

ト等を購入し、被保険者に対して配布を行っております。次に、第２項 特定健康診査

等事業費では、生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームを早期に発見するた

め、個別健診に加え４回の集団健診を実施し、受診者数は１，６６４人、受診率は３６．

４％、前年度比１．５ポイントの上昇となっております。次に、第７款 基金積立金で

ございますが、積立はございませんでした。次に、第８款  公債費でございますが、一

時借入金等は発生をしておりません。  

 次に、２３１ページ、第９款  諸支出金でございます。はじめに、第１項  償還金及

び還付加算金でございます。過誤納付となった国民健康保険税を還付するほか、前年度

に超過交付となりました調整交付金等を精算還付したものでございます。次に、第２項 

療養費等指定公費立替金であります。高齢受給者の自己負担額の軽減を図るための町の

一時立て替えについて、国民健康保険団体連合会へ支払ったものでございます。 

次に、２３２ページでございます。第１０款  予備費でございますが、充用はござい

ませんでした。次に、第１１款 前年度繰上充用金でございます。平成３０年度会計に

おいて、２億４，１８０万６，８８１円の歳入不足が生じましたことから、令和元年度

会計で繰上充用したものでございます。 

続きまして、歳入決算の状況についてご説明を申しあげます。２１５ページにお戻り

いただけますでしょうか。第２表といたしまして歳入決算の内訳を記載をさせていただ

いております。この表の決算額は千円単位での表記となっているものでございますので、

予めご承知をください。まず、１行目、第１款 国民健康保険税の決算額は５億６，８

８２万６，３４０円でございます。前年度と比較をいたしまして、１，９６５万２，５

８５円、３．３％の減となっております。被保険者の減少が主な要因でございます。次

に、２行目、第２款 県支出金の決算額は２１億２，８２９万５，２５８円でございま

す。前年度と比較をいたしまして５，１３０万１，１７１円、２．５％の増となってお

ります。保険給付相当分であります普通交付金の増によるものでございます。 

次に、第３款  財産収入でございますが、収入はございませんでした。次に、第４款  

繰入金の決算額は２億３，７６５万２，６６８円でございます。国民健康保険事業の運

営に必要となる人件費を含む事務経費などの法定の繰入金のほか、後期高齢者医療支援
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分の赤字補てんするための財源を一般会計から繰り入れたものでございます。次に、第

５款 繰越金では、決算余剰金は発生をしておりません。次に、第６款 諸収入では、

決算額が４７６万５，８５４円でございます。国民健康保険税の延滞金のほか、第三者

行為により発生した保険給付に係る損害賠償金、不正・不当な医療に係る返還金、療養

費等指定公費返還金が主なものでございます。最後に、第７款  国庫支出金では、決算

額は１０３万４千円となっております。国民健康保険制度の改正及び番号制度対応に伴

う国保システムの改修費として、国庫補助金の交付があったものでございます。  

以上で、認定第３号 令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての説明とさせていただきます。よろしく審査を賜りまして、原案どおり認定

いただきますようよろしくお願いを申しあげます。 

○木澤委員長  説明が終わりましたので、国民健康保険事業特別会計について、質疑をお

受けいたします。ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長 そしたら、私からいくつかお尋ねしたいと思うんですけども、国保の特会

見る中でですね、平成３０年度から県単位化になりまして、主体が県のほうに移ってい

ってるということの関係をよく見とかないかんなと思うんですけども、この令和元年度

の特会の国保特会の黒字の要因ですね。まず、これをお尋ねしたいと思います。  

安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 令和元年度の国民健康保険ですね、特別会計の黒字の要因でござい

ますけれども、まず、収納率の向上があげられます。先ほど部長説明でもございました

現年度分は９７％、昨年度より２．２ポイントの上昇ということです。また、過年度分

につきましては２１％と、こちらのほうも昨年度より上昇しております。０．４ポイン

ト上昇しているということでございます。これによりまして、現年度分の保険税収入、

また滞納繰越分の保険税収入の増が黒字の要因のひとつと分析をしています。  

次に、国民健康保険事業の納付金なんですけれども、令和元年度の町が納める納付金、

こちらは減少しております。この減の要因につきましては、被保険者数の減少に伴いま

して、県全体の医療給付にかかる費用も減少しているというところがございます。あと

ですね、納付金、最終的に納める額には、前々年度の前期高齢者交付金等の精算額を差

し引いた額となってまいります。令和元年度におきましては、この精算額が前年度より

多くマイナス要因になったということもございまして、こうしたことから黒字決算にな

ったというふうに分析をしております。以上でございます。  
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○木澤委員長  確かに収納率上がって、ちょっとびっくりしましたけども。それと納付金

ですね、予算時から被保険者数が減少するのを決算までに反映させてるという、そうい

うシステムになってるんですかね。予算時に、もともと制度スタートのときから見込み

で大体これぐらいになるやろということでスタートしていってましたけども、実際の保

険者数、被保険者数とのずれというのがあったと思うんですけど、それは当初予算から

決算までにきちっとどこかで調整してるという、そういうことでいいんですかね。  

安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 年度の途中でいわゆる調整するという、そういう仕組みにはなって

おらないです。県のほうが見込んだ額、提示された額をですね、その１年間で分割して

納付するという形でなっておりますので、途中で変更、調整するという仕組みにはなっ

ていないという状況でございます。  

○木澤委員長  分かりました。あと、納付金の額が適正なのかどうかというところなんで

すけども、黒字の要因はいろいろあると思いますけど、要は、納付金、こんだけ金額払

いなさいと金額が示されて、町のほうは基本的にはそれを大体目安にして保険料の設定

なんかも検討していくわけですけども、町の会計とは別に県の会計ですね、その単年度

の黒字になってるのか、赤字になってるのかというのをよく見とかなあかんと思うんで

すけど、これ県単位化が始まって２年目になりますけど、今、県の会計のほうですね、

赤字、黒字の状況、基金がどれくらいあるのかとか、そんな状況ちょっとわかりました

ら教えてほしいんですけど。 

安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 奈良県の平成３０年度の決算状況になりますけれども、決算剰余金

といたしまして約２６億７千万円の剰余金が発生しております。このうち国民健康保険

の療養費と国庫負担金の精算を除きますと約１１億１，９００万円、これが国民健康保

険財政調整基金に積み立てておられます。この剰余金の主な要因は、介護納付金が被保

険者数の減によって想定よりも減少したということを聞いておりまして、この基金に積

み立てる趣旨というのは、特別会計で区分するということで基金に積み立てられたとい

うことでございます。この基金の活用につきましては、国民健康保険財政の安定的な運

営の観点から、今後の収支状況等を踏まえて検討していくということを申されておられ

ます。 

○木澤委員長  最初見込みのスタートなんで、赤字になるような組み方をしないと思いま

すけれど、発生した黒字に対して、今後それが予算規模に対して基金の額が妥当なもの
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なのかどうかという点の検証と、あと、やっぱり毎年黒字、黒字で基金が積み上がって

いってしまうようなことのないように、やっぱり町としても県の財政チェックしていた

だく必要があると思うんです。来年度、これがスタートして３年目になりますので、保

険料率の見直しをかけはると思うんですけど、やはりこの黒字になってる部分というの

は、きちっとそれも使って、住民の皆さんの負担を軽減していただくということも、こ

れ県のほうになりますけども、はかっていっていただかなければいけないなと思ってま

すので、町としても、その辺のところよく注視していただいて、保険税率を決めるのは

斑鳩町になりますので、その際の、きちっと参考にしていただきたいし、決算委員会で

もそういう意見があったということで、それも反映していただきたいなと思います。  

そしたら、こっちの町の特別会計の中身のほうをちょっとお聞きしていきたいんです

けど、２２２ページのところの短期被保険者証ですね、これ６か月交付の分は件数変わ

ってないんですけど、３か月交付の分が５０件から６８件に増えてきてるんですけど、

これはどういった要因なんでしょうか。 

安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 短期被保険者証につきましては、さまざまな事情によりまして納付

困難な方に来庁いただいて納付相談する中で、６か月もしくは３か月を基本に交付して

いるという状況でございます。それぞれ世帯構成であるとか生活状況など異なりますの

で、そういう中で納付の意思、納付金額等をですね、実際の納付状況を見る中で交付し

てるというところでございます。資料にもありますように件数、また金額が増えている

ということでございます。実際の納付の相談におきましては、やはりその相談される方

の生活の保障というんでしょうかね、考えますと、支払い能力以上に納付を求めること

もできないというところがございます。実際、生活費にやりくりに非常に苦慮されてい

る方も多くおられる中で、どうしても国保税の支払いが滞りがちになってしまう方が多

いというのが実情です。一方で、納期内にきちんと納付をされている方という、しんど

いながらも納めておられる方もおられますので、そういった方たちの公平性という視点

も、これは忘れてならないというふうに考えております。そうした中、滞納対策といた

しましては、できる限り接触する機会を確保するということが必要になってまいります

ので、現状、納付相談の状況を見る中で、やはり３か月という短い期間にはなっておる

んですけれども、窓口にお越しいただいて相談する中で交付しているということで、３

か月の短期証が増えているというような状況でございますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。以上でございます。  
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○木澤委員長  ちょっと今、課長の答弁の中で公平性という言葉が出てきたんで、ちょっ

とひっかかったんですけども、確かにそりゃ被保険者の皆さん皆平等に扱うというのは

当然のことですけど、何か、この短期保険証を発行することで納付相談の機会を増やす

というのは分かるんですけど、その罰則的な考えで取り組んでいるのか、何かちょっと

そのように聞こえたんですけど、そこはそんなふうに思ってはるんですか。  

加藤住民生活部長。  

○加藤住民生活部長 申しあげましたように、納付の相談の機会を増やすということで、

特に丁寧な対応をするということで結果として増えてますけれども、ただこの納付相談

に来ていただいてお話を、生活状況等を聞かせていただく中で、実際、徴収にあてると

なかなか生活が厳しいというところになりますと、一旦納付を止めるという場合もござ

います。それが、結局最終的にこの途中資料で報告させていただいてますように、不納

欠損という形で持っていく場合もございますので、そういった意味も踏まえて、回数を

増やしていってるということで結果的にこういう状況になってるということですので、

その必要以上な過度な徴収をするということはございませんで、そういったところは理

解願いたいと思います。 

○木澤委員長  短期被保険者証を発行して、納付相談等の接触の機会を増やすということ

でされていますけども、実際に、私、住民の皆さんから相談受ける中で、やっぱりお金

がないので全額納められないので、自ら窓口によう行かへんと言わはる人は何人もいて

はって、一緒に行かせてもろたりして、今まで発行はしてもろたんですけれども、こう

いうやり方がいいのか、また別の機会で、一般質問等でもさせてもらおうと思いますけ

れど、横浜市のほうとかでですね、その資格証とか短期被保険者証の発行もやめて、そ

の収納率なんかも上がってますよというお話もありますので、また、その政策的な面に

ついては今後検討していきたいなというふうに思いますけども、そもそも以前から申し

あげてきましたように、国保税の被保険者の負担に比べると、やっぱり社会保険と比べ

ると、企業負担等はありませんので、本人さんの負担がかなり大きくなってしまってて、

本来であったら、この県単位化に移行するにあたっても、国からもっと財政支援をして

ほしいと、全国知事会も言っていたにもかかわらず、その分のお金が入ってきてないと

いうことで、被保険者の皆さんの負担になってきてしまっていますので、だから、やっ

ぱり今でも高過ぎる国保税ですね、今後また県のほうから標準保険料率が示されるかと

思いますけども、やはり過度の負担にならないようにということで、検討も必要ですし、

町としては後期高齢者納付金の不足分ということを一般会計から補塡していただいてま
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すけど、やはり県のほうもですね、県の財政のほうからもきちっと負担していただける

ような方策をとっていただくべきじゃないのかなと私は考えております。町のほうも、

これからいろいろ担当者、もしくは町長レベルでの県と接触する機会があると思います

ので、そういう意見が議会で出ているということを県のほうにも伝えていただきたいな

というふうに思います。ここの短期被保険者証の件につきましては、やはり納付相談し

っかりしていただいて、住民の皆さんに被保険者証がしっかり手渡しできるよう、手渡

しというか、お渡しできるように町としても手元に届かないということがないように、

運用についてはお願いをしておきます。  

もう一点、２２６ページなんですけども、気になったのは出産育児一時金が前年度に

比べてだいぶ減っているという点で、以前と比べてもちょっと傾向的にも減ってきてる

なというふうに、ここの国保の特会では出てきてるなと思うんですけど、これはどうい

った要因なんでしょうかね。  

安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 この出産育児一時金の件数の減少ですけれども、参考に過去の状況

も調べてみました。令和元年度から過去５年間の支給状況で申しあげますと、３０年度

はここにありますように２１件でございます。２９年度は２０件、２８年度は２３件、

２７年度は２９件、そして２６年度は１９件となっております。また、参考に出生者数

を申しますと、まず元年度は１９７人、３０年度は２２３人、２９年度は１９４人、２

８年度は２４１人、２７年度は１９９人、最後に２６年度は１９５人となっております。

出生者の数につきましては、年度により増減があるということでございます。今申しま

した、例えば２６年度、２７年度を見ましても出生者の数は大きく変わらないんですけ

れども、支給件数に開きがあるというようなこともございますので、なかなか単年度の

数字だけで要因を見い出すということは非常に難しいというふうなところがありますの

で、そのあたりご理解いただきたいと思います。以上でございます。  

○木澤委員長  極端に出生率、出生数が減っているわけではないということなんで、少し

安心しましたけど。はい、分かりました。  

そしたら、ほかによろしいですか。  

伴委員。 

○伴委員 今、委員長からの質問でちょっと重複するんですが、２２２ページの短期の被

保険者の交付の件なんですが、結局、今答弁聞かせていただくと、相談の回数を増やし、

ある面でいろいろな事案に対して、一緒に相談しながら考えていくというような、収納
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率も上げながらそういう格好でやられていると、これ非常にいいことやなと。実際これ

年齢、ちょっと気になったんは、若い方が来られて相談が多いのか、それとも結構高齢

の方が来られるケースが多いのか、この３か月ごと、６か月ごとこれ含めてで結構です

けど、そのあたりどんなもん、年齢構成どないなってますか。 

○木澤委員長  すぐ分かりますか。  

  伴委員。  

○伴委員 きちっとした数字でなくても結構です。  

○木澤委員長  安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 特に一定の年齢層、年代であるとか、そういう偏りは特になくて、

幅広いというのが実際のところ、相談を受ける中での状況でございます。以上です。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 いろいろなケースというのがあると思う、本当にご病気とかそういうものが絡

むイレギュラーの場合もあれば、職の収入の面からのというのもあり、非常に気になる

のは、これ、もし増えてきて、やっぱり世の中の経済といいますか、特にこの決算とは

関係ないけど今年はちょっとややこしい形で、雇い止めというか、そんなことも報道さ

れている中で、今最近、これとは関係おませんけど、最近ちょっと増えてきてるなとか

相談が、そういうことはないでしょうか。それも、ちょっとそれも気になって。  

○木澤委員長  安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 実際、雇い止めというようなケースの場合はですね、非自発的失業

による減免という制度もございまして、所得を７割減して計算するという、そういう適

用もさせていただいております。ですので、あと、今年でしたらコロナの減免等も実施

しておりますので、そういう社会情勢というんでしょうかね。そういったものも制度的

に反映、考慮しながら、されながらですね、運営してるというところでございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 これはもう相談より、結局知識がなくてすごく悩まれるというか、そういうケ

ースもこれはあると思うんですわ。聞いてみると、そういうような制度がありますよと

いうことで案内していただいて、やっぱり１人で悩まれるといいますか、そういう知識

がなくて苦しまれるようなことがないように、できるだけそういうような感じで接触の

機会を増やしたり、相談しやすいような形で進めていっていただければと思います。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○木澤委員長  そうしましたら、これをもって、国民健康保険事業特別会計に対する質疑

を終結します。  

次に、認定第４号  令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて審査を行います。  

理事者の説明を求めます。  

加藤住民生活部長。  

○加藤住民生活部長 それでは、認定第４号  令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、ご説明を申しあげます。 

  はじめに、議案書を朗読させていただきます。 

  認定第４号  

令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  

令和２年８月３１日 提出 

斑鳩町長  中 西 和 夫 

  座って説明をさせていただきます。令和元年度歳入歳出決算書の２８ページをご覧い

ただけますでしょうか。令和元年度介護保険事業特別会計（保険事業勘定）の歳入歳出

決算は、歳入総額が２４億５，４９０万４，４１８円、歳出総額が２３億７，４０８万

６，５６１円、歳入歳出差引額は８，０８１万７，８５７円の黒字となっております。 

次に、この決算書の３４ページをご覧いただけますでしょうか。令和元年度介護保険

事業特別会計 (介護サービス事業勘定）でございます。歳入歳出決算額は、歳入総額９

５４万５，３８１円、歳出総額７４３万３，６２７円、歳入歳出差引額は２１１万１，

７５４円の黒字となっております。 

それでは、保険事業勘定の決算の状況について、歳出の部から各款ごとに説明を申し

あげます。資料の主要な施策の成果報告書の２３６ページをお願いできますでしょうか。  

２３６ページから２３８ページの第１款  総務費でございます。はじめに、２３６ペ

ージの第１項  総務管理費でございます。介護保険事業に携わる職員の人件費及び事務

の執行に要する費用について支出を行っております。次に、本ページから２３７ページ

の第２項 徴収費でございます。介護保険料の賦課徴収事務に要する費用について支出

を行っております。令和元年度の介護保険料の状況でございます。現年度保険料の調定

額は５億２，２４９万３，０９０円に対しまして、収入済額は５億２，１２３万１，６
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３０円で、収納率は９９．６％、前年度と同率となっております。次に、滞納繰越分の

状況でございます。調定額は５１２万８０円に対しまして、収入済額は７０万８，９３

０円で、収納率は１３．８％で、前年度比３．４ポイントの減となっております。 

次に、第３項  介護認定審査会費では、介護認定審査会を設置している王寺周辺広域

休日応急診療施設組合に対する負担金や認定調査、主治医意見書の作成などに要する費

用について支出を行っております。  

次に、２３８ページの第４項  趣旨普及費では、介護保険制度の啓発パンフレットの

作成を行っております。次に、第５項 介護保険運営協議会費では、第７期介護保険事

業計画・高齢者福祉計画の進捗管理等について審議をするため、運営協議会を２回開催

しております。次に、第６項  地域包括支援センター運営協議会費では、地域包括支援

センターの適切な運営等について審議するため、運営協議会を２回開催しております。 

次に、２３９ページから２４１ページの第２款  介護給付費でございます。第７期介

護保険事業計画における令和元年度の標準給付費２２億６，７４７万３，９６４円に対

する介護給付費の執行割合は、９２．７％となっております。  

はじめに、第１項  介護サービス等諸費でございます。要介護認定を受けた被保険者

の居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、居宅介護サービス計画の作成、

福祉用具の購入、住宅改修などに係る給付費について支出を行っております。前年度と

比較をいたしまして、件数で１，２４２件、給付費で９，１５１万６千円の増となって

おります。次に、第２項 介護予防サービス等諸費でございます。要支援認定を受けた

被保険者の居宅支援サービス、居宅支援サービス計画の作成、福祉用具購入、住宅改修

等に係る給付費について支出を行っております。前年度と比較をいたしまして、件数で

６２件の増となっておりますが、給付費では１３４万３千円の減となっております。 

次に、２４０ページでございます。第３項 その他諸費では、介護報酬の請求にかか

る審査事務の手数料について支出を行っております。次に、第４項  高額サービス等費

では、高額介護サービス及び高額介護予防サービスに要する費用について支出を行って

おります。同一月に利用した介護サービスの自己負担額が一定額を超えた場合等に、そ

の給付を行うものでございます。次に、第５項 高額医療合算サービス等費では、高額

医療合算サービスに要する費用について支出を行っております。介護保険の限度額と国

民健康保険や後期高齢者医療などの医療保険の自己負担額を合算し、その負担限度額の

超過額のうち、介護保険に係る負担分について給付を行うものでございます。 

次に、２４１ページの第６項  特定入所者介護サービス等費では、低所得の要介護認
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定者等が、施設サービスや短期入所サービスを利用した場合に、食費や居住費にかかる

自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について給付をするものでございます。 

次に、第３款  基金積立金では、介護保険給付費準備基金への積立金について、平成

３０年度決算における黒字収支分及び当該基金の運用益８，５３２万３千円の積み立て

を行っております。また、第７期介護保険事業計画のとおり６，８００万円の基金の取

り崩しを行ったことから、令和元年度末の基金現在高は３億８４１万４千円となってお

ります。 

次に、２４２ページから２５０ページの第４款  地域支援事業費でございます。はじ

めに、第１項  介護予防・生活支援サービス事業費では、介護予防・生活支援サービス

事業に要する費用について支出を行っております。第１目  介護予防・生活支援サービ

ス事業費では、前年度と比較して、件数で５１件、給付額で９２万３千円の増となって

おります。第２目  介護予防ケアマネジメント費では、前年度と比較をいたしまして、

件数で７９件、給付額で６５万６千円の増となっております。 

次に、２４３ページから２４４ページの第２項  一般介護予防事業費でございます。

すべての高齢者を対象とした運動器機能向上教室・口腔機能向上教室・認知症予防教室

等を実施をいたしております。また、地域における住民主体の介護予防の取り組みを強

化するため、人材育成や活動の支援を行っております。  

次に、２４４ページから２４９ページまでの第３項  包括的支援事業・任意事業費で

ございます。第１目 包括的支援事業費では、地域包括支援センターの運営に要する費

用について支出を行っております。包括的・継続的ケアマネジメントでは、日常的個別

指導・相談支援困難事例等への指導・助言や地域におけるケアマネジャーのネットワー

ク構築等を行っております。次に、２４５ページから２４７ページの第２目  任意事業

費では、介護給付費等費用の適正化、家族介護教室や家族介護用品の支給、配食サービ

ス、緊急通報装置の設置などの介護保険事業で実施する福祉サービスに要する費用につ

いて支出を行っております。次に、２４７ページの第３目  在宅医療・介護連携推進事

業費では、地域包括ケアシステム構築のための在宅医療・介護連携推進事業会議を開催

を行っております。次に、２４８ページの第４目 認知症総合支援事業費では、認知症

になっても住み慣れた地域で生活を継続するため、認知症初期集中支援チーム検討委員

会を開催するとともに、認知症の人などに早期に関わる認知症初期集中支援チームを配

置し業務を行っております。第５目  介護予防ケアマネジメント事業費では、要支援や

要介護のおそれの高い人が、自立して生活できるように支援を行っております。 
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第６目 総合相談事業費では、総合相談事業を実施し、相談件数は７１２件となって

おります。次に、２４９ページ、第７目  権利擁護事業費では、高齢者の権利擁護のた

めの必要な援助を行うとともに、権利擁護について理解を深めるため、講演会の開催を

行っております。。第８目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費では、多職種

協働による個別事例の検討を行い、地域のネットワークの構築、ケアマネジメントの支

援、地域課題の把握などの推進を行っております。第９目  生活支援体制整備事業費で

は、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、地域における高齢者等の生

活実態に合わせ、住まい、医療、介護、予防及び生活支援の体制を整備するため、ワー

キングチーム会議及び生活支援体制推進協議会の開催を行っております。  

次に、２５０ページ、第４項  その他諸費では、介護予防・生活支援サービス事業の

請求に係る審査事務の手数料について支出を行っております。  

次に、第５款  諸支出金であります。平成３０年度以前の第１号被保険者の保険料の

還付、国・県の支出金等の超過交付の返還金について支出を行っております。  

次に、第６款  予備費では令和元年度では、充用はございません。  

続いて、歳入決算の状況についてご説明申しあげます。２３４ページにお戻りいただ

けますでしょうか。第２表といたしまして、歳入決算額の内訳を記載をさせていただい

ております。決算額の単位につきましても千円単位となっておりますので、よろしくお

願いいたします。まず、１行目、第１款 保険料の決算額でございます。５億２，１９

４万５６０円、前年度と比較をいたしまして７９５万６４０円、１．５ポイントの減と

なっております。２行目、第２款 使用料及び手数料の決算額は１万３，３５０円とな

っております。保険料に係る督促手数料でございます。３行目、第３款 国庫支出金の

決算額は５億１１１万５，０３２円となっております。前年度と比較をいたしまして、

２，５９８万８，９３５円、５．５ポイントの増となっております。４行目、第４款 

支払基金交付金の決算額は５億８，６６１万９，９８５円となっております。前年度と

比較をいたしまして２，９８５万８，７４８円、５．４ポイントの増となっております。

次に５行目、第５款 県支出金の決算額は３億２，５８７万６，３６０円となっており、

前年度と比較をいたしまして１，２５５万５，６５７円、４．０ポイントの増となって

おります。次に、６行目、第６款 財産収入の決算額は２０万１，８５０円、７行目、

第７款 寄附金は、令和元年度の寄附金の受け入れはございませんでした。次に、８行

目、第８款 繰入金の決算額でございます。４億２，４８６万１，６９６円となってお

ります。一般会計及び介護保険給付費準備基金からの繰り入れとなっております。介護
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保険事業の運営に必要な人件費を含む事務経費と介護給付費等にかかる町負担分などの

法定の繰入金を一般会計から繰り入れたものでございます。また、第７期介護保険事業

計画どおり、介護保険給付費準備基金から６，８００万円の取り崩しを行っております。

９行目、第９款 繰越金の決算額は９，３１５万２，５５６円となっております。平成

３０年度の決算余剰金でございます。１０行目、第１０款 諸収入の決算額につきまし

ては、１１２万３，０２９円となっております。保険料の延滞金や第３者行為損害賠償

金、介護予防ケアマネジメント費の受け入れとなっております。 

  続きまして、令和元年度介護保険事業特別会計（介護サービス事業勘定）の決算につ

いてご説明をさせていただきます。はじめに、歳出の部からでございます。主要な施策

の成果報告書２５３ページをご覧いただけますでしょうか。第１款  総務費、第１項  

総務管理費でございます。介護サービス事業における内部事務に要する費用などについ

て支出を行っております。次に、第２款 サービス事業費、第１項  居宅サービス事業

費では、介護予防サービス計画の作成に伴う臨時職員の人件費やその委託に要する費用

などについて支出を行っております。次に、第３款  予備費でございます。令和元年度

では、予備費の充用はございませんでした。  

続いて、歳入の部についてご説明を申しあげます。２５２ページでございます。第２

表といたしまして、歳入決算の内訳を記載させていただいております。単位につきまし

ても千円単位となっております。はじめに、１行目、第１款 サービス収入の決算額は

７３３万３，８６８円となっております。地域包括支援センターで作成いたします介護

予防サービス計画に対する収入となっております。次に、第２款 繰越金の決算額は、

２２１万１，５１３円となっております。平成３０年度の決算余剰金について受け入れ

を行ったものでございます。第３款  諸収入については、収入はございませんでした。  

以上で、認定第４号 令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての説明とさせていただきます。よろしく審査を賜りまして、原案どおり認定いた

だきますよう、よろしくお願いを申しあげます。  

○木澤委員長  説明が終わりましたので、介護保険事業特別会計について、質疑をお受け

いたします。  

  奥村委員。  

○奥村委員 ２４４ページの一般介護予防事業費、地域リハビリテーション活動の支援と

いうところでございますけれども、ここの、地域における介護予防活動の取組みを強化

するため専門職による支援を行った、というところで、平成３０年度は実人数が２１名、
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令和元年度は１１名になって、半分になっておりますけども、このあたりの理由という

のはわかりますでしょうか。  

○木澤委員長  中原長寿福祉課長。  

○中原長寿福祉課長 こちらの地域リハビリテーション活動の支援のこの教室につきまし

ては、リーダーの養成講座という形で実施をさせていただきました。この令和元年度の

募集に際しまして、１１人の応募があったということで、原因等につきましては、３０

年度と比べまして、半分ぐらいになっておりますんで、今後増えていくように、また方

法等考えていきたいと思っております。  

○木澤委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ありがとうございます。またしっかりと増やしていただけるように、取り組

み、よろしくお願いいたします。  

それと次に、２４４ページの一番下の包括的・継続的ケアマネジメントのところで、

日常的個別指導・相談支援困難事例等への指導・助言というところなんですけれども、

平成３０年度が２０件、令和元年度が４５件ということで２倍以上に増えているんです

けども、やはり包括とかで、本当にいつも献身的に皆さんお世話していただいているん

ですけれども、これケアマネジメントしていく中で、日常的に本当に支援困難な方とか

いっぱいいらっしゃると思うんですけれども、その辺で職員さんの負担であったりとか、

ケアマネジメントしていくのに大変なことには、大丈夫でしょうか。 

○木澤委員長  中原長寿福祉課長。  

○中原長寿福祉課長 ただいまご質問いただきました日常的個別指導・相談支援困難事例

等への指導・助言が数字的に上がってきているところへのご質問でありますけれども、

こちらにつきましては、包括支援センター中および地域の事業者、また関係機関等、非

常に連携等ができてきておりまして、そのあたりで、連携ができてきたから相談件数的

にも増えてきていると考えております。やはり、事業者、ケアマネージャー等の負担を

少しでも減らすために、包括の職員につきましては、一丸となってそれに受けこたえて

いるところでございますので、いい連携ができてきたという意味で、プラスのほうに捉

えているところでございます。  

○木澤委員長  奥村委員。  

○奥村委員 包括、またケアマネジメントされる方、また介護者の方、本当によくやって

くださっているなと思っております。今後とも大変な事例もたくさんあるかと思います

けども、どうかよろしくお願いしたいと思います。  
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○木澤委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そしたら私もお聞きしたいと思うんですけども、令和元年度が実質、単年

度収支で黒字となっているということですけども、まずこの要因についてお聞きしたい

と思います。  

  中原長寿福祉課長。 

○中原長寿福祉課長 委員長からご質問いただきました施策の成果の２３３ページのとこ

ろで出ておりますように、令和元年度介護保険事業特別会計の決算といたしまして、実

質的な収支額７，７７９万３千円の黒字となったところでございます。こちらの要因と

いたしまして、まず一番大きな主な要因といたしましては、部長の説明でもありました

ように、令和元年度の保険給付額が計画値に対して９２．７％でありましたので、その

分、予算に対しまして、計画に対して余剰金が出ましたので、そちらのほうが黒字の一

番大きな要因でございます。その他の要因といたしましては、地域支援事業費につきま

しても、保険料が財源としてありますけれども、こちらも計画値に対して執行額が少な

くなってきていること、それと保険料の収納のほうで言いますと、低所得者の軽減の補

助金が一昨年から出てきておりますので、その分によりまして、その辺の収納率も上が

ると言いますか、保険料収入が安定しているところもありますので、これらの要因が重

なりまして、この実質的な黒字が出たと考えております。  

○木澤委員長  第７期の計画の中でですね、給付を見込んでおられますけども、２年目、

これに当たると思いますけど、その中でちょっとずれが出てきているのかなということ

で、今年度、令和２年度についてはやってみないとわかりませんけども、実質黒字が出

ている中で、基金にも積んでいただいてですね、今、第８期の計画を来年度に向けて策

定していこうとされていると思いますけど、第７期の前ですね、これ始まるときに基金

を取り崩して保険料下げていただいたという、この間の経緯があるんですけど、第７期

の前の時、確か２億なんぼか基金取り崩されていたと思いますけど、その時に持ってい

た基金と、今この令和元年度ですね、２４１ページのところで、今、３億８４１万４千

円、年度末でありますよと。当時の基金の残高って今ぱっとわかりますか。正確じゃな

くてもいいですけど。大体なんぼぐらいですか。  

  中原長寿福祉課長。 

○中原長寿福祉課長 第７期の保険料を算定するにあたりまして、基金の取り崩しを行っ

た額が２億４００万になります。これから考えますと、基本的には今年度、令和元年度
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末残高約３億８００万円ですけれども、これぐらいの金額があったというふうに記憶し

ております。  

○木澤委員長  前回は保険料の引き下げまでいけましけたけど、同じぐらいの基金が残っ

てて、取り崩しも同じようにされていくのかなと思うんですけど、そうすると第８期の

保険料が引き下げるところまでいけるのか、これからまたいろいろ検討はされていくん

でしょうけども、見通しとしては今どんな状況なんでしょうか。  

  中原長寿福祉課長。 

○中原長寿福祉課長 令和２年度、今９月に入りましたけれども、まだ給付実績的にコロ

ナの関係もございまして、今後のやはり状況をしっかり見ていかないと、なかなか推計

が立てにくい数字となってきておりますので、ちょっと今の段階で保険料のどうこうと

いうことは、なかなか言えないんですが、少なくとも今３億ちょっと残っておりまして、

これがこのまま残るとすれば、当然それは次期計画期間の保険料に充当していくと、引

き続き町は考えておりますので、その方向で検討していきたいと考えております。  

○木澤委員長  わかりました。また、具体的に保険料がどうなるかというのは、また予算

の時に審査させていただきたいと思いますが、これまでと同様に基金を取り崩して充当

していくという考えであることは確認しておきたいと思います。  

  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたらこれをもって、介護保険事業特別会計に対する質疑を終結

いたします。  

次に、認定第５号  令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついての審査を行います。  

理事者の説明を求めます。  

加藤住民生活部長。  

○加藤住民生活部長 それでは、認定第５号  令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算の認定について、ご説明を申しあげます。 

  はじめに、議案書を朗読させていただきます。 

  認定第５号  

令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について  

標記について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙のとおり提出し、議

会の認定を求めます。  
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令和２年８月３１日 提出 

斑鳩町長  中 西 和 夫 

  座って説明のほうさせていただきます。令和元年度歳入歳出決算書の４０ページをお

開きいただけますでしょうか。令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

は、歳入総額が４億６，１１７万４，７４４円、歳出総額が４億５，８８８万５，１９

４円、歳入歳出差引額は２２８万９，５５０円となっております。なお、出納整理期間

中に収納のありました保険料等につきましては、令和２年度会計に繰り越したうえ、奈

良県後期高齢者医療広域連合に納付することとしております。 

 それでは、決算の状況につきまして、歳出の部から各款ごとにご説明を申しあげます。  

主要な施策の成果報告書、２５７ページをお開きいただけますでしょうか。はじめに

２５７ページからから２５８ページの第１款  総務費でございます。第１項 総務管理

費では、後期高齢者医療の資格管理事務の執行などに要する費用について支出を行って

おります。後期高齢者医療の被保険者数は４，４７６人、総人口に占める割合は１５．

９％となっております。次に、第２項 徴収費でございます。被保険者に対して、広域

連合長名で保険料額決定通知書を、また町長名で保険料納付通知書を交付するとともに、

保険料の収納管理を行っており、その費用について支出を行っております。令和元年度

の保険料の状況です。現年度分では、調定額３億６，８８２万８，７００円に対して、

収入済額は３億６，９３０万２，６００円、収納率は９９．９％で、前年度と比較をい

たしまして０．１ポイントの増となっております。次に、滞納繰越分では、調定額は１

５６万８，９００円、収入済額は５５万２，８００円で、収納率は３５．２％となって

おります。次に、２５８ページ、不納欠損処分の状況でございます。処分人数は８人、

金額で３６万６，６００円となっております。 

次に、第２款  後期高齢者医療広域連合納付金でございます。広域連合事務費負担金、

町が徴収した保険料及び保険基盤安定負担金を広域連合に納付をしております。  

次に、２５９ページ、第３款  諸支出金でございます。保険料の軽減認定や被保険者

の死亡などによって、過納付となった保険料を還付したものでございます。  

次に、第４款  予備費については、令和元年度では充用はございませんでした。  

続いて、歳入の部についてご説明申しあげます。２５５ページをお願いをいたします。

第２表といたしまして、歳入決算の内訳を記載をさせていただいております。千円単位

となっております。はじめに、１行目、第１款  後期高齢者医療保険料の決算額でござ

います。３億６，９８５万５，４００円。前年度と比較をいたしまして１，４５１万３，
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７００円、４．１％の増となっております。次に、２行目、第２款  使用料及び手数料

は、決算額が１万２，０５０円となっております。督促手数料でございます。次に、３

行目、第３款  寄附金では、令和元年度では寄附金はございませんでした。次に、４行

目、第４款 繰入金は、決算額が８，３７６万６，２４４円でございます。後期高齢者

医療制度の運営に必要となる町及び広域連合の事務経費を一般会計から繰り入れており

ます。また、保険料の所得に応じた均等割軽減分及び被用者保険の被扶養者であった被

保険者の軽減分を補うために必要となる県、町の負担金を一般会計から繰り入れたもの

でございます。次に、５行目、第５款 繰越金は、決算額が５６９万２，１５０円とな

っております。平成３０年度会計における出納整理期間中に収納しました保険料等を繰

り越したものでございます。次に、６行目、第６款  諸収入は、決算額が１８４万８，

９００円となっております。保険料の延滞金のほか、保険料償還に伴う広域連合からの

還付金が主なものとなっております。  

以上で、認定第５号 令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

についての説明とさせていただきます。よろしく審査を賜りまして、原案どおり認定い

ただきますよう、よろしくお願いを申しあげます。 

○木澤委員長  説明が終わりましたので、後期高齢者医療特別会計について、質疑をお受

けいたします。ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そしたら私のほうから１点だけお尋ねしたいんですけども、成果報告書の

２５７ページのところの保険料の滞納繰越分ですね、国保のほうは現年分も滞納繰越分

も収納率上がってましたけど、後期高齢のほうは滞納繰越分がちょっと下がってますけ

ども、これはどういった要因でしょうかね。  

  安藤国保医療課長。 

○安藤国保医療課長 後期高齢者医療制度の滞納繰越、いわゆる滞納されている方という

のはですね、いわゆる生活保護等々を受給されて滞納が残っていたりとか、国民健康保

険と滞納の内容というんでしょうかね、実情がかなり違うところがございます。そうい

ったことからその年度によって、やはり増減が出てくるということでご理解いただきた

いというふうに思います。  

○木澤委員長  普通徴収の方の率って元々とかなり低いですけども、今、割合的に以前よ

りも普通徴収の方の割合が増えているのか、その辺の傾向というのはどうなんですか。  

  安藤国保医療課長。 
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○安藤国保医療課長 特に後期高齢者医療の方ということですので、大きく変わるという

ことは特にはございません。  

○木澤委員長  いろいろ、コロナだけじゃなくて、消費税の増税であったりとか、この間

やっぱり景気がずっとよくなかったりしてましたんで、生活が苦しい方が増えてきてい

るんじゃないかなと心配ありましたけど、特にそれが別に反映されてこういう数字にな

っているというわけではないんですね。はいわかりました。  

  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたらこれをもって、後期高齢者医療特別会計に対する質疑を終

結いたします。  

以上で、住民生活部所管に係る決算についての審査を終わります。  

理事者入れ替えのため、１０時３５分まで休憩いたします。  

（ 午前１０時１６分 休憩 ） 

（ 午前１０時３５分 再開 ） 

○木澤委員長  それでは再開いたします。  

  上田都市建設部長。 

○上田都市建設部長 昨日、水道管の漏水事故が発生いたし、事故対応等により初日の決

算委員会を欠席いたしましたことを、まず先にお詫び申しあげます。 

少し時間をいただきまして、昨日の水道漏水工事について報告させていただきます。  

昨日、９月８日早朝６時に「水道水に濁りが生じている」との付近住民の方から連絡

を受けて職員が現場確認に向かったところ、町道４０１号線、通称、服部道の服部１丁

目２番付近で、道路脇から水が噴き出している状況にあり、水道管の漏水を確認いたし

ております。そうしたことから、到着した職員により漏水区間の止水作業と、止水した

ことによる断水した家屋への説明と給水パックの配布を行っていましたところ、その間

に漏水箇所を通過しようとしたトラックが、漏水箇所に脱輪してしまう事故が発生いた

しました。幸い運転手にはけがはなかったものの、トラックにはプロパンガスが積載さ

れており、かなりの重量であったことから、まず荷台からプロパンガスをおろし、その

後に、レッカー車で引き上げる処置を警察及び消防隊員の立ち合いのもとで行っており

ます。その後に、漏水した水道管の修理を行い、午後３時５０分に道路の復旧を完了し

通行止めを解除いたしております。今回の水道管の漏水修繕工事で、車両事故が発生す

る事態となりまして、改めて再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考えております。  
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なお、この報告につきましては、担当する建設水道常任委員会においても報告させて

いただきます。以上です。  

○木澤委員長  対応、大変ご苦労さまでした。  

それでは、都市建設部所管に係る決算審査を行います。  

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。  

上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 それでは、第２款  総務費のうち、都市建設部が所管する事業につ

きましてご説明させていただきます。座らせていただきます。  

施策の成果報告書の７５ページをお願いいたします。第１項  総務管理費、第８目 

交通安全対策費でございます。交通安全週間や各種イベントにおいて啓発活動を行い、

幼稚園、保育園、各小学校で交通安全教室を開催いたしております。また、交通安全協

会西和支部協会斑鳩町分会に対し活動支援を行いました。次に、交通安全施設の整備と

して、道路反射鏡や路面表示、標識、防護柵などの交通安全施設の新設及び補修を行い

ました。また、高齢者運転免許自主返納の支援を行い、高齢者による交通事故の発生防

止に努めております。  

  続きまして、施策の成果報告書の９０ページをお願いいたします。第５項  統計調査

費、第１目 指定統計調査費でございます。５年ごとに調査しております農林業の実態

や変化等、農林業施策の基礎資料となる農林業センサスを実施いたしております。  

  以上、第２款  総務費のうち都市建設部が所管いたします決算の概要でございます。

よろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結します。  

次に、第５款  農林水産業費について、説明を求めます。  

上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 それでは、第５款、農林水産業費について、説明いたします。  

主要な施策の成果報告書の１５１ページをお願いいたします。第１項  農業費、第１

目 農業委員会費でございます。農業委員会を開催し、農地法や農業経営基盤強化促進

法などの法律に定められた規定に基づき、農地転用や農地の権利移動などの案件を審議

し処理を行っております。その他、遊休農地の解消対策として、遊休農地の状況を把握
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する利用状況調査及び利用意向調査を実施し、貸し付け希望農地等の農地につきまして

は、担い手への情報提供を行いながら、遊休農地の解消に努めております。  

次に、第２目  農業総務費でございます。主に職員の人件費でございます。  

次に１５２ページ、第３目 農業振興費でございます。斑鳩町内の農業振興、農業の

活性化のために活動されている農業関係団体に対して支援を行いました。また、農業を

はじめとする町内産業の従事者と住民との交流の場を提供し、町内産業への理解と認識

を深めていただくことを目的に、産業まつり２０１９を開催いたしております。  

１５３ページ、第４目  土地改良事業費でございます。水辺の保全・活用といたしま

して、いかるが溜池の多面的活用促進事業により周遊道路の整備を県営で実施いたしま

した。生産基盤の整備といたしまして、農道の維持管理及び整備に対して関係団体へ支

援を行いました。県営ため池等の整備では、県営で実施される桜池の耐震化工事に伴う

測量・設計業務の負担金を支出いたしております。また、震災対策農業水利施設の整備

では、ため池の簡易氾濫解析を実施し、新たな特定農業用ため池の指定を行いました。  

次に１５４ページ、第５目 生産調整推進対策費でございます。国の補助事業であり

ます経営所得安定対策事業への加入促進を図り、生産調整の達成に向けた協力依頼を行

い、町単独の転作助成金の交付を行っております。  

  次に１５５ページ、第６目  有害鳥獣駆除対策事業費でございます。農作物への被害

をもたらす有害鳥獣を駆除するために、地元猟友会に委託し、カラス・イノシシ・アラ

イグマなどの駆除に努めました。また、イノシシ対策については、罠・捕獲おりによる

捕獲に努めながら、耕作者が自ら行う被害防止対策事業として、農作物の被害を受ける

農地を対象に電気柵等の設置費用の一部を補助いたしております。  

次に、第７目  地域農政推進対策事業費でございます。農業従事者の高齢化が進む中、

持続可能な力強い農業を実現することを目的に、国の新規就農総合支援事業を活用し新

規就農者の増加に取り組み、１名の新規就農者に対し給付金を支出いたしました。  

  次に１５６ページ、第８目  遊休農地解消総合対策事業費でございます。農業委員会

において遊休農地解消に向けた取り組みとして、菜の花・黒米等の栽培を実証試験展示

圃で行っております。また、農や食への理解を深めていただくため、栽培サポーター事

業を実施いたしております。  

次に、第９目  環境保全活動等支援事業費でございます。農業者の高齢化等により、

農地や農業用施設などの地域資源の保全管理が困難になっていることから、農業資源の

共同活動により効率的な施設保全に取り組まれた活動組織に対して助成金を交付いたし
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ております。また、環境に優しい農業に取り組む「環境保全型農業」として、稲葉車瀬

地区の梨部会の梨栽培において、化学肥料、化学合成農薬の低減に対し助成金を交付い

たしております。 

次に、１５７ページ、第２項 林業費、第１目 林業振興費でございます。山林の保

全・活用として、森林環境譲与税を財源とし、生活道路に隣接する危険木の伐採や、森

林所有者に対して意向調査を実施いたしております。  

次に、第２目  地域で育む里山づくり事業費でございます。荒廃した里山林の整備を

森林所有者の協力を得て、ボランティア団体による除伐や下草刈りなどの実施や、里山

のイベント活動の実施に対し助成いたしております。  

以上、第５款  農林水産業費の決算概要でございます。  

よろしくご審査賜りますようお願い申しあげます。 

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第５款  農林水産業費について質疑をお受けし

ます。 

溝部委員。  

○溝部委員 ちょっと内容というか、考え方について教えていただきたいんですけれども、

不用額調書の６ページ、農業委員会委員報酬において国の交付金の内示が額が当初見込

みを下回ったため、見積もりとその実績の額にかなり開きがあるんですけれども、国の

交付金の内示額が当初８８０万円ということを内示があったものに対して、実際は４０

０万円しか入ってこなかったという、そういう理解でよろしいでしょうか。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 こちらの農業委員会の交付金につきましては、令和元年度より遊休

農地の発生防止、解消、担い手への農地の集積、集約化、新規参入の促進といった農地

等の利用の最適化の推進にかかる活動及び成果実績に応じて、農業委員及び農地利用最

適化推進委員の報酬の上乗せ分である農地利用最適化交付金が令和元年度開始されまし

た。こちらにおいて、当初活動で予定していた経費より活動の実績が下回ったため交付

金が交付されなかったということでございます。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 ということは、その農業委員さんに対する報酬が減ったということではない

ということですかね。 

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 例年、今まで月額で農業委員さんについては農業委員さん１人当た
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り月額２万４，２００円の月収がございます。令和元年より、先ほどの農地利用最適化

推進交付金、農地利用の最適化の活動について活動を行えば、それ以上の積み上げの交

付金がいただけるということで、その交付金が当初予定してたより少なくなったという

ことで、報酬については、例年今までどおり２万４，２００円の月収はお支払いしてお

ります。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 よく分かりました。ありがとうございます。  

○木澤委員長 ほかにございませんか。  

伴委員。  

○伴委員 １５７ページの上の森林環境保全基金の活用ですねんけれど、これは見せてい

ただいて、これぐらいの金額を積み立てれんねんな、この税で積み立てれんねんなとい

うことと、そしてほとんどの額を取り崩し、森林整備に充てはったと。この考え方です

ねんけど、これは毎年っていいますか、こういう形で積み立て、そして使っていくとい

う。ためておいて、普通の基金みたいにためておいて大きな事業をするイメージを持っ

てたんですが、そのあたりどんなもんなんでしょう。 

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 こちらの森林環境譲与税の配分の予定額につきましては、令和元年、

令和２年につきましては１０８万円、その後、令和２年から３年度にかけまして２２９

万円、令和４年から５年は２８６万円、令和６年以降は３４４万円入ってくる予定でご

ざいます。この財源を使って、斑鳩町としてどのような森林整備を行うかというのをい

ろいろ考えてる中で、今年度においてといいますか、斑鳩町ではこの財源を使いまして

森林環境税を活用し、森林整備等業務委託、森林林政助言等業務委託、地域で育む里山

づくり事業、ナラ枯れ被害防除事業、これは教育委員会で所管している事業なんですけ

れども、森林環境教育体験学習推進事業等の事業に使用しているということであり、そ

の財源に見合って使っていってる。財源が大きくなればその事業をもっと広く事業実施

していけるようなイメージで活用しているところでございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 これ計画的に森林、山であれば範囲も広い。その中で今年はこの範囲でとか、

そういう計画といいますか、そういうのは町のほうで考えてやってくれようとしてはる

のか、もうちょっと優しいに説明していただいたらよう分かりますねけど、すみません。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  
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○手塚建設農林課長 計画につきましては、地域林政アドバイザー制度というのを今専門

家ですね、林業の専門家の方にそういった委託をしておりまして、斑鳩町の森林にあっ

た森林経営計画等を作成するための今年度は意向調査を実施いたしました。内容につき

ましては、人工林の所有者を対象に所有山林の訪問回数、所有山林の管理や手入れの状

況、今後の管理方法等について意向調査を行っており、こういった意向調査をもとに、

今後さまざまな計画を立てていく計画でございまして、具体的に来年これをする、再来

年これをするといった、まだそういった状況ではございません。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 今後は、やはり計画的に、これ、土砂崩れも関係するし、野生動物が人里のほ

うへおりてくる問題から、いろんな、これ山というのは問題あると思いますねわ。やっ

ぱり非常に大事なもんですし、その辺でやっぱり計画的にやっていただければと、その

ように思いますので要望しておきます。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

齋藤委員。  

○齋藤委員 １５３ページですけれども、１つ目のところのいかるが溜池ですね、立派に

なりまして周遊ランニングコースなんかもできまして、すごいと思いますけども、そこ

を有効活用するために、例えば桜の木を植えるとか、それから何か活用する施策を考え

ているのか、どのように考えているのか教えてもらいたいと思います。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 資源といたしましては、今現在堤防のまわりに桜がございますので、

そういった桜の時期には桜を見に来ていただきたい。それで、今委員おっしゃるように

周辺が１．５キロのランニング延長にもなりますので、ランニングコースとしても使っ

ていきたい。特に、例年、いかるがの里三塔走ろう会でもコースに一部使われておりま

すが、そういったところで今後も活用、また、こういった資源、すばらしい資源を使い

どのようなことができるか、活用方法については今後も斑鳩町全体として考えていきた

いと考えております。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ぜひ駐車場のところも、なかなかあそこまで行くとなりますと、歩いていく

のは三井の駐車場に停めて、歩いていくのは難しいし、また小さな子どもさんとかです

ね、散歩に行くにしてもあそこまで歩いていけないですので、駐車場の整備、障害者用

の駐車場はありますけれども、ピーク時、例えば花見のときに、臨時駐車場とか何か活
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用できるような方策をぜひ考えていただきたいと思います。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 以前より、いかるが溜池の来場に際しまして三井の観光駐車場をご

利用いただきたいということで答弁してまいりましたが、現在いかるが溜池周辺の土地

で、駐車場に利用が可能な土地について検討しているところでございます。そこで可能

な土地がございましたら土地所有者への意向を確認しながら、また工事費等の補助の財

源等も模索しながら駐車場の設置について検討してまいりたいと考えております。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございます。ぜひお願いします。  

それからもうひとつですけれども、先ほど伴委員が質問しておりましたけれども、１

５７ページのところの森林整備の推進というところで、所有者の意向調査、整備計画と

いうことで、これからやっていくということでありますけども、今はナラ枯れというの

は下火になりましたですけども、やはりナラ枯れがあったりですね、それからそれぞれ

の所有者がそれぞれの意向でもって整備する。ばらばらになるよりも、何かきちっとし

た、せっかくすばらしい森林でありますので、その辺のところの整備計画というのを、

どのような方向で考えているのか、教えてもらえればありがたいです。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 今委員のご質問にありますナラ枯れ対策等の森林についての考え方

は、先ほども言いましたように、ナラ枯れ被害の防除という補助をこの森林環境税で活

用しております。そしてまた、特に白石畑に上っていく道等の両側でナラ枯れ等が目立

ちますことから、そういった危険木については、この森林環境譲与税を使って昨年２本

の大きな木を伐採したところでございます。そして今、委員のご質問にあります意向調

査につきましては、またそういった森林の整備に対する意向調査でございまして、こち

らにつきましては、森林環境譲与税ができたんですけれども、人工林という、杉、ヒノ

キを植えてる山がございまして、その人工林がどうしても手入れされない状況でほった

らかしの人工林が増えているということで、この森林環境譲与税がそういったところで

も活用するようにということで交付されているところでございまして、人工林の所有者

に今、意向調査をしております。そして、その人工林を今後どうするかというような整

備計画を今度市町村でつくっていくという計画でございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 個人の所有ですから、町で、ああせいこうせいというのはちょっと言いにく
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い、言えないと思いますけども、その辺のところ、意向を踏まえてですね、すばらしい

環境を残すような整備をぜひお願いしたいと思います。以上です。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

奥村委員。  

○奥村委員 １５３ページの一番下ですけど、この意味を教えていただきたいですけども、

震災対策農業水利施設の整備で、特定農業用ため池を選定するため、ということなんで

すけども、この特定とついてるということはどういう意味を持つんでしょうか。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 従来、今までですね、防災重点ため池というのが斑鳩町で大きな溜

池ですね、いかるが溜池、天満池、桜池、毛無池、慶花池という防災重点ため池を位置

づけて指定しておりました。この呼び名が、防災重点ため池から特定農業用ため池とい

う名称に変わったところでございます。  

○木澤委員長  奥村委員。  

○奥村委員 その次にある簡易氾濫解析というところですけれども、これはやっぱり防

災・減災のためにこの解析というか、検査をされるということでしょうか。 

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 現在こちらの特定農業用ため池の指定に伴いまして、下流にどうい

う影響を及ぼすか、その影響度によって防災重点の特定農業用ため池に位置づけるとい

う国からの指導があります。そういった中で、簡易氾濫解析、簡易ではありますけども、

決壊したときどのような水が下流に行くかという状況を確認しながら、今回の位置づけ

に役立てるために解析を行ったということでございます。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

小城委員。  

○小城委員 １５６ページの遊休農地解消総合対策事業費のところですけれども、今現状、

遊休地というのは多分年々増えていってると思うんですけど、今後見通しといいますか、

現実どれぐらいの推移で増えていってて、これに対する予算額というのはどんどん増え

ていくと思うんですけど、その辺のあたりはどうお考えか教えていただけますか。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 先ほど農業委員さんの報酬のところでお話しもしましたが、昨年か

ら、農業委員会の必須業務として最適化の推進業務というのが義務づけられました。こ

ういったことから最適化の推進業務の中身、遊休農地の解消、担い手への農地の集積、
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新規就農の促進、この３つが法的に義務づけられましたので、先ほど言うた交付金を活

用しながら、農業委員さんに積極的にこれらの活動を行っていただきたいと、実際、活

動していただいているところです。そういった状況の中、遊休農地の調査結果につきま

して一部紹介させていただきますと、３０年度と令和元年度で全体で５，７２１平米、

実際減っているところでございます。ですので、今後も農業委員さんのお力を借りなが

ら、そういったところの活動をしっかりやっていきたいと考えております。  

○木澤委員長 小城委員。  

○小城委員 ありがとうございます。しっかりと町も協力しながら遊休地対策というのを

やっていっていただきたいと思います。以上です。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしたら、私からも１点お尋ねしたいんですけども、成果報告書の１５

１ページ、貸し農園の推進で、入園率１００％になってますけども、以前から、農家で

ない方、一般の家庭の方が家庭菜園的に畑をしたいというような希望が多くて、ただ、

この町がやってる貸し農園は１００％になってしまうことも多くて、それ以外の部分で

マッチングを町のほうでできないかということで、何度か質問させていただいてきて、

町のほうでも「検討する」とおっしゃっていただいていたと思うんですけども、この点

について、町としてその後どういう状況なのかお尋ねしたいと思います。  

手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 町の貸し農園につきましては、阿波と稲葉に合計９９区画あり、こ

の決算で昨年度は満タンだったんですけども、現在は１区画の空きがある状況でござい

ます。そして、入園者との契約は毎年の更新となり、空きが出たら毎年、町広報で募集

を行っており、近年募集の数に対して応募が少ない状況が続いているところでございま

す。募集しても応募がないという理由としましては、斑鳩町の各地域で農地所有者の高

齢化が進み、農地をできない方などが個人的に近隣の非農家の方にお貸ししている実態

も聞いてるところであります。こういったことから、これ以上行政による貸し農園を開

催しても応募が望めない状況であると考えますことから、新たに農園を開設せず、現在

の状態を維持していくという基本的な考え方を持っております。しかし、農園を希望す

る方が自宅付近で農園を探しているという話も聞きますことから、昨年度は町内の農家

組合を対象に、個人的に貸し農園をされている実態を調査したところでございます。そ

の結果、町内で回答がありました中で８か所の貸し農園からの情報提供がございました。
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この中で、行政により農園をあっせんしてもよいという方は稲葉、高安で２か所あり、

将来的に紹介してもらってもよいという方は農園１か所の情報提供があったところでご

ざいます。今後におきましては、町の貸し農園とあわせて、あっせんを希望される農園

については、町の窓口でも紹介していきたいと考えているところでございます。  

○木澤委員長  そういう相談があった際には、そういった形で対応していっていただける

んかなと思いますけれども、もともと貸し農園という形で町のほうは募集してて、希望

はそこじゃないねんという方が相談に来られるかどうかという、来ていただける分には

いいんですけれども、そのニーズの把握というんですかね、その辺は農家組合さんのほ

うで聞いて、町のほうとしては把握するというような状態になっていると思いますけど、

そこのところは今後はちょっと広げていくとか、そういうのできないんですか。  

手塚建設農林課長。  

○手塚建設農林課長 貸し農園等につきましては、産業まつりの際に、来場者のアンケー

ト調査で貸し農園等々の、少しアンケート等を行っているところですので、今言った、

もう少し踏み込んだところの一般住民さんの意向につきましても、産業まつり等々のそ

ういったところでアンケート等を活用して情報収集していきたいと考えております。  

○木澤委員長  もともと法律との関係もありますので、抵触しない範囲でということにな

りますけども、できるだけ広く、やっぱり住民の皆さんの願いに応えていっていただき

たいと思いますので、またその辺については検討よろしくお願いします。  

ほか、ございませんか。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたら、これをもって、第５款  農林水産業費に対する質疑を終

結いたします。  

次に、第７款  土木費について、説明を求めます。  

上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 それでは、第７款  土木費につきまして説明させていただきます。  

主要な施策の成果報告書の１６４ページをお願いいたします。第１項  土木管理費、

第１目 土木総務費でございます。主な支出は人件費でございます。  

次に、第２項  道路橋りょう費、第１目 道路維持費でございます。町道などを安全

かつ快適に利用していただくために舗装の補修や路肩整備、路肩の草刈および未登記道

路の整理を行いました。次に１６５ページ、第２目  道路新設改良費でございます。町

道１４２号線のほか４路線の道路改良工事を実施いたしました。次に、第３目  橋りょ
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う維持費でございます。橋りょう長寿命化計画に基づき、１３橋の橋りょう定期点検を

行いました。点検結果につきましては、構造物の機能に支障が生じていないという結果

でございました。また、３橋の長寿命化工事を実施いたしております。  

続きまして、１６６ページ、第３項  河川費、第１目 河川総務費でございます。毎

年、春に実施される自治会内水路の清掃に伴う発生土砂等の処分及び、河川美化活動を

行う団体への支援を行っております。また、自治会等が自発的に行われる水路改修及び

水路浚渫事業に対して、経費の一部を支援いたしました。  

続きまして１６７ページ、第４項  都市計画費、第１目 都市計画総務費でございま

す。いかるがパークウェイの整備促進では、国の直轄事業であります、いかるがパーク

ウェイの円滑な事業の実施、整備促進に向け、事業促進に係る予算確保のため、国土交

通省をはじめ関係機関に対し積極的に働きかけを行うとともに、関係機関等の協議・調

整及び地元対応を行っております。既存木造住宅耐震診断の支援では、昭和５６年以前

に建築された既存木造住宅を対象に、住宅の耐震診断を希望される方には技術者の派遣

等を支援し、既存木造住宅耐震改修の支援では、その診断結果により耐震性が不足と判

断された住宅を対象に耐震改修工事に対する支援を実施いたしております。旅館及び遊

技場建築審査会の運営では、民間企業による法隆寺１丁目地内の旅館建築等同意申請に

伴い、旅館及び遊技場建築審査会を開催いたしました。都市計画マスタープランの策定

では、都市計画法第１８条の２の規定に基づく本町の都市計画に関する基本的な方針と

して、次期都市計画マスタープランの改定を２か年計画で取り組んでおり、都市計画マ

スタープラン策定に向けた委員会を開催いたしております。次に、１６８ページ、ブロ

ック塀等撤去の支援では、地震による住宅等のブロック塀等の倒壊被害から町民の命を

守るため、また避難路を確保するため、一定の要件を満たしたブロック塀等を対象に、

ブロック塀等の撤去に要する費用の支援を実施いたしております。 

次に、第２目  下水道費でございます。下水道事業会計への支援として補助金を支出

したものでございます。詳しくは、下水道事業会計で説明させていただきます。次に、

１６９ページ、第３目 都市下水路費でございます。都市下水路６路線の浚渫工事を行

い、適正な維持管理に努めております。  

次に、第４目  公園費でございます。公園等に設置されている遊具等による事故を未

然に防止するため、職員による定期的な点検パトロールを実施するとともに、専門業者

による公園施設の安全点検と保守点検業務を毎年度実施し、公園の適正な維持管理に努

めております。次に、第５目  都市計画審議会費でございます。斑鳩町都市計画審議会
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を開催したことによる委員報酬でございます。開催した会議では、次期都市計画マスタ

ープランの改定にむけたまちづくりアンケート調査の結果や今後のスケジュールについ

て報告を行いました。次に、１７０ページ、第６目 開発指導調整費でございます。都

市計画法等、関係諸法令及び斑鳩町開発指導要綱に基づき、より良好なまちづくりの推

進に努めております。また、屋外広告物許可申請にかかる事務処理のほか、違反広告物

の除却を行い、良好な景観の形成に努めております。  

次に、第７目  景観保全対策事業費でございます。景観形成作物の普及、町並み景観

形成の推進に要する経費でございます。景観形成作物の普及では、斑鳩三塔及び藤ノ木

古墳周辺の地域において、地域の農地所有者の協力を得ることにより、景観形成作物の

コスモスの栽培を実施いたしました。１７１ページをお願いします。景観計画の推進で

は、景観法、景観計画、景観条例に基づく届出の事前相談、届出書類の審査や指導を行

いました。町並み景観形成の推進では、斑鳩町歴史的風致維持向上計画に係る事業とし

て、歴史的な町並みの景観形成に資する民間の修景施設の整備費に対して支援を行いま

した。次に、花と緑のまちづくりの推進では、小学校の入学記念樹として、町の花サザ

ンカの苗木を、そして、産業まつり２０１９では、パンジー、プリムラの苗をそれぞれ

配布いたしております。 

次に１７２ページ、第５項  住宅費、第１目  住宅管理費でございます。町営住宅の

内装修繕や設備機器等の交換など適正な維持管理に努めました。また、町営住宅長寿命

化計画に基づき、追手団地の外壁や屋根の改修工事を実施し施設の長寿命化を図ってお

ります。  

以上、第７款  土木費の決算の概要でございます。  

よろしくご審議賜りますようお願い申しあげます。 

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第７款  土木費について、質疑をお受けいたし

ます。 

齋藤委員。  

○齋藤委員 １６５ページ、道路の新設改良の項目ですけども、道路の新設に用地取得に

７７０平米とありまして、昨年よりも大変増えておりまして、道路の用地を、道路をよ

くするためにやってくれてるんだと思いますけども、４メーター道路が狭くてですね、

すれ違えないとかっていう話をよく聞くんですけれども、その辺の対策というんですか

ね、どのようにお考えなのか教えてもらえたいと思います。  

○木澤委員長  手塚建設農林課長。  
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○手塚建設農林課長 現在、斑鳩町におきます幅の狭い道路などの道路の整備の計画につ

いてでございますが、現在、町ではいかるがパークウェイ等の幹線道路の整備を重点的

に進めており、各生活道路の整備といたしましては、まず補償事業に伴う路線や用地の

無償提供の箇所、土地利用をあわせた箇所等の効率的かつ効果的に進めることができる

箇所を優先的に道路整備に取り組んでいるところでございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 例えば団地ができるとか、ある程度大きな住宅、戸数ができる、スペースが

できるとかという場合にも、４メーター道路じゃなくて、あらかじめ何かこう、もうち

ょっとこう、施主さんというんですか、住宅メーカーさんと何か話しながら、広い道路、

広いというか、車がすれ違えるような道路をつくるような方策みたいなのはないものか

どうか教えてもらいたいんですけども。  

○木澤委員長  真弓都市整備課長。 

○真弓都市整備課長 開発にあたりましては、町の開発の要綱なり、開発許可になります

と県のほうの基準がございますので、その範囲内にある限りは、それ以上のことは求め

ることは難しいというふうに考えております。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 といいますと、県が認めたものに対して町として意見は言うけども、意見を

言うだけであって、それ以上のことはできないということなんでしょうか。  

○木澤委員長  暫時休憩します。  

（ 午前１１時１２分 休憩 ） 

（ 午前１１時１４分 再開 ） 

○木澤委員長  再開いたします。  

真弓都市整備課長。  

○真弓都市整備課長 おっしゃることはよく理解できるところもございますけれども、や

はり施主様のご意向というのもございますし、協力をいただければもちろんそれに越し

たことはないんですけれども、こういった面積の場合でしたらこういう形ですから、例

えば袋小路であれば、こういった幅員をとりましょう、というのははっきり出ておりま

すので、その範囲内での指導ということになろうかというふうには考えております。  

○齋藤委員 わかりました。ありがとうございます。  

１６８ページ、真ん中ぐらいに、拠点づくり、県との連携によるまちづくりの推進と

いうことで書いてまして、ここに基本構想案の策定を進めたとありますけども、多分こ
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れは法隆寺駅前の周辺とかだと思いますけども、よく住民からですね、法隆寺の駅前か

ら抜けるまで道が狭くて電柱が邪魔になるという話をよく聞くんですけれども、ぜひこ

の基本構想案を策定の中には、電柱の地中化とか、そういうのもぜひ含めて基本構想案

を考えていただきたいという話です。いかがお考えなのか教えてもらいたいと思います。  

○木澤委員長  真弓都市整備課長。  

○真弓都市整備課長 今、基本構想の策定段階ということでございまして、基本構想とい

いますのは、まだ少し大きなくくりの段階でございますので、個々にどういう整備をし

ていくかという内容までは出ておらないところではございますけども、まちづくりのこ

の連携協定を交わしましたときの取り組みイメージというところでは、そういった内容、

無電柱化に関しても記載がございますので、当然、そのあたりは考えていくということ

になろうというふうに思っております。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ぜひそういうことも考えていただいて、住民が歩きやすい、また、観光客が

きれいなまちと思われるような計画をつくっていただきますようによろしくお願いしま

す。以上です。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

奥村委員。  

○奥村委員 １６８ページのブロック塀等撤去の支援でございますけど、支援件数が令和

元年度から始まって１件ということで、ブロック塀の撤去の支援に関して、でもやっぱ

り先ほどの狭隘な道ではないんですけども、持ち主もあるということで大変、申し出て

くださらなければなかなかできにくいという難しい問題ではあると思うんですけれども、

でもやはり大阪の茨木の地震のときに通学路を通っておられた女子児童さんが亡くなら

れたということもありますし、その辺で大変難しいことではあるんですけども、町もあ

の事件、あの一件以来、総点検もしていただいたと思いますけども、やっぱりここに関

する認識はどのように考えておられますでしょうか。  

○木澤委員長  真弓都市整備課長。  

○真弓都市整備課長 本支援事業につきましては、令和元年度から開始したものでござい

ますけれども、おっしゃいましたとおり、昨年度は１件、今年度も実は現段階では１件

にとどまっているというところです。この要因につきましては、実際のところおっしゃ

っていただきましたとおり、難しいところではございますけれども、やはり補助金額が

対象額の２分の１まで、また上限が１０万円というところで、必ず個人負担が伴うとい
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うところがやはりネックになっているんではないかなと考えております。また、単純に

壊すだけの方もおられると思いますけれども、やり替えという場合も多いと考えており

ますけれども、やり替えの場合に、当然これは撤去の支援でございますので、やり替え

るほうの、新たにつくるほうの支援はないというところも大きいのではないかというこ

とですけれども、行政といたしましては、あくまで先ほどの趣旨から考えますと、取り

壊しの支援でしかできないのかなというところではございますけれども、そのあたりで、

どうしてもちょっと伸び悩んでいるところではないかというふうに考えております。  

○木澤委員長  私のほうからも、この件について、もともと通学路の安全点検を教育委員

会、学校等とも連携してやっていただいてて、結構な件数があったと思うんです。やは

り児童の安全を確保するという観点から、補助制度を設置して、言うたら申請が多くて、

これで対応し切れなかったらどうしようという、当時そういう議論してたかなというふ

うに思うんですけれども、蓋あけてみると、やっぱり件数が利用件数が少ないというこ

とで、今、課長おっしゃったように、これ撤去にしか使えないということで、新しくつ

くるほうについては補助ないんですけど、ちょっと思ったのは、今、９月議会で提案し

ていただいてるリフォーム助成の制度ですね、あれが外構の整備ということで、そちら

のほうは利用できないのかなと、そうすれば撤去のほうとつくり替えるほうと補助が出

て取り組んでいただける件数は増えるのかなと思ったんですけど、まだ今整理している

段階やと思うんですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。  

巻総務部長。  

○ 巻総務部長 委員長おっしゃいますとおり、リフォーム等工事ということで、今般、

補正予算に上げさせていただいているところでございます。今おっしゃった意見等につ

きましては、少し精査をさせていただいて、どのような形になるかというふうに検討は

していきたいと思いますが、ここでできる、できないというのは言えませんので、そう

いったご意見を伺ったということで承知しておりますので、よろしくお願いいたします。  

○木澤委員長  このブロック塀の撤去の支援については、２年の時限立法の制度であった

と思いますけど、その今後ですね、どうするのかというのを含めての検討になるかと思

いますが、やはりまだその危険な通学路、残ったままの状態というのは、非常にやっぱ

り保護者の方も心配されるでしょうから、より、だから利用していただけるような形で

できれば継続していただきたいなと思いますので、その辺もあわせて検討いただきたい

と思いますので、お願いしておきます。  

  ほかにございませんか。  
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伴委員。  

○伴委員 １６７ページのいかるがパークウェイの整備促進なんですが、このいかるがパ

ークウェイ、今、発掘調査の話が聞いております。委員会でもそういうような説明を受

けております。中で、そこまでいってるんやったら、今、一定の今後の進めていく範囲

の中で、県道まででどれぐらいの土地の交渉といいますか、今進んでいるのか、まずそ

こから教えてください。 

○木澤委員長  真弓都市整備課長。  

○真弓都市整備課長 今、五百井・興留区間のことだと思いますけれども、本日までで約

７割程度、用地買収のほうは進んでいるところでございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 いい数字なんか、ちょっとあれなんですけれど、あと残り３割のめどといいま

すか、用地買収というものがやっぱりスムーズにいかないと、事業がすみやかにといい

ますか、スムーズにいかんと思います。そのあたりの手応えといいますか、進めて、い

ろいろなそれぞれの事情というのがあると思いますねけど、そのあたりの町がつかんで

おられる情報といいますか、それを教えてください。  

○木澤委員長  真弓都市整備課長。  

○真弓都市整備課長 今年度の予算、国の予算の関係でいきますと、本日まででほぼその

予算を消化している状況ではございます。ですので、今当然ながら流用等々、補正等々

国のほうへも要望はしているところでございますけれども、そのあたりの交渉が成立す

れば、この区間につきましては、ご承知のとおり余り大きな反対はございませんので、

進めていけるものと考えております。ある意味は予算次第というところでございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 わかりました。それ確かに事業資金というものがなかったら前に進められない。

非常に斑鳩町にとっては今はこれを進めていただくことによって、私自身は、やはり沿

道サービスとかそのあたりの、地域に入っていくん違うかなということで、非常に経済

の面とか、いろいろまちの発展という意味で非常に期待しておりますので、できるだけ

国と調整をしながら進めていっていただきたいと、すみやかに開通するような形を期待

しておりますので、そのあたりよろしくお願いします。  

次の質問に移らせていただきます。先ほど同僚委員、また委員長からも出たこのブロ

ック塀なんですが、私の近くの、前も委員会で話して、結局、地主さんといいますか、

持ち主さんといいますか、所有者さんが空き家になって、そういう放置家屋でなおかつ
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危ないブロック塀やというようなケースで、結局言うていただかないと非常に難しいも

んで、これどうしてもやっぱりこれ危ないという判断があり、なおかつ所有者が相続等

で非常に複雑になってる。ほんならそのまま放置してていいんかと、人命に関わるとい

うようなケースがあるわけですね。やっぱりそういう面で、やはり代執行等、何かやっ

ぱりしていかないと、どんどん古くなるし、私も現地見にいって、これはちょっととい

う感じにやっぱり実際見えてるわけですね。一般の者が見て、やはりみんな危ないと。

いろいろな面で危険やと、まあ言うたら子どもたち、お年寄りみんな通られる道やとい

うこともあり、通行量もそこそこある中で、どんな事故が起こるかわからんという状況

なので、このあたり町の考えといいますか、どう、こういう場合やったらしゃあないで

すわ、というわけにはなかなかこれ難しいんちゃうかなと、そういうて、ルールから言

うと、なかなか手を出しにくいと、このあたりちょっと町の見解を聞きたいんですが。  

○木澤委員長  真弓都市整備課長。  

○真弓都市整備課長 委員がおっしゃることはよくわかっておりますけれども、やはり一

義的には所有者の方の責任において適正な管理を行っていただきたいというところでは

ございます。ただ、おっしゃられましたとおり、所有者本人、相続人などが適正に管理

されない。もしくは相続人さんがおられないというケースも出てきております。いろい

ろなケースございます。連絡さえとれないというところもございます。その一義的には

そういうことで、その方が対応すべきというところはございますので、行政としてどこ

までできるのかというのは非常に難しいところではございます。ただ、ケースによって、

また差し迫っている状況、それにもよりましては、急遽、対応という場合もやむを得な

いのかなとは考えておりますけれども、全般的にどうかというお話はちょっと差し控え

させていただきたいと思います。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 どうですやろ。いつも副町長にお聞きして申しわけないんですけど、こういう

ケース、命関わりますわな。現地見ていただいたらわかると思いますねけど、これはな

と、事情といいますか、そのあたりも見ていただいて、ちょっとこれはというような場

合は、政治判断していただかなあかんというケースもあると、それは見ていただいての

ことですねけど。こういう場合、だいたい察していただいていると思いますけど、どう

でっしゃろ。  

○木澤委員長  乾副町長。  

○乾副町長 委員もおっしゃるように、人命に関わるような危険な状況になった場合です
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ね、所有者の方ができない、おられない、わからないという場合もございます。そうい

った場合に、ほかの市町村でもちょっとおっしゃっていただいたような、代執行という

ような形でやっておられるところもございますので、町としてもやはりそうような形で

できるかどうかということも、研究を、今後してまいりたいと思います。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長 これをもって、第７款 土木費に対する質疑を終結します。  

次に、議案第４１号 令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て、また、認定第６号  令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についての２議案に

つきましては、関連する議案ですので、一括議題とし、審査いたします。  

理事者の説明を求めます。  

上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 議案第４１号  令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の

処分について、及び認定第６号 令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について、

ご説明させていただきます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。  

議案第４１号   

令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について  

標記について、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、別紙のとおり提出し、

議会の議決を求めます。 

令和２年８月３１日 提出 

斑鳩町長  中 西 和 夫 

次に、 

認定第６号  

令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について  

標記について、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別紙のとおり提出し、

議会の認定を求めます。 

令和２年８月３１日 提出 

斑鳩町長  中 西 和 夫 

それでは、令和元年度斑鳩町水道事業会計決算書に沿ってご説明させていただいた後

に、令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について説明させていただ
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きます。座らせていただきます。  

決算書の２ページをお願いいたします。（１）収益的収入及び支出についてでござい

ます。収入では、第１款 水道事業収益、最終予算額７億７，７６２万２千円に対しま

して、決算額７億６，９２２万３，８１６円、差し引き８３９万８，１８４円の減とな

っております。内訳として、第１項  営業収益で、予算額６億９，２３１万４千円に対

しまして、決算額６億８，１６３万３，７９１円、差し引き１，０６８万２０９円の減、

第２項 営業外収益では、予算額８，５３０万７千円に対しまして、決算額８，７５９

万２５円、差し引き２２８万３，０２５円の増となっております。第３項  特別利益で

は、予算額１千円に対しまして、決算額０円でございます。次に支出でございます。第

１款 水道事業費用では、最終予算額７億５，８１３万１千円に対し、決算額７億７２

５万６，３２４円、不用額５，０８７万４，６７６円でございます。内訳といたしまし

て、第１項 営業費用では、予算額７億１，０１７万６千円に対しまして、決算額６億

７，００５万８９３円、不用額４，０１２万５，１０７円で、不用額の主なものは県水

受水費でございます。第２項  営業外費用では、予算額３，７８５万５千円に対し、決

算額３，７１９万２，９８３円で、６６万２，０１７円の不用額となっております。第

３項 特別損失では、予算額１０万円に対しまして、決算額１万２，４４８円で、差し

引き８万７，５５２円の不用額、第４項の予備費につきましては、執行はございません。  

次に４ページをお願いいたします。（２）資本的収入及び支出でございます。第１款  

資本的収入では、最終予算額１億６，８８８万２千円に対しまして、決算額１億２，９

３１万８，３００円、３，９５６万３，７００円の減でございます。決算額の内訳は、

第１項 企業債で５，２００万円、第２項  工事負担金で７，７３１万８，３００円で

ございます。次に支出でございます。第１款  資本的支出では、最終予算額３億３，９

１２万８千円に対し、決算額が２億３，６１９万２，３０８円で、不用額は９，０２４

万９，３９２円でございます。決算額の内訳は、第１項  建設改良費で１億６，１０７

万２，７１２円、第２項 企業債償還金で７，５１１万９，５９６円でございます。表

の欄外のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億６８７万４，００８円

は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額７８０万５，０２０円、過年度分損

益勘定留保資金９，９０６万８，９８８円で補てんいたしております。  

次に６ページをお願いいたします。損益計算書でございます。１．営業収益は６億２，

７２１万３，８２２円、２．営業費用は６億３，８１９万１，７７８円で、差し引き１，

０９７万７，９５６円の営業損失でございます。次に、３．営業外収益では８，７５４
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万４，３６３円で、４．営業外費用では２，２５１万３，０３２円、差し引き６，５０

３万１，３３１円となります。経常利益として５，４０５万３，３７５円でございます。

よって当年度純利益も同額となり、その結果、前年度繰越利益剰余金１億３，４９６万

１５３円から、当年度未処分利益剰余金が１億８，９０１万３，５２８円となりました。  

次に７ページ、剰余金計算書でございます。資本金及び資本剰余金は前年度と同額で

あり、利益剰余金につきましては利益剰余金合計欄の下段、５，４０５万３，３７５円

を加えた４億４，１１１万３，５２８円となり、資本合計２２億３，０８７万２，４５

９円となっております。 

次に８ページでございます。令和元年度斑鳩町水道事業剰余金処分計算書（案）でご

ざいます。当年度未残高として、資本金１６億７，３２７万７，６３８円、資本剰余金

１億１，６４８万１，２９３円、未処分利益剰余金は１億８，９０１万３，５２８円と

なり、未処分利益剰余金から５，４００万円を減債積立金とし、残余１億３，５０１万

３，５２８円を、翌年度繰越利益剰余金とするものでございます。  

後ほど、議案第４１号においても説明させていただきます。  

次に、９ページをお願いいたします。５．令和元年度斑鳩町水道事業会計キャッシ

ュ・フロー計算書でございます。Ⅰ  業務活動によるキャッシュフローでは、当期純利

益等により、１億９，４３８万１，６８０円となり、受取利息及び受取配当金等により、

１億７，２６８万７，２３８円となっております。Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロ

ーでは、有形固定資産の取得による支出等により、１億２，７１９万４，７２２円のマ

イナス、Ⅲ 財務活動によるキャッシュフローでは、建設改良企業債による収入等によ

り、２，３１１万９，５９６円のマイナスとなっております。その結果、Ⅳ 資金増加

額は、２，２３７万２，９２０円となり、Ⅴ  資金期首残高３億７，２１２万５，０７

６円から、Ⅵ  資金期末残高は３億９，４４９万７，９９６円となっております。  

次に１０ページと１１ページ、令和２年３月３１日現在の貸借対照表でございます。

まず、資産の部では、有形固定資産が５３億５，６００万２，１８１円、無形固定資産

が２５万５００円、投資で１０９万円となり、固定資産合計は、５３億５，７３４万２，

６８１円となっております。次に、流動資産では、現金及び預金が３億９，４４９万７，

９９６円、未収金１億５，０８７万３，１４２円、貯蔵品５１２万５，０６０円となり、

流動資産合計は５億５，０４９万６，１９８円でございます。以上より、資産合計は５

９億７８３万８，８７９円となっております。  

次に、１１ページ負債の部でございます。固定負債は、企業債１２億１，７７０万３
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５０円、特別修繕引当金１，５５０万円、固定負債合計１２億３，３２０万３５０円と

なっております。次に、流動負債では、企業債、未払金等によりまして１億６，４７９

万４，５８２円でございます。また、繰延収益は２２億７，８９７万１，４８８円とな

り、負債合計は３６億７，６９６万６，４２０円でございます。次に、資本の部でござ

います。資本金が１６億７，３２７万７，６３８円、剰余金は５億５，７５９万４，８

２１円となり、資本合計が２２億３，０８７万２，４５９円となっております。  

よって、負債・資本合計といたしまして、５９億７８３万８，８７９円でございます。  

次に、１２ページ、１３ページでは、１  重要な会計方針に係る事項、２  キャッシ

ュ・フロー計算書に関する事項、３  リース契約により使用する固定資産に関する事項

を記載いたしております。  

続きまして、１６ページ、水道事業報告書類でございます。  

１．概況でございます。（１）総括事項  ア．業務状況として、本年度の業務量は、

契約件数が前年度より８５件増加し１万１，２６７件で、年間総給水量は前年度と比較

して１万１，１９８立方メートル減の３００万６，６４７立方メートルとなっておりま

す。県水受水量は、前年度より３，１３０立方メートル増の２００万２，５４１立方メ

ートルとなり、有収率につきましては、９３．８％と昨年度と比較して０．３ポイント

減少いたしております。次に、イ．建設改良費でございます。配水設備では、新設改良

事業で工事４件、老朽管更新事業で工事１件、公共下水道築造工事関連で工事８件・設

計委託３件を発注し、管延長１，２２１ｍ施工いたしております。また、取水設備では

２件の取水井戸の整備工事を施工いたしております。これら建設改良事業に係る事業費

は、前年度より５，０２８万８，１１０円減の１億５，９７５万２，２９０円となって

おります。詳細につきましては、１８ページと１９ページに、工事別に工事内容、金額、

工期を記載いたしております。次に、ウ．財政状況でございます。営業収支では１，０

９７万７，９５６円の営業損失となり、営業収益のうち、給水収益は有収水量が前年度

と比べ１万７，６９４立方メートル減少し、前年度と比べ５００万３１５円減の６億７

５７万４，８８１円となっております。営業費用は前年度より１７９万７，２４３円増

の６億３，８１９万１，７７８円となり、主な内容として、原水及び浄水費では、修繕

費の増により２７万７，７６７円の増、配水及び給水費では、委託料、修繕費等の減に

より１８４万６，３０５円の減、総係費では、人件費等の減により１０４万５，１３３

円の減、減価償却費では、５０４万９，６１９円の増となっております。また、営業外

収支では、長期前受金戻入８，６４６万９，８４６円と、受取利息及び雑収益１０７万
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４，５１７円から、企業債の支払利息など２，２５１万３，０３２円を差引くと６，５

０３万１，３３１円の利益となります。その結果、当年度純利益は、５，４０５万３，

３７５円でございます。次に、資本的収支では、収入総額１億２，９３１万８，３００

円、支出総額２億３，６１９万２，３０８円、差引き１億６８７万４，００８円の支出

超過となり、この支出超過額は、過年度分損益勘定留保資金と消費税及び地方消費税資

本的収支調整額により補てんいたしております。  

次に、１７ページをお願いいたします。（２）に議会議決事項、（３）職員に関する

事項でございます。職員配置では、平成３０年度末に転出及び退職が３名、転入で４名

となり、令和元年度は１名の増となっております。  

次に、２０ページをお願いいたします。業務量に関する事項でございます。行政区域

内人口は、前年度より１０９人減の２８，２１０人でございます。年度末契約件数は、

前年度より８５件増の１万１，２６７件。年間総給水量は、前年度より１万１，１９８

立方メートル減の３００万６，６４７立方メートルでございます。県水受水量につきま

しては、前年度より３，１３０立方メートル増の２００万２，５４１立方メートルとな

り、年間有収水量は前年度より、１万７，６９４立方メートル減の２８２万１，４７３

立方メートル、有収率は前年度と比較して、０．３ポイント減の９３．８％となりまし

た。また、供給単価は、１立方メートルあたり消費税抜きで２１５円３４銭、給水原価

は、１立方メートルあたり消費税抜きで２３４円５銭となっております。  

次に、２１ページ及び２２ページ（２）事業の収益及び費用に関する事項でございま

す。水道事業収益では、前年度より４０１万２，６０１円減の７億１，４７５万８，１

８５円、下段、水道事業費用では、前年度より３０万５３５円増の６億６７０万４，８

１０円でございます。また、２２ページに事業収益構成と、給水原価構成を記載いたし

ております。構成比率は前年度と概ね同じ構成となっております。  

次に、２３ページでございます。固定資産の取得では、構築物として各口径別に管工

事を実施いたしており、総延長１，２２１ｍ、１億３，２７３万４，２６６円となって

おります。取水設備では２７８万円、車両及び運搬具では９５万２，０５８円、量水器

では２９万２，２００円、建設仮勘定では、差し引き３，０６２万１，５４７円となり、

その明細につきましては、３０ページと３１ページに記載いたしております。 

次に、２４ページをお願いいたします。（２）重要な契約の要旨では、契約額が１千

万円以上の工事として７件を施工いたしております。（３）企業債及び一時借入金の概

況では、企業債の前年度末残高が１３億２，１１４万７，５３５円、本年度借入高が５，
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２００万円、本年度償還高が７，５１１万９，５９６円となり、本年度末残高は１２億

９，８０２万７，９３９円となります。なお、一時借入金はございません。（４）その

他の会計処理に関する事項では、他会計補助金はなく、たな卸資産の購入限度額の執行

は１３４万１，９４２円となっております。 

次に、決算付属書類でございます。２６ページから２８ページに収益的収支の明細、

２９ページに資本的収支の明細でございます。内容につきましては、重複いたしますの

で割愛させていただきます。３０ページ、３１ページには、先ほど説明いたしました固

定資産の明細でございます。３２ページ、３３ページには、企業債の明細でございます。

３６ページから３８ページまで、各事業活動にかかる推移、３９ページには、未収金、

未払金、預り金の一覧表、４０ページに損益計算書の推移、４１ページに貸借対照表の

推移、４２ページから４３ページに主な経営分析比率を記載いたしております。  

また、決算資料として別途資料１から６を添付いたしております。資料４の石綿セメ

ント管の改良状況では、令和元年度に１００メートルの改良を実施いたしております。

また、資料６の財政推計表では、令和３２年度まで推計いたしております。今後も給水

収益と県水の受水費、浄水場に係る維持管理費用に注視し、安定した水道水の供給が持

続できるよう、事業運営に努めてまいりたいと考えております。  

以上、令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の説明とさせていただきます。  

続きまして、議案第４１号  令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分剰余金の処分につ

いて説明させていただきます。決算の説明と重複いたしますが、令和元年度末の水道事

業会計未処分利益剰余金は１億８，９０１万３，５２８円となり、そのうち５，４００

万円を減債積立金とし処分することについて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に

より議会の議決を求めるものでございます。  

以上で、議案第４１号  令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて及び、認定第６号  令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についての説明とさ

せていただきます。  

よろしくご審議を賜わり、何卒原案どおり可決、認定いただきますようお願い申しあ

げます。 

○木澤委員長  ここで１３時まで休憩いたします。  

（ 午前１１時４９分  休憩 ） 

（ 午後 １時００分  再開 ） 

○木澤委員長  それでは再開いたします。  
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説明が終わりましたので、水道事業会計について、質疑をお受けいたします。  

齋藤委員。  

○齋藤委員 昨日、監査委員からですね、むすびで報告がありましたけども、１戸あたり

の使用量、それから町内の人口が減る、設備投資が多くなると、そのような話がありま

したですけども、県水１００％にするのかどうするのかという話が、早く結論出したほ

うがいいみたいな話を、監査委員がされておりましたですけども、町としてはどのよう

な方向で、どのようなスケジュールでそれを決めていくのかというふうなことについて

教えてもらいたいと思います。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。 

○猪川上下水道課長 ただいまご質問いただきました内容につきまして、６月の委員会で

財政推計といたしまして令和４年度から県水を考えておりますということでご説明申し

あげましたなかで、そのなかで切り替えまでの間に整理しないといけない部分もござい

ますので、遅くともその令和４年と申しあげております段階までには、町としては１０

０％の県水を導入していきたいというふうに考えているところでございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 その間にいろいろな諸問題があると思います。それについてはどのようにス

ケジュールでやっていくのか教えてもらえないでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。 

○猪川上下水道課長 それまでの間ですね、例えば井戸の地元、今の現在、目安地区にあ

ります井戸なんかでしたら、地元の農水として利用している部分もございますので、そ

ういった部分の整理ですとか、施設の、浄水場の設備のほうの対応について整理をして

いきたい。それができるだけ早い段階で方向、方針を決めまして進めていきたいという

ふうに考えております。 

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 令和４年といいますと、もう新年度ですから来年度中にはもう結論づけない

と前に進まないということですけども、スケジュール的には十分考えていると思います

けども、来年度の予算には反映していくというような形になるんでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。 

○猪川上下水道課長 ６月の委員会でも、どうしたらその方向性が決まってくるのかとい

うことで委員会で申しあげましたのは、予算化させていただくことでのそういう前向い

て進ませていくという意思表示になるということで申しあげましたとおり、そういう形
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で予算の部分で提示していきたいというふうには考えております。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 わかりました。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

溝部委員。  

○溝部委員 今の話に付随して教えていただきたいんですけれども、もし、その斑鳩町が

県水１００％にした場合に、今、奈良県で経営の事業統合しようという話があると思う

んですけども、それには自動的にそういう形の方向になっていくんでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。 

○猪川上下水道課長 ただいまご質問いただきました事業統合というのは、また１００％

化させていただくこととはまた別個のことでございまして、あくまでも斑鳩町としては、

今自己水を持っておりますけども、それを県水１００％にすることで、経営がより安定

した方向に向くのではないかということで１００％を考えさせていただいております。  

事業統合というのは、また奈良県下全部の市町村が参加という形で今検討は進められ

ておりますけども、それと、これとは自動的というわけではございませんので、別のも

のとお考えいただければと思います。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 たぶんそこも今後考えていくというか、検討されるということにはなってく

るんでしょうか。  

○木澤委員長  上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 建設水道常任委員会で説明させていただいてます財政推計のいろい

ろな表、グラフですね。表していますように、県水１００％になってのメリットとして

は、斑鳩町水道事業会計にとって、今、更新費の、浄水場施設が更新費用が助かるとい

う、短期的な計画の中でそれが生かされてくるというふうに判断したものでございます。  

そして県域一体化については、このグラフでもその後の１００％にしたからといって、

そのグラフの伸びがまた右肩上がりになってないのが、結局は水道事業会計自体、収益、

給水水量が減っていくのはもう人口減少の中でわかっていますので、それも見越した中

で、長期的なスパンで考えたときには県域一体化という課題が上がってくるといった形

で、そういう使い分けというか、考え方の分けはしているところでございます。  

○木澤委員長  よろしいですか。  

溝部委員。  
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○溝部委員 もしそれが、県域一体化になると考えたときの斑鳩町への影響みたいなとこ

ろとかっていうのは、どういった影響があるかというのは。 

○木澤委員長  上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 一番の影響は、どこの市町村もそうなんですけども、水道料金の値

上げをせざるを得なくなるか、今の水準を保っていけるかどうか、ここが一番重要なと

こでありまして、財政推計で示させていただいてる県水１００％になったとしても、１

０年、２０年を見越した中では水道の値上げを検討せざるを得ないと。そのなかで、県

域一体化についてはそれを抑えることができるという、検討会ではそういう財政シミュ

レーションを立てて発表されてること、公表されてるところでございます。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 ということは、その県水１００％にした場合でも、そのどこかのタイミング

で水道料金の値上げはあるというふうにお伺いしてますけれども、その県域一体化にな

った場合は、その値上げを抑えられるようになっているっていう、上がらないという理

解でいいですかね。 

○木澤委員長  上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 シミュレーションの中では、やはり効率的な運営が規模を大きくす

ることによって効率的な運営ができるのと、あと、それぞれ今、浄水場の施設を維持管

理、町村についてはもうほとんどが県水１００％になっているものの、市ではまだ自己

水を浄水場を運営してますので、それも見越した中で、大きな浄水場を県内に残して、

その運営の中でしていくので、小さい浄水場を廃止することによって更新費用を抑えて、

その更新費用を抑えた金額を留保資金として持つか、もしくは管渠の維持管理費に充て

るかといった運用をしていくことで、料金を抑えられるというシミュレーションでござ

います。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

伴委員。  

○伴委員 今、同僚委員のお二人の質問を聞いてて、それで答弁をお聞きしてて、たしか

３～４年前に立米あたり１０円値下げで県水が下がったから、その分だけ還元するとい

うことで、そういうような報告があって、私らもそれ、そら元の値が下がってんからと。

今の話聞いてたら、それやったら留保していただいて、感じからいうと、例え、どの道

を行ったとしたかて、前の値下げしてくれる前の値段より上がるような感じするんです

わ、どっちか言ったら。それを今この感じ、留保してくれてはったら同じ、住民から下
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げてくれやったらええわ、次はそれ以上に上がるわというような形にちょっと感じます

ねけど、そのあたりの見解といいますか、今後やはり水道というのは上がっていくとい

うことを考えていったら、あのときは何やってんやろなと今私ちょっと思ってますねけ

ど、そのあたりどうでんの。 

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 平成２５年でしたと思いますけれども、１０円の値下げ、県営水道

が値下げされたことで、１０円を水道料金も従量料金で１０円下げたということなんで

すけども、今の現時点での供給しておる単価を見てみますと、先ほど部長から答弁をさ

せていただきました県域一体化で水道料金が全体的には下がるのではないかという話の

中で、今の現状の斑鳩町の水準よりも、県域まとまれば下がるのではないかというシミ

ュレーションも出ておりますので、決して、今、感覚として上がっていくんじゃないか

と、留保ではないかとおっしゃっていただいてますけれども、今現状よりも下がる形が

今、全体としての運営が始まったとしたら、そういう形になるというようなことで、今、

シミュレーションがされているところだとは聞いております。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 今、その広域になったり、そうなってきたらそういうようなことが起こるとい

うのは。今、私聞いてるのは、はっきり言うて不安になるというか、これ結局、前より

まだ上がっていってしまうんちゃうかと、ここの今、ここの４０ページのこの損益計算

書見たかて、営業利益でいうたらこれ三角がざーとついてる。２７年、確か今２５年に

そうやって金額いろてくれはった。その後ですわな。どう考えても、そんなに余裕のあ

る経営というようには思いまへん。その中でまあ下げてくれはったと。そら住民からし

たら下げてくれるのは非常にありがたい話です。そやけど、その分だけあと苦しむとい

うのは表現悪いけど、このまま自己水をどうするかというそこにも絡んでくる話といい

ますかね、やっぱりそれはそれの選択というのが考えていかなあかん。それはあると思

いますねけど、値が、やはり留保していくぐらいの格好でいかな、これ正直言うて、た

しかにサービスしてくれはるのはよろしいでっけど、その分だけあとしんどなるという

ような、やっぱりそういうような感じも受けるんですけど、いやいや、前の水準まで、

まあ言うたら今の金額を維持、今後いけるというのであれば、別にもうそらありがたい

話です。そのあたりどうですねやろ。  

○木澤委員長  上田都市建設部長。 

○上田都市建設部長 当時の値下げに関しましては、県水のほうも１０円下げたことによ
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る同じように１０円下げたことですので、その斑鳩町の水道事業会計にとって、県水が

下げずに斑鳩町が下げた状況であれば、今、無理をしてもしくはその下げたという感じ

は否めないですけども、当時は県営水道の下げたことに伴って１０円同じように下げて、

景気の動向、もしくは消費のプラスになるといった、いろいろな観点から考えまして、

その判断については、特に今事業会計が後々赤字になるというようなことの推計を考え、

踏まえての決断では、決断ではというか、そこに影響を及ぼすものではないというふう

に考えております。  

また、当然人口減少と、あと水道の使用に関してもどんどん減っていく状況が、当時

それが予測できたのかというのも、やっぱり結果論となりますけども、なかなか難しい

状況であったと思います。ペットボトルで水を飲む時代が２５年度と今の状況の中でか

なり変わってるとか、いろいろな状況で変わってますので、一概にその状況が悪化を招

いたとは言えない状況ではないかというふうには考えているところでございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 決してそのときの判断がどうこういう、それは下がってんから下げてくれて、

それはそれで、それをどうこう言うてんのと違うねん。ただやっぱり心配するのは、留

保というか体力をつけとくことも考えていかんと、正直言うて、先々もっとしんどいこ

とになるというようなことになってもうたら、何のための値下げやったかわからんから、

そこだけは気つけてほしいということを私は申しあげて、今後の値段設定がまた変化が

あるときに。だから今聞くと、どうもやっぱりしんどい方向性という話になってきてる

と。確かに下がったから下がってるのはわかってまんねん。せやけど、やっぱりそれを

留保するという手段もあったかもわからんし、それは先のことやから分かりません。せ

やけど後々なってきたら、値上げというのは苦痛を伴いますんで、値下げの楽というよ

り、値上げの苦痛のほうが倍来ると思いますわ、生活からいうたら。その辺も考えて今

後適正に執行していただきたいと、それだけ要望しておきます。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

奥村委員。  

○奥村委員 昨日の事故等もございましたですけれども、老朽管の検査、またそれを切り

替えていくというのは定期的にしていただいていると思うんですけれども、その辺はい

かがでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 水道の管の老朽化というのは、もう既に布設年度等をもちましてど
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れぐらいあるのかというのはもう調べておりまして、それを計画的に一応下水道の工事

とかと併用しまして、余り自己財源を、極力温存する形で今まで進めてきておりますの

で、ただ、なかなか場所によってすぐにできない場所もございますので、そういった部

分も含めまして、今後も順次、古い管については取り替え、入れ替えをしていく予定で

ずっと進めておりますので。  

○木澤委員長  奥村委員。  

○奥村委員 やっぱり漏水というのは水道水の大きな損失でもあると思いますし、これか

らもきっちりと定期的に見ていただいて、こういうことのないようにしていただきます

ようによろしくお願いいたします。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そしたら、私もお尋ねしておきたいんですけど、先ほどの伴委員の質問の

中で、当時の値下げの話ありましたけど、ちょっと部長の答弁聞いてて苦しいなと思っ

たんですよね。当時も谷口部長に対して短期的ではなくて中長期、２０年、３０年先を

見越して値上げの必要はないですかと。そしたら、大丈夫です、という答弁してはった

と思いますわ。そのときの状況と今とは違うのは確かですけども。それをだから、大き

く何か突発的に事故があったりとかいう状況でない限りは、シミュレーションをされて

いたと思うんですよね。結局、県水１００％にするにあたって、確かに規模が大きくな

って効率化が図れたら、維持費等、修繕費が要らなくなって維持費等もかからなくなっ

て財政的に助かるというのも分かるんですけども、ただその先を見ていく中で、ほんま

に県水１００％にして大丈夫なんかなというの、これまでいろいろいくつか問題点をあ

げてきましたけれども、災害があったときにどうするのかというのと、あと県水が値上

げになるときの心配ですね。広域化するにあたって、この間、県のほうが奈良モデルで

いくつかやってきてますけれども、はっきり言うたら消防のときは、広域化したら参加

自治体の負担は下がりますよと、斑鳩町の負担も下がりますというので加入したのに、

今、新たに負担が増えるということを言い出してきてるわけですわね。当初広域化する

ときはその話してなかったやないかと言うても、結局もうこのシミュレーションしかな

いんですみたいに持ってきてはって、つくるときにはええこと言うけども、結局じゃあ

入ってしまったら負担増やしてくださいと言うてくるんですかという。だからその辺が

やっぱり信用できないんです。県水１００％に切り替えてしまって、町の施設も廃止、

取り壊しとかしてしまうと、いざそういう状態になったときにもう選択肢がないわけで
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すよね、１００％にしてしまってると。そういうことから、私はいくつか選択肢を残し

ていけるような、その組み方というんですか、例えば、ろ過の方法も生物と薬の方法あ

りますけれど、だからもう生物ろ過のほうは止めてしまうと、もう今後再建するのはか

なり大変やということですけど、薬物ろ過のほうは休止しておいて、またやっぱり災害

とか、そういういろいろな必要になったときに使えるようにする選択ができるのかどう

かとか、災害のときも、取水管が１本じゃないからということで、災害時でも大丈夫だ

というふうに考えておられるようですけれど、それもやっぱりいざというときに、町か

ら井戸水汲んで町の施設を動かして応急的に対応できるようにという、そういう備えを

もって検討していくというのも必要じゃないかなというふうに思うんですけど、そこの

ところの組み合わせというんですかね。今もう県水１００％にするに当たって、町の施

設を完全に廃止してゆくゆくは解体していくのか、そうかそういう選択肢を残した形で

緊急時の対応もできるようにするのか、そこはどう考えてはるんですか。  

上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 まず、１０円の値下げの話についてでございますけれども、当時か

ら年数が経った中で施設にかかる修繕費もしくはポンプ等の更新作業が予定よりも早ま

ってきてる、もしくは修繕費が多くなってきてるということは、当時からと異なってい

る点でありまして、その点では中長期は大丈夫やと見込んでたものが、ちょっと危惧す

るような状況にあるという、事業会計としてはやはり値上げはなるべく避けたいという

思いは当時の担当と同じでございますので、それを見る中で、年数が経つ中で、ちょっ

と判断をさせてもらって、もしくは検討をしていった中でご説明させていただいてると

いうことが１点と、あと災害時の施設なんですけども、当然、今の自己水を残して、災

害時にそれが使えるようであれば残すという選択肢もありますけども、まず、災害時の

一番の難点、課題は停電でございます。停電が発生したときに、水源地となる井戸から

浄水場に送る動力が一切止まってしまいますので、その段階でつくる水、もともとの水

が送られてこないので、当然、災害時に水をつくることができないという状況にありま

すけども、県水に関しましては、非常用の電力等また自然流下で送ると、高低差の違い

もありますので、そういったことで送ってこられるという、県域一体化の中ではそうい

った内容の説明もございまして、今、自己水を残して災害時に備えるという考え方もあ

りますでしょうが、災害時にどれだけ使えるかというのは疑問、また量的なものも疑問

ですので、今、災害時については配水池、配水タンクを残すことによって３日分の町民

の方々の生命の維持をできるということで、配水池を残すということで検討を進めてい
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るところでございます。 

○木澤委員長  電源の話もですけど、その県のほうは非常電源のほうも考えてはるという

ことで、町の施設の非常電源というのは、備えをするとどれぐらいの費用がかかるもの

なのかとか、災害時にどんな対応ができるのかという、そういうシミュレーションとい

うのはしてはらへんのですか。  

  上田都市建設部長。 

○上田都市建設部長 ちょっと手元にその資料が今持ってませんので、ただ当時、一番最

初のときに、発電機で非常時の電源についても当時検討した資料がございますので、ま

た改めてその辺をご説明させていただきたいと思います。  

それと、やはり事業会計で施設を持つということは、今、県水１００％の話にしても、

県域一体化の話にしても、何が一番の課題かと申しますと、施設の更新費用にどことも

費用がかかるということを回避するため、もう管渠は必ず残りますので、その施設の維

持管理を考えますと、余分なと言うたら語弊ありますけども、あまり小さい体で大きな

施設を維持していくのは、今検討するべきであって、各市町村もそれに向けて検討が行

われて県域一体化というような話が出ておりますので、斑鳩町におきましても、いろい

ろな方面から勉強しながら検討していきたいと考えているところでございます。  

○木澤委員長  だから、どんなパターンがあって、それぞれでどういう費用がかかってい

くのかというのも、もうちょっと細かく検討していく必要があるのかなと。やっぱり心

配というのがどうしてもぬぐい切れないですし、県の姿勢についてもより強硬的になっ

てきてるんじゃないかなというふうに思うんです。今回、大和郡山市が水道会計から一

般会計に一部繰り入れをしたということについても、県からは結構何か水道料金につい

ていろいろ言うてきてはるみたいで、そういうやり方をしはんのかという点で、元々、

やっぱり市町村の裁量で行ってきた部分が、どんどん県に何か取り上げられるというた

ら言い方あれですけれども、移行してきてしまっていると、そういうシステムづくりが

されていく中で、果たしてそれできちっと住民の皆さんの要望に応えて暮らしを守って

いけるのかと、財政的な面については効果があるのは理解はしてますけども、だからど

の選択が住民のためになるのかという点では、やっぱり細かくいろいろ検討した上で慎

重に判断していく必要があると思いますので、今回、決算審査でいろいろ効果等につい

ても委員さんからも質問もありましたので、また担当の常任委員会で今後いろいろ議論

していく中で、必要な資料等については提出していただきたいなと思います。  

上田都市建設部長。  
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○上田都市建設部長 先ほど、今委員長のおっしゃられたとおり、担当の常任委員会でま

た資料等の説明をさせていただこうと思いますけれども。１点、広域の消防の話をおっ

しゃってまして、消防の広域についての是非ではなくて、今回の県域一体化の話につい

ての広域化については、まず、そもそも消防と違うところが大きく２点ありまして、ひ

とつは、県が奈良県営水道のその企業体をつくろうと今してますけれども、奈良県もそ

の中の一員として参加されるという点が大きく違う点がひとつ。もうひとつは、水道事

業に関してはどことも独立採算制、要は公営企業としてやってますので、独立採算をも

って運営していかなければならないと、どこかの市町村からの負担金をもらって運営す

るものではなくて、今も事業会計で水道は独立採算をもって行っておりますけれども、

企業体になったとしても独立採算で行うという基本はありますので、同じ広域について

も、ちょっとその部分は違うという点をご説明させていただきたいと思います。  

○木澤委員長  横田委員、どうぞ。  

○横田委員 基本的な質問だと思うんですけど、水道料金の決め方、それから計算根拠、

この辺のことをひとつ教えてほしいのと、斑鳩町の水道料金のレベルというか、その辺

はどうなんですか。ほかの自治体と比べてどうなのか、そこだけ教えてください。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 水道料金の決め方でございますが、費用、例えば５年なり３年なり

の現時点から先の期間でどれぐらいの費用が見込まれるのかを出しまして、それにかか

るその費用として総括、全体的にかかる費用から、いわゆる見込みの給水量ですとかを

算定しまして、単価を決めていくという形で、どこの自治体も決めておられるというの

がまず料金の決め方です。決算としましては、一応黒字なので、奈良県下で赤字の決算

というのはなかったと思いますので、決算的には問題ないのかなと思います。  

それと、県下の水道料金、手元に資料ございませんけども、だいたい真ん中ぐらいの

水準なのかなと、今ちょっと記憶の中で認識しておるのはそういう形でございます。  

○木澤委員長  横田委員。  

○横田委員 わかりました。すみません。  

○木澤委員長  上田都市建設部長。 

○上田都市建設部長 決算書の２０ページをご覧いただきたいと思います。この中で業務

量に関する事項の中で供給単価が示されておりまして、２０ページに供給単価と給水原

価ということでお示しさせていただいてまして、供給単価というのは、これ売ってる立

米あたり今２１５円で売ってる計算になりますと、その中で給水原価というのは、水１
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立米をつくるのにどれだけのお金がかかってるかということで２３４円５銭という形で、

今この数字だけを見ますと、つくってるお金が売ってるお金よりも高いということにな

ってますので、ここを何とか抑えにかかるということで、単価設定について直接これす

ぐに利用するものではございませんけども、一定の目安となることでこういうふうな形

で供給単価と給水原価を示させていただいているものでございます。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  奥村委員からもあったんですけれども、漏水調査ですね、冒頭に今回の事

故の件について報告いただきましたけども、今までこういう大きな事故ってあまり聞い

たことなかったんですけど、冬になったら水道管が破裂してとかそういうのがありまし

たけど、今回漏れた管というんですかね、それ今までは特に異常がなくて、急にああい

う状態になったのか、今までもちょっとずつ漏れてきてたのか、そこ、部分だけわかる

のかどうかわかりませんけれど、その辺はどういうふうな状況だったんですか。  

猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 昨日ありました事故につきましては、前兆とかそういうのは全くご

ざいませんでして、急に発生したという状況でございます。確かに管路としては古い管

でございますので、そういった管は正直申しあげまして、そういうことが起こり得る可

能性はないとは言えない状況でございますので、先ほど答弁させていただいたように、

できるだけ早く計画的に替えていきたいというふうには考えております。  

○木澤委員長  今回、誰かが、けがするとか、命に関わるような問題にならなかったから、

まだよかったですけど、道路が陥没するというの大きな事故につながりますし、そうい

う危険なものだなという認識を、やっぱり改めさせる問題でありましたので、前年度か

ら比べると有収率ちょっと下がってきてたり、それでも斑鳩町がほかの市町村に比べた

ら高い率は維持はされてますけど、やっぱりその辺のところ、もうちょっと効率的にと

いうんですかね、何かもっと工夫ができないかなとちょっと思いましたので、今回の事

故を機にですね、改めてまた点検していただきますようにお願いしときたいと思います。  

ほかよろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたら、これをもって、水道事業会計に対する質疑を終結します。  

次に、認定第７号  令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定についての審査を行

います。  
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理事者の説明を求めます。  

上田都市建設部長。  

○上田都市建設部長 認定第７号 令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定について

ご説明させていただきます。  

最初に、議案書を朗読いたします。  

認定第７号  

令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定について  

標記について、地方公営企業法第３０条第４項の規定により、別紙のとおり提出し、

議会の認定を求めます。 

令和２年８月３１日 提出 

斑鳩町長  中 西 和 夫 

それでは、令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算についてご説明させていただきます。  

決算書をご覧ください。２ページをお願いいたします。収益的収入及び支出について

でございます。下水道事業収益、最終予算額６億９，７３５万８千円に対しまして、決

算額７億１，００４万６，３４９円、差し引き１，２６８万８，３４９円の増となって

おります。内訳として、第１項  営業収益で予算額１億５，１０９万１千円に対しまし

て、決算額１億５，８３１万３，３３５円、差し引き７２２万２，３３５円の増。第２

項 営業外収益では、予算額５億４，６２６万６千円に対しまして、決算額５億５，１

７３万１，３３０円、差し引き５４６万５，３３０円の増。第３項  特別利益では、予

算額１千円に対しまして、決算額１，６８４円、差し引き６８４円の増でございます。  

次に支出でございます。下水道事業費用では、最終予算額６億９，７３５万８千円に

対し、決算額６億９，０９１万７，０３６円、不用額６４４万９６４円でございます。

内訳として、第１項 営業費用では、予算額５億４，６２２万３千円に対しまして、決

算額５億４，４８５万４，７６４円、不用額１３６万８，２３６円です。第２項  営業

外費用では、予算額１億５，０４９万４千円に対し、決算額１億４，５４２万２，０６

５円で、５０７万１，９３５円の不用額となっております。第３項  特別損失では、予

算額６４万１千円に対しまして、決算額６４万２０７円で不用額７９３円でございます。  

次に４ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。資本的収入で

最終予算額１２億２，１７３万８千円に対しまして、決算額１１億１，０８４万９，８

８０円で、差し引き１億１，０８８万８，１２０円の減でございます。決算額の内訳と

いたしまして、第１項 企業債で４億４９０万円、第２項  負担金等で２，３１０万円、
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第３項 補助金で６億８，２８４万９，８８０円となっております。次に、資本的支出

では、最終予算額１２億６，６３８万６千円に対し、決算額が１１億４，７０１万１，

９８５円で、翌年度繰越額として、継続費逓次繰越額８，７４２万１，８００円となり、

不用額は３，１９５万２，２１５円となっております。決算額の内訳といたしまして、

第１項 建設改良費で７億２，５６１万４，２５４円、第２項  企業債償還金で４億１，

１５４万７，７３１円、第３項  長期借入金償還金で９８５万円となっております。な

お、欄外のとおり、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３，６１６万２，１０５

円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額から１，８０５万９，２３６円、

過年度分損益勘定留保資金から１，８１０万２，８６９円を補填いたしております。  

次に６ページをお願いいたします。損益計算書でございます。１．営業収益では１億

４，５５６万６，９７７円、２．営業費用では５億３，８１７万８，０３４円となり、

営業損失が３億９，２６１万１，０５７円となっております。３．営業外収益では５億

３，９７８万１，６６６円、４．営業外費用では１億４，５４９万９，６９２円となり、

経常利益は１６７万９１７円となっております。５．特別利益では１，５６０円、６．

特別損失では６０万２，４００円となり、当年度純利益は１０７万７７円でございます。

従いまして、前年度繰越利益剰余金４１７万８，８７２円に当該純利益を加えますと、

当年度未処分利益剰余金は５２４万８，９４９円となっております。  

次に７ページをお願いいたします。剰余金計算書でございます。資本金は１４億５，

９５４万８ ,９３３円、資本剰余金はなく、利益剰余金は５２４万８，９４９円となり、

資本合計は１４億６，４７９万７，８８２円でございます。  

次に、８ページをお願いします。令和元年度  斑鳩町下水道事業剰余金処分計算書で

ございます。未処分利益剰余金５２４万８，９４９円を、翌年度に繰り越しいたします。  

次に、９ページをお願いいたします。令和元年度斑鳩町下水道事業会計キャッシュフ

ロー計算書でございます。Ⅰ  業務活動によるキャッシュフローでは、当期純利益等に

より１億５，８７１万９，７３８円で、支払利息及び企業債取扱諸費により、業務活動

によるキャッシュフローは１，３２９万７，６７３円となっております。Ⅱ  投資活動

によるキャッシュフローでは、有形固定資産の取得による支出等により、３，４５４万

６，３１７円、Ⅲ  財務活動によるキャッシュフローでは、建設改良企業債による収入

等により、１，６４９万７，７３１円のマイナスとなっております。Ⅳ  現金預金の増

減額は３，１３４万６，２５９円となり、Ⅴ  現金預金の期首残高は２億６，４７２万

１，７２１円でありますことから、Ⅵ  現金預金の期末残高は２億９，６０６万７，９
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８０円となっております。  

次に、１０ページ、１１ページに、令和２年３月３１日現在の貸借対照表でございま

す。資産の部、固定資産では、有形固定資産が１６７億９，７１０万５，０１０円、無

形固定資産は１４億８，０６４万３，０２９円となり、固定資産合計として１８２億７，

７７４万８，０３９円でございます。次に、流動資産では、現金預金が２億９，６０６

万７，９８０円、未収金５，２６４万２，５５６円、貸倒引当金が３，４８０円のマイ

ナスとなり、流動資産合計は３億４，８７０万７，０５６円でございます。  

以上より、資産合計は１８６億２，６４５万５，０９５円となっております。  

次に、負債の部でございます。固定負債では、企業債８２億１，１２３万２，７２４

円、他会計借入金９８５万円となり、固定負債合計は８２億２，１０８万２，７２４円

となっております。次に、流動負債では、企業債等によりまして合計７億３，５７２万

８，１９２円でございます。繰延収益では８２億４８４万６，２９７円となり、負債合

計は、１７１億６，１６５万７，２１３円でございます。 

次に、資本の部でございます。資本金１４億５，９５４万８，９３３円、剰余金５２

４万８，９４９円となり、資本合計が１４億６，４７９万７，８８２円となり、負債本

合計といたしまして、１８６億２，６４５万５，０９５円となっております。  

次に、１２ページをお願いいたします。１  重要な会計方針に係る事項、２  キャッ

シュフロー計算書に関する事項、３  リース契約により使用する固定資産に関する事項

でございます。重要な会計方針に係る事項（３）消費税及び地方消費税の会計処理とし

て、確定消費税額は１，１９４万５，６９３円の還付となっております。  

次に、下水道事業報告書類でございます。１４ページをお願いいたします。１．概況

では、（１）総括事項  ア．業務状況として、本年度の業務量は、整備面積が６ヘクタ

ール増え、２４７ヘクタールとなり、供用人口が１万７，８４６人となりました。また、

接続件数は２２６件の申請を受け付け、累計４，３０２件となり、水洗化人口は１万２，

４８４人となりました。その結果、普及率は４．５ポイント増え、６３．４％、水洗化

率につきましては、１．３ポイント増の７０．０％となっております。  

次に、イ．建設改良費でございます。下水道管の新設工事といたしまして、平成３０

年度から２ヶ年継続事業と、繰越事業の２路線を加えた計１０路線の工事を発注し、う

ち８路線、管渠延長２，１４３メートルを完了いたしました。  

１６ページと１７ページに、建設改良工事の明細を記載いたしております。  

次に、ウ．財政状況でございます。営業収支では３億９，２６１万１，０５７円の営
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業損失となっております。営業収益のうち、有収水量が前年度と比べ６万１，７１３立

方メートル増加し、前年度と比べ７５８万７，７４８円増の１億４，５１０万１，９７

７円となっております。営業費用では５億３，８１７万８，０３４円となり、主な内訳

として、管渠費で４３万３，７６５円増、総係費で２５３万９，９５３円の増、流域下

水道管理運営費負担金で３３７万２，５００円、減価償却費で１，３６３万４，９３４

円の増となっております。営業外収支では、営業外収益で、他会計補助金や長期前受金

戻入等により５億３，９７８万１，６６６円となり、営業外費用では、支払利息及び企

業債取扱い諸費等で１億４，５４９万９，６９２円となり、差引き３億９，４２８万１，

９７４円の利益となっております。また、特別収支では、６０万８４０円の損失となっ

ております。その結果、当年度の純利益は１０７万７７円でございます。  

次に、資本的収支では、収入総額１１億１，０８４万９，８８０円、支出総額１１億

４，７０１万１，９８５円、差引き３，６１６万２，１０５円の支出超過となり、この

支出超過額は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金

をもって補填いたしております。  

次に、１５ページをお願いいたします。（２）に議会議決事項、（３）職員に関する

事項でございます。平成３０年度末に退職者２名、令和元年度は管理職の兼務がなくな

り１名増となっております。 

１８ページをお願いいたします。業務量に関する事項でございます。行政区域内人口

は、前年度より１０９人減の２８，２１０人でございます。処理区域内人口は、１，１

７９人増の１万７，８４６人となり、普及率が６３．４％でございます。水洗化人口は、

１，０２７人増の１万２，４８４人となり、水洗化率が７０％となっております。  

次に、１９ページをお願いいたします。（２）事業の収益及び費用に関する事項でご

ざいます。下水道事業収益及び下水道事業費用の内訳でございます。説明につきまして

は、損益計算書の説明と重複いたしますので、割愛させていただきます。  

次に、２０ページをお願いいたします。固定資産の取得でございます。構築物では、

管工事で総延長２，１４３メートル等によりまして７億６，０７１万６ ,６９８円、施

設利用権では、流域下水道施設利用権により２，３６６万３，５０５円、建設仮勘定で

は、差し引き５，６８１万３，７４１円のマイナスとなっております。その内訳につき

ましては、２８ページと２９ページに記載いたしております。  

次に、２１ページをお願いいたします。（２）重要な契約の要旨では、契約額が１千

万円以上の工事として８路線、設計業務委託が２路線、地下埋設物の移設補償が４路線
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となっております。（３）企業債及び一時借入金の概況では、企業債で、前年度末残高

が８６億４，８００万２，５６７円、本年度借入高が４億４９０万円、本年度償還高が

４億１，１５４万７，７３１円となり、本年度末残高は８６億４，１３５万４，８３６

円となっております。一時借入金では、借入残高の最高額は２億円で、水道企業会計か

らの借り入れでございます。（４）その他の会計処理に関する事項では、他会計補助金

といたしまして、収益的収入で１億５千万４千円、資本的収入で３億６，７９７万７千

円となり、他会計補助金等の使途の特定について記載いたしております。  

次に、決算付属書類でございます。２４ページ、２５ページには、収益的収支の明細

でございます。そして、２６ページ、２７ページには、資本的収支の明細でございます。

２８ページから２９ページには先ほど説明いたしました、固定資産に係る明細、３０ペ

ージから３７ページまでが企業債の明細でございます。  

次に参考書類でございます。４０ページに使用水量及び使用料の明細及び前年度との

比較を、４１ページには月別の有収水量の推移、４２ページには未収金、未払金、預り

金の明細一覧表、４３ページには累年別損益計算書、４４ページには累年別貸借対照表

を掲載いたしております。なお、決算資料として資料１～４を添付いたしております。  

以上で、認定第７号 令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定についてのご説明

とさせていただきます。 

よろしくご審議を賜わり、何卒原案どおり認定いただけますようお願い申しあげます。 

○木澤委員長  説明が終わりましたので、下水道事業会計について、質疑をお受けいたし

ます。 

齋藤委員。  

○齋藤委員 決算資料の資料４のところを見ますと、今年度は一般財源から５億１千万、

補助金として入れてます。それ以降ずっと見ていきましても、ずっと５億円台が続いて

おりまして、裏面の令和１９年度につきましても３億、４億台と続いておりますけども、

これを改善する方法というんですかね、補助金を少なくする方法というのは何かないも

のかなというふうに思うんですけども、とれる対策というんですか、どのような対策が

考えれるか教えてもらえませんでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 今ご指摘いただきましたように、一般会計からの毎年繰り入れとい

うのは多額に上っておるわけでございますが、今でも現在、斑鳩町下水道事業では、令

和元年度末で企業債の残高が８６億円を超えてる状況でございます。一般会計の残高に
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迫る勢いとなっております。そうしたことから、このままでいきますと、毎年一般会計

からの繰り入れも多額に上りますことで、町財政としても圧迫することになりますので、

企業債の残高を極力増やさない方法で工事を進める計画をしておりまして、そういった

ことで、ちょっと事業の規模の見直しもしておるところでございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 今、見直しということお話いただきましたけども、具体的にはどのような見

直しを検討されているでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 今現在のところ、見直しといいますと、事業費として国庫補助を受

けてる事業をやっておりますけども、その国庫補助事業を国費額ベースでいきますと大

体２億円程度に推移させる中で、事業費を予算を組んでいくという形で進めていきたい、

いくことで、多少なりとも事業費の削減という形になってくるのかなということで、今

計画を考えておるところです。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 あわせまして、収益を上げる方法、接続率を上げる方法で収益を取っていく

というふうな方法もあるかと思いますけれども、その接続率を上げる対策というのはど

のようにお考えでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 地道な作業にはなってくるんですけども、整備が終わった区域で、

まだご接続いただいてないところに戸別に回ってチラシを配布するなどして、戸別に説

明に回るなどして、そういった形で接続を促進、促していくということを地道に続けて

いくことが接続率の向上につながるのではないかということで考えております。 

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 具体的には、本年度また来年度、どこの地区回るとか、何件回るとか、どの

ような方法で進めるとか、そういうのはご検討というのは考えておられるでしょうか。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 まだ具体的に、ここの場所、ここの場所、どういう形で回るかとい

うのはまだ決定はしておりませんけども、そういった、先ほど申しあげましたように、

接続率を上げていくためにそういった形で進めていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○木澤委員長  齋藤委員。  
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○齋藤委員 ぜひご検討いただきまして、収入のほう増やしていただきますようによろし

くお願いします。  

○木澤委員長  これまでにもいろいろ啓発をして、接続率を上げるという取り組みはして

いただいてますけど、今、齋藤委員おっしゃったように、加入されていないところを訪

問する計画というのは、年度ごとにつくってはるんですかね。具体化をするというのは、

まだつくってないというふうに今、答弁されましたけれども。  

猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 まだ具体的にというのはないんですけれども、つくるとしますと、

毎年、毎年、この地域、この地域という形でやっていく形になるのかなと思います。 

○木澤委員長  以前に、建設水道常任委員会で、京都の宇治市やったかな、視察に行かせ

ていただいて、そのときは職員じゃない方に依頼をして、訪問していただいて加入率を

増やしているという取り組みしてはりましたけど、うちでも検討した結果、それがいい

のかどうなのかというのは、まだ具体的に答えが出てるのかどうかもわかりませんけど、

やっぱり具体的にちょっと加入率を上げていくのにどうしていくのかというのは、これ

だけ一般会計に負担がかかってきたり、下水道の企業債がやっぱり大きくなってきてる

中で、ちょっと踏み込んでやっぱり議論していく必要があるかなというふうに思うんで

す。毎年、加入促進の取り組みをされていますけども、具体的にもうちょっと成果が見

えるような取り組みについてですね、ちょっとやっぱり議論していく必要があるかなと

いうふうに感じましたんで、そこはまた今回決算審査の中で意見、指摘があったという

ことで、これは議論については担当常任委員会でしていくべきかなというふうに思いま

すので、ちょっと担当、もしくは町長も含めてですね、理事者におかれましては、その

指摘についてご認識いただきたいなというふうに思います。  

  上田都市建設部長。 

○上田都市建設部長 今、委員長から話しされました接続促進員の話ですね。実は、齋藤

委員からも予算のときに先進的な例としてということで助言をいただいております。奈

良県でも橿原市や奈良市も取り組んでいるところございます。そして課内、上下水道課

ではその接続促進員について今検討、また議論しているところでございますけども、ど

うしても接続促進員を雇用する場合に、ある一定の知識が必要なのと、やはりそれだけ

の数を、費用対効果ですね、１人雇ってその分を回っていただいて、橿原市また他市町

村においてもなかなか効果があらわれていない現状を踏まえて、斑鳩町でどうしたらい

いのか、もしくは斑鳩町独自でそういう人材がいてれば、ノウハウを知って回っていた
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だくということであれば、これは価値があるんですけども、何も知らないただ単に接続

というような、素人と言うたら申しわけないんですけども、何も知らない方が回ってい

ただいても結局は効果が出ないというようなことを聞いている中で、その他の方策等に

ついても検討している状況でございます。  

それと、先ほどひとつ、事業効果の話ですけれども、実は斑鳩町、集中浄化槽の区域

が何か所か町内にありまして、当初はやはり集中浄化槽の区域を延ばしていく、かなり

遠い区域もある中で、集中浄化槽の区域にお住まいの方は早く下水道に接続していただ

ける、また下水道事業会計としても費用がそこに入るということで、当初から計画段階

でそういったところを先に整備して接続していただいてますので、今７０％について水

洗化率７０％の是非と、今年も２２６件いただいてるこの数字については、決して集中

浄化槽区域じゃない区域を整備する中で、住民さんのご負担も踏まえて協力していただ

いていると認識していく中で、もうひとつレベルアップした取り組みについて、今後考

えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

小城委員。  

○小城委員 ちょっと先ほどのとこで言えばよかったんですけど、資料の不備かなと思う

んですけど、認定６号の１７ページの議案、議会議決事項のとこなんですけど、たぶん

これ、令和元年じゃないかなと思うんですけど、令和２年６月２０日。  

○木澤委員長  そしたら、下水道会計の審査を終わって締めますので、その後に指摘して

いただきます。  

 ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたら、これをもって、下水道事業会計に対する質疑を終結いた

します。  

小城委員。  

○小城委員 認定６号の水道事業会計決算書の１７ページの、議会の議決事項のところの

議決年月日が、たぶんこれ、令和元年６月２０日じゃないかなと思うんですけど、令和

２年６月２０日。  

○木澤委員長  猪川上下水道課長。  

○猪川上下水道課長 申しわけございません。ご指摘のとおり、一番下の、令和２年、議

案第１４号につきましては、令和２年３月２５日でございますが、それ以外は令和元年
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ですので、表記が誤っておりましたので、ご訂正お願いいたしたいと思います。  

○木澤委員長 訂正ということですけれど、このページだけ、また後ほど差し替えとかで

きますか。  

猪川上下水道課長。 

○猪川上下水道課長 訂正させていただいたものをまた差し替えをさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。  

○木澤委員長  議案書ですし、軽微な表現の間違いとかであれば訂正等でいいかと思いま

すけど、きちんと訂正しておきたいと思います。会期中で構いませんのでよろしくお願

いします。  

そうしましたら、以上で、都市建設部所管に係る決算審査を終わります。  

理事者入れ替えのため、１４時２０分まで休憩いたします。 

（ 午後２時０３分 休憩 ） 

（ 午後２時２０分 再開 ） 

○木澤委員長  再開いたします。  

  乾副町長。  

○乾副町長 昨日の伴委員からの、衛生費の、し尿処理費のところでご質問いただいた件

でございますけども、鳩水園の処理槽に溜まった汚泥の抜き取りの関係ですけれども、

いま現在公文書が保存されている過去１０年間の保守整備の書類を確認いたしましたら、

汚泥の抜き取りの業務はやっておりませんので、それ以前のいつ頃にこの汚泥の抜き取

りをやったかというのはちょっと不明でございます。少なくとも１０年間はやっていな

いということで、少しずつ汚泥が溜まっていったのではないかという状況でございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 えっという感じですねんけど、これについて、結局もしそういう状況であれば

どういう悪影響がでるかいうのは技術的に今答えれるのは難しいですかな。もしそれを

掃除、普通イメージからいったら家庭用であれば、確か年１回か最低いつも業者さん来

てやってくれてはった、うちの家でもやってくれてはった、そういうのありますねけど、

まあいうたら事業用といいますか、ばかでかいそれがそのままになっていたといえばな

んか恐ろしいイメージありますねけど、これルール、結局、国とか、そんなルールもあ

るように思いますけど、そのあたり今すぐわからんかもわかりませんけど、ちょっとま

たその辺どないなっているか、逆に言ったら違法性がある、表現が非常にあれになりま

すねけど、そういうこともあるやわからんような気もしますねん、ちょっとえらい話や
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と思いますけど、ちょっとそのへんだけお願いします。  

○木澤委員長  乾副町長。  

○乾副町長 まず一般家庭の浄化槽、あるいは事業所の関係の浄化槽、これは浄化槽です

ので、同じし尿処理する合併浄化槽もありますけども、同じし尿を処理するということ

では、し尿処理場も同じなんですけども、規模が違いますし、浄化槽ではなくて、し尿

処理場という一般廃棄物、し尿などの一般廃棄物を処理する施設ということになってお

りますので、適用を受ける法律は違いますので、一般家庭のほうは浄化槽法、そしてし

尿処理場のほうは廃棄物処理法ということで、適用を受ける法律が違いますので、一般

家庭のほうは浄化槽法、そしてし尿処理場のほうは廃棄物処理法ということで適用を受

ける処理が、法律が違いますので、一般家庭のように年に１回汚泥をくみ取らなければ

ならないということはございません。その中で技術管理者という資格を持った作業員が

常時勤務しておりますので、その職員の作業の工程のなかで適正に処理をしていただい

ているということでございますので、汚泥がたまったという状況の中で、やはり放流水

の基準がございますので、それはその当時からも放流水は基準以内で放流していただい

ているということでございますので、その影響はないということを考えております。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 ちょっと待っとくんなはれよ。これ、それやったらそのまま置いといてええと

いうようにも今聞こえました。聞こえようにいうたら正直言うて、管理方法として放置

しているのは別に問題ないんやと、そういうふうにも聞こえましてんけど、なんかちょ

っとおかしいように思う。そしたら今現在はそのまましてはるわけでっか。ちょっと聞

かせてください。  

○木澤委員長  乾副町長。  

○乾副町長 現在は、昨日も申しあげましたように、汚泥がたまっているという状況の中

で、汚泥をきれいにしたほうが、水道の使用量が削減できるのではないかという提案を

受けまして、その汚泥を高分子凝集剤で吸着させて出したということでございますので、

決して放置していいということではございません。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 確かに水も削減なっとるんですかな、この不用額で。正直好ましくはないとい

うことでも、まあいうたらそのままになってて、ルール上はいけるんやからええわと、

ただ水の量が違うよと。大きいですがな、水の量大きいでんがな。それでもそないなっ

とったと、これに関して正直いうて今まで町のチェックとかそんなんはもう全然任せっ



 - 65 - 

きりという感じになっとったわけですか。  

○木澤委員長  乾副町長。  

〇乾副町長 技術的なことは町の職員もわかりませんので、その技術管理者の作業される

方法がその当時は一番適正であったと思いますけれども、今業者も替わられて、技術管

理者も替わられてますので、その技術管理者の力量っていうんですか、裁量といいます

か、そういう形で判断されたんじゃないかというふうに思っております。  

○木澤委員長  伴委員。 

〇伴委員 なんか今までの事業者を表現悪う言うたらかばってはるというか、どうもなか

ったように思いまっけど、果たして１０年でっしゃろ、また１、２年じゃなくて、１０

年そのままって、すごい量の出たん違うか、イメージからしたら。すごいそれを整理す

るのに、今回なって、発見した時、びっくりしはったんりゃうかなと、今の業者さん、

えっていう感じで、思いますねけど、私もこれに関しては今後今の話をお聞きして勉強

させていただきますわ。はっきり言うてなんかおかしい、どんな感じになっとったか、

またお聞きすることあると思いますんで、今日はこれぐらいにしときます。  

○木澤委員長  私もこの問題をお聞きして、ちょっとやっぱりこういうことが起こってい

るというのは、担当常任委員会でもきちっと認識しておく必要があると思いますんで、

改めて建設水道常任委員会の中で聞かせていただきたいと思います。厚生か、ちょっと

勘違いしてました。じゃあよろしくお願いします。  

  ほか、よろしいですね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員 そうしましたら、教育委員会所管に係る決算審査を行います。  

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。  

栗本教育次長。  

○栗本教育次長 はじめに、第２款  総務費のうち、教育委員会所管に係る事業につきま

して、説明をさせていただきます。失礼して、着席して説明をさせていただきます。  

歳入歳出決算書は６８ページから、施策の成果報告書では６７ページでございます。

第１項 総務管理費、第１目  一般管理費では、ご心配をおかけいたしました町立幼稚

園保育料の負担軽減策の一部適用漏れ事案について、損害賠償請求訴訟事件の和解が成

立したことから、顧問弁護士との委託契約によりその対応を行いました。  

次に、歳入歳出決算書は７６ページ、施策の成果報告書では７９ページです。第１１

目 青少年対策費では、青少年の健全育成のため、斑鳩町青少年問題協議会が中心とな
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って、夜間を中心とした巡回補導活動を実施し、青少年の非行防止に努めたところです。

また、青少年の非行防止や子ども・若者育成支援強調月間に合わせて啓発活動を行い、

住民の方々に青少年の健全育成についての意識の高揚、協力の要請に努めたところでご

ざいます。さらに、青少年のあらゆる悩みごとに対し相談事業を実施し、青少年自身や

青少年を持つ親をはじめ、様々な住民の悩みの解消に努めたところでございます。 

以上をもちまして、第２款  総務費のうち、教育委員会所管に係る事業の説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第２款  総務費について、質疑をお受けいたし

ます。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたら、総務費のところでお尋ねしてました６７ページのところ

の損害賠償請求訴訟事件に関わって、本来発生しなかったであろう経費ですね、郵送料

でありますとか、弁護士費用でありますとか、合計が金額いくらになったのか教えてい

ただけますか。  

  松岡教委総務課長。 

○松岡教委総務課長 町立幼稚園負担軽減の一部適用漏れ事案にかかります損害賠償請求

事件については、令和元年１０月２３日に和解が成立したところでございます。本件に

つきまして、これまでにかかった経費といたしましては、まず負担軽減分の償還をまず

申しあげますと、１，４２２万９，６６９円、この償還に伴います還付加算金といたし

まして３３万７，２００円、還付対象者への通知文等の郵送料といたしまして４８，４

５８円、訴訟にかかる弁護士費用といたしまして着手金６４万８千円、報酬６６万円、

合計いたしますと１，５９２万３，３２７円となりますが、このうち償還金につきまし

ては、本来収入とならないはずのものでございましたので、これを除きまして１６９万

３，６５８円が本件によって別途生じた経費となってございます。以上です。  

○木澤委員長  はい、わかりました。  

  ほかにございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結いたします。  

次に、第３款  民生費について、説明を求めます。  

栗本教育次長。  

○栗本教育次長 続きまして、第３款 民生費のうち、教育委員会所管にかかる事業につ
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いて、説明をさせていただきます。失礼して着席させていただきます。  

歳入歳出決算書は９６ページ、施策の成果報告書では１１４ページでございます。  

第２項 児童福祉費、第４目  学童保育運営費では、放課後児童支援員・補助員の賃

金や施設の維持管理に要する費用が主なものとなっております。令和元年度では、斑鳩

学童保育室、斑鳩西学童保育室、斑鳩東学童保育室で合計３２５人が利用されました。

特に入室希望児童の増加が著しい斑鳩西学童保育室では、隣接する斑鳩西幼稚園の空き

教室を借用するなどして保育室を確保しておりますが、より児童の健全育成と子育て中

の保護者の社会進出、就労等を支援するため、令和元年度中に斑鳩西学童保育室に隣接

する場所にもう１棟保育室を増設する計画をしておりました。しかしながら、東日本大

震災をはじめとする災害への復興・復旧工事、また、オリンピック関連工事によります

資材費や人件費の高騰が影響し、予算を超過する設計額となり、令和元年１２月議会で

増額補正予算を議決いただいたところでございますが、年度内の竣工が難しく、令和２

年度に繰り越しをさせていただいております。  

町内３小学校の学童保育室は、児童福祉法に基づく基準を順守した運営を行うととも

に、斑鳩学童保育室にエアコン１基を増設、また、斑鳩東学童保育室に洗面台１か所を

増設するなど、より安心・安全な学童保育室の確保に努めたところでございます。 

以上をもちまして、第３款  民生費のうち、教育委員会所管に係る事業の説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議いただきますよう、お願い申しあげます。  

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第３款  民生費について、質疑をお受けいたし

ます。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そしたら私のほうからお尋ねしたいんですけども、次長、説明の中でおっ

しゃってたように、学童保育室、入所希望が増えてきててですね、定員をオーバーして

いると、ただまあ、面積等、法律の上では違反しているということではないですけども、

ちょっと現状がどうなっているかという確認させていただきたいんです。各学童保育室

の定員と現在の利用者数をまず教えていただけますか。  

  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 令和２年９月１日現在の状況でご説明をさせていただきます。まず斑鳩

学童保育室は、条例の定員が１４０名に対し現在１５４名の児童が入室をしており、定

員を超えておりますが、斑鳩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する

条例におきます面積上の上限が１７９名ですので、全員の受け入れをしているところで
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ございます。同じように斑鳩西学童保育室は定員５０名に対し６４人が入室しておりま

す。斑鳩西幼稚園の空き教室を活用し、面積上の上限１０６名となっております、こち

らも全員受け入れをさせていただいております。斑鳩学童保育室では定員１１０名に対

し９６名の定員の範囲内で受け入れをさせていただいているところでございます。  

○木澤委員長  最後、東です。  

  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 斑鳩東学童保育室で、もう１度言います、定員が１１０名に対して９６

名の定員の範囲内で受け入れをしているところでございます。以上です。  

○木澤委員長  西学童については、いま、新築を予定されているということでなかなか思

うように進んでないですけども、その対応をしていただいているということについては

保護者からも喜ばれておりますし、よく決断していただいたというふうに思ってますん

で、この間にもいろいろ説明していただいてますけども、出来るだけ早く建設していた

だきたいと思います。あと、この間、学童の指導員さんという形で以前は法律上の規定

があって、斑鳩町としてなかなか資格を持っていない方については採用するのが難しい

というところから、いま、支援員さん、補助員さんという形でできるだけやっぱり子ど

もたちを見られるような体制をつくってきていただいているというふうに思いますけど

も、児童に対する支援員、補助員さんの割合っていうのが、今それぞれ保育室ごとにど

うなってるか確認させていただけますか。  

  栗本教育次長。  

〇栗本教育次長 斑鳩町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例にお

きまして、児童２０人に対し支援員１人を配置することとなっております。斑鳩学童保

育室では現在１５４名の児童が入室をしておりますので、９人の支援員、補助員が必要

でございますが、現在、斑鳩学童保育室には２０人、内訳として支援員が９人、補助員

１１人を配置をしているところでございます。斑鳩西学童保育室では６４人が入室をし

ており、支援員等につきましては４人が必要でございますが、現在１３人、支援員が６

人、補助員が７人を配置しております。斑鳩東学童保育室では９６名の児童に対して支

援員等は５人が必要となりますが、現在１０人、支援員が５人、補助員が５人を配置し

ております。このように児童数は基準値以内、支援員数は基準値よりも多く配置をして

余裕をもちながら保育を実施しているところでございます。  

○木澤委員長 以前から、やっぱりなかなか支援員さんも、一人でたくさんの子どもたち

を見なければならず、やっぱり学童の子どもさん、外で遊んだりする中でケガしたりと
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かケンカしたりとかっていう中で、なかなかやっぱり見れないという状況もありまして、

町としてやっぱりこういうふうに体制を充実していただいているということにつきまし

ては評価をさせていただきたいと思います。先ほど、定員と在室児童数も教えていただ

きましたけど、その後、黎明さんが新たに学童保育室を開設されまして、そちらのほう

も定員と在室児童がどうなってるかという数がわかりましたら教えていただけますか。  

  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 黎明保育園の学童保育室につきましては、平成３０年度に設置をされて

いるところでございます。本年９月１日現在の入室児童数につきましては、合計５６人

というふうに聞いております。定員は７０名でございます。  

○木澤委員長 もともと、町立の学童保育室が満杯になってきてる中で、黎明さん、これ

つくっていただいて非常に助かってるなというふうに思いますし、５６名いま在室され

ているってことですけども、元々町立の学童保育室に在室していて、この黎明さんに移

られたっていう方がどれくらいいるのかというのはわかるんですか。 

  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 途中から替わられたというのは、ちょっと人数は把握はしておりません。 

○木澤委員長 私立のほうに移っていただくことで、斑鳩町の学童保育室としても少し余

裕ができたのかなということで、この点については、保護者がどちらを希望されるかと

いうのもありますけども、余裕のある体制で待機児童を今後も出さずに運営していって

いただきたいなと思いますので、この点につきましては、これまでにも色々苦労してい

ただく中で頑張っていただいていると思いますけど、今後やっぱりその児童数がどうな

っていくのかという動向にも注視していただきながら、充実した運営していっていただ

きますようにお願いをしておきたいと思います。はい、ありがとうございました。  

  ほか、よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたらこれをもって、第３款 民生費に対する質疑を終結いたし

ます。 

次に、第９款  教育費について、説明を求めます。  

栗本教育次長。  

○栗本教育次長 それでは、第９款  教育費について説明をさせていただきます。  

失礼して、着席して説明をさせていただきます。  

歳入歳出決算書は１２６ページから１４７ページ、主要な施策の成果報告書では１７
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８ページから２１０ページでございます。  

最初に、主要な施策の成果報告書１７８ページ、第１項 教育総務費であります。  

第１目 教育委員会費では、教育委員会の活動内容として、時代に応じた教育や特色

ある教育、また生涯学習・文化等に関する教育行政全般の方針の審議や学校計画訪問等

を実施をしております。 

続きまして、第２目 事務局費では、歴史文化情報の発信として、斑鳩町史編さんに

取り組むとともに、交流活動の推進として、中学生太子サミットを開催をいたしました。

次に、時代に応じた教育内容の充実では、引き続き、町議会の協力を得まして子ども模

擬議会を開催するとともに、新学習指導要領において、令和２年度から小学校における

英語の教科化が本格実施されることに先立ち、１年間前倒しし令和元年度から各小学校

それぞれ１名の外国人英語指導助手を配置し、英語教育の更なる充実を図っております。

次に、１７９ページ、教育環境の整備・充実では、小中連携教育の実践として、小学校

から中学校への円滑な進学を目的とし、小学校と中学校の教職員、児童生徒がそれぞれ

各部会で交流を行いました。また、教員ＯＢ等により、学力及び学習意欲の向上並びに

地域コミュニティの活性化を図ることを目的に学習支援事業を実施をいたしました。次

に、１８０ページ、相談体制の充実では、医師や学校関係者による教育支援委員会や就

学予定児教育相談会の開催など、支援を必要とする児童・生徒等に対し、一人ひとりの

心身の状況に応じた適切な就学指導、教育相談を実施いたしました。次に、住民と行政

の協働によるまちづくりとして、畿央大学大学院  福本貴彦准教授により、中学１年生

を対象に体力向上を目的とした特別講座を実施いたしました。  

次に、１８１ページ、第３目  私立学校振興費では、私立幼稚園に就園している園児

の保護者の経済的な負担を軽減するため、令和元年９月分までの保育料の一部について

補助を行いました。また、令和元年１０月からは、幼児教育無償化に移行したことによ

り、私立幼稚園に対して、保育料、入園料、預かり保育利用料について補助を行ってお

ります。さらに低所得、多子の世帯の保護者に対しては、給食材料費のうち副食材料費

について補助を行っております。  

次に、１８２ページ、第４目  スクールカウンセラー事業費では、両中学校に県から

それぞれ１名が配置され、臨床心理の視点からの的確なアドバイスを行っております。

また、町事業としても、心の教室相談員を配置し、生徒の相談等に応じ、心にゆとりを

持たせ、またストレスの軽減などに努めているところであります。  

続きまして、１８３ページ、第２項 小学校費であります。  
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第１目 学校管理費では、教育環境の整備・充実として、小学校の運営に係る費用で、

学校用務員の人件費、消耗品及び庁用備品の購入等を行うとともに、校舎の修繕や光熱

水費の支出など、学校の維持管理を行っております。平成３０年度から各小学校の空調

設備の整備に着手し、令和元年度には整備を完了、稼働を開始いたしました。また、こ

れに伴い、ボイラーによる暖房機器の撤去を行ったところであります。  

続きまして、１８４ページ、第２目 教育振興費では、時代に応じた教育内容の充実

として、特別活動の推進で、児童の自主性や個性を伸ばすため、運動会や芸術鑑賞など

各種学校行事、学級活動及びクラブ活動等について助成を行うとともに、情報教育の推

進では、子どもたちの興味、関心を高め、よりわかりやすい授業を展開できるよう教育

用パソコンをタブレット型パソコンに更新するとともに、電子黒板を増設しています。

また、１８５ページ、日本伝統文化の学習では、児童の伝統文化に対する理解を深める

こと等を目的に、斑鳩小学校では能楽、西小学校では茶道、東小学校では和太鼓といっ

た伝統文化の学習を行いました。次に、教育環境の整備・充実では、学校図書の整備と

して、始業前の読書活動や読み聞かせなど、児童の読書活動を推進する取組みを行うと

ともに、これらの活動をさらに充実するため、引き続き、町費で３校で１名の学校司書

を配置いたしました。次に、１８６ページ  特別支援教育の充実では、特別支援学級入

級児童の保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、小学校講師の配置では、引き続き、

町独自の少人数学級編制とし、小学校第１学年、第２学年は１学級あたり３０人、第３

学年から第６学年までは１学級あたり３５人を基準とした学級編制を実施いたしました。

また、生活困窮世帯への支援の充実では、経済的な理由のために就学困難な児童の保護

者に対して、学用品、校外活動費及び給食費等について援助を行っております。  

次に、１８７ページ、第３目  保健体育費では、児童の健康の保持増進のため健康診

断を行うとともに、学校給食の充実では、食育並びに地産地消の取り組みを推進し、食

物アレルギー等への対応など、安全で安心して食べることができる学校給食を提供して

おります。  

続きまして、１８８ページ、第３項  中学校費であります。  

第１目 学校管理費では、教育環境の整備・充実で、小学校費と同様に、学校用務員

の人件費、消耗品及び庁用備品の購入等を行うとともに、光熱水費の支出など、学校の

維持管理を行っております。小学校同様、平成３０年度から空調設備の整備に着手し、

令和元年度には整備を完了、稼働を開始しております。また、令和元年度から２か年で

各学校の和式トイレの洋式化に取り組んでおります。  
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次に、１８９ページ、第２目  教育振興費では、時代に応じた教育内容の充実として、

総合的な学習の時間をとおして、キャリア教育や情報処理、環境との共生、福祉への理

解等、時代のニーズに応じた教育の展開など学校教育の充実を図っております。また、

生徒が自ら学び、自ら考える能力や社会に主体的に対応できる能力の育成を図るため、

文化活動や部活動、校外活動に対し助成を行うとともに、情報教育の推進では、子ども

たちの興味、関心を高め、よりわかりやすい授業を展開できるよう、教育用パソコンや

電子黒板等の活用を行っております。次に、１９０ページ、教育環境の整備・充実では、

小学校と同様に、読書活動を通じて生徒の人格形成や情操をより一層育むため、引き続

き、町費により、２校で１名の学校司書を配置し、学校図書室の充実を図りました。次

に、特別支援教育の充実では、特別支援学級入級生徒の保護者の経済的負担の軽減を図

り、また、中学校講師の配置では、引き続き、町独自の少人数学級編制として、全学年

で１学級あたり３５人を基準とした学級編制を実施いたしました。次に、１９１ページ、

生活困窮世帯への支援の充実では、経済的な理由のために就学困難な生徒の保護者に対

して、学用品、校外活動費及び給食費等についての援助を行いました。  

  続きまして、第３目 保健体育費では、教育環境の整備・充実で、生徒の健康の保持

増進のため健康診断を行うとともに、学校給食の充実では、食育及び地産地消の取り組

みを推進し、食物アレルギー等への対応など、安全で安心して食べることができる学校

給食を提供しております。  

続きまして、１９３ページ、第４項  幼稚園費であります。第１目  幼稚園費では、

良好な子育て環境づくりとして、幼稚園の運営に係る費用として幼稚園教職員に係る人

件費のほか、特別な支援を必要とする園児の保育充実のため、引き続き、町費で臨時講

師を配置するとともに、教員の資質向上のため、実践的な指導力を身に付けるなどの研

修を行いました。また、町立幼稚園に就園する園児の保護者の経済的な負担を軽減する

ため、令和元年９月分までの保育料の一部について減免を実施しましたが、令和元年１

０月からは、幼児教育の無償化として、保育料の徴収をしないこととしております。ま

た、給食費についても、給食材料費、調理洗浄業務費について助成を行い、さらに、低

所得、多子の世帯の保護者に対しては、給食材料費のうち副食材料費について助成を行

っております。  

続きまして、１９５ページ、第５項  社会教育費であります。第１目  社会教育総務

費では、まず、人権意識の高揚について互いに認め合い、強い絆で結びつき、生きてい

ることや住んでいることの喜びを共感できる人権のまちづくりをすすめるための研修機
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会として、引き続き人権セミナーを開催いたしました。次に、１９６ページの子ども・

若者育成支援の充実についてであります。日常生活において、学校や家庭では体験しに

くい自然や社会での体験を通じて自己の知識を広め、集団生活の大切さや各自の役割を

学び、社会性を育み自分を育てることを目的として、小学校第４学年から第６学年を対

象としたホリディ学園を引き続き開講いたしました。また、青少年期における野外活動

体験の重要性から、町外の野外体験活動施設を利用される青少年の健全育成を目的とす

る団体に対し補助金を交付いたしました。次に、交流活動の推進、成人式の開催につい

てであります。令和２年成人式では、新成人を代表して４人の「二十歳の主張」の発表

のほか、和太鼓いかるがや、いかるがジュニア金管バンドによるお祝いの演奏、新成人

の小・中学校在籍時の恩師によるビデオレターを上映するなど、斑鳩の新成人を祝福し

たところでございます。 

次に、１９７ページ、第２目  公民館費であります。生涯学習の充実では、公民館教

室や生涯学習講座を開催し、住民の教養の向上、健康の増進等を図るとともに、中央公

民館の陶芸室エアコン取り替え、東・西公民館の和室畳張り替え、西公民館駐車場のブ

ロック塀改修工事等を行うなど、施設の維持管理に努めたところでございます。次に、

１９８ページ、生涯学習・生涯スポーツの推進体制の整備では、中央、東、西公民館の

利用状況について、利用回数で６，８２７回、利用者数は８万１，５３３人となったと

ころでございます。 

次に、同じく１９８ページ、第３目  文化祭費では、文化・芸術にふれる機会の充実

で、各種芸術文化の振興と芸術文化に接する機会の提供や意識の向上を図ることを目的

として、斑鳩の里文化芸術祭を開催したところであります。  

次に、１９９ページ、第４目  文化財保存費であります。歴史文化資源の保全・活用

では、史跡藤ノ木古墳について史跡整備後１０年が経過し、古墳東側出入り口から石室

前面に至る広場の舗装の劣化がみられたことから、補修工事を実施いたしました。また、

中宮寺跡周辺遺跡における内容確認を目的とした発掘調査のほか、公共事業や民間によ

る開発にともなう事前の発掘調査を実施いたしました。  

次に、２００ページの古文書の保全・整理については、文化庁の国庫補助事業として

五百井地区の大方家文書の調査を引き続き実施いたしました。次に、史跡中宮寺跡の維

持管理については、史跡中宮寺跡文化財ボランティアを募り、公園内に農地の状態で残

したエリアにおいて、コスモスやレンゲなどの花々を育てていただき、来園した方々の

目を和ませるなど、親しみのある身近な公園として感じていただけるよう努めました。
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次に、史跡藤ノ木古墳の石室特別公開については、春季・秋季の２回実施し、合わせて

２，５４６人の方にご見学いただいたところであります。 

次に、２０１ページ、第５目  図書館管理運営費であります。昨今、子どもの読書離

れが危惧されるなか、図書館では、ブックスタート事業をはじめ、えほんのひろば、幼

稚園、保育園、小学校へのおはなし訪問、１日図書館体験事業など、子どもが図書に関

心を持つことができるよう、乳幼児から各年齢層に応じて、さまざまな事業を実施して

おります。また、県内でも先進的な取り組みとして、平成２９年４月から実施いたしま

した自宅のパソコンやタブレット、スマートフォンを活用しての電子書籍が利用できる

サービス、いわゆる電子図書館サービスでは、電子コンテンツの充実に努めるとともに、

貸出冊数をこれまでの上限２冊から５冊に増冊し、利用の促進に努めたところ、人口規

模からみて高い利用率で推移しているところであります。令和元年度の町立図書館の来

館者数は１３万５，１８５人で、貸出冊数は２５万２，４０８冊となりました。また、

中央、東、西公民館の利用人数は１万１，９７３人で、貸出冊数は３万４，３８６冊と

なりました。図書館の維持管理では、聖徳太子歴史資料室のエアコンを更新するなど、

適切な管理、運営に努めたところであります。  

次に、２０５ページ、第６目  文化財活用センター管理運営費では、歴史文化の拠点

づくりで、文化財の情報発信として、通常展示とともに、春季および秋季の特別展示や

記念講演会などを開催をいたしました。令和元年度の来館人数は７，９８１人で、開館

からの総来館者数は１１万２，６４１人となったところであります。  

次に、２０７ページ、第６項  保健体育費、第１目  保健体育総務費では、生涯スポ

ーツの充実として、マラソン大会の開催について、近年の健康づくりやマラソンブーム

により、全国各地から多くのランナーに参加いただきました。また、友好都市スポーツ

交流の推進では、和歌山県上富田町において少年サッカー大会及びマラソン大会に参加

し、スポーツを通じて交流を行いました。次に、２０９ページ、子ども・若者育成支援

の充実では、小学生の体力向上及び団体競技を通じた団結力を養成することなどを目的

に開催されておりますドッジボール大会について、令和元年度もその開催を支援したと

ころであります。  

次に、同じく２０９ページ、第２目  健民運動場費では、健民運動場、天満スポーツ

グラウンドの適切な維持管理に努めたところであります。令和元年度の健民運動場の利

用人数は２万７，８００人、天満スポーツグラウンドは６，６７２人となりました。  

次に、第３目  町民プール運営費では、引き続き、安全確保を第一に、保護者同伴で
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の来場の周知、監視員等への研修会などを開催し、大きな事故もなく５，２９０人の方

にご利用いただきました。  

次に、２１０ページ、第４目  すこやか斑鳩・スポーツセンター運営費では、本町の

スポーツ施設の拠点となるすこやか斑鳩・スポーツセンターの適切な維持管理を行い、

令和元年度においては、中央体育館トレーニング室のエアコン更新工事、防犯カメラの

設置などを行ったところであります。令和元年度のすこやか斑鳩・スポーツセンターの

利用人数は、中央体育館で７万９，６８５人、テニスコートで４万９１４人、トレーニ

ングルームで９，７１８人となりました。また、令和２年４月より、すこやか斑鳩スポ

ーツセンター内敷地内通路を車両通行禁止するにあたり、近隣住民をはじめとする地元

自治会及び広く住民に周知を行うとともに、バリカー設置工事などを進めたところであ

ります。  

以上が、教育費にかかります決算の状況であります。 

よろしくご審議いただきますようお願い申しあげます。以上です。  

○木澤委員長  説明が終わりましたので、第９款  教育費について、質疑をお受けいたし

ます。 

齋藤委員。  

○齋藤委員 １７８ページお願いします。ひとつ目のところに斑鳩町史編さんとあります

けれども、前回予算委員会かなんかで聞いた覚えありますけども、具体的にはいつ発刊

で、金額はいくらぐらいか決まりましたら教えてもらえないでしょうか。  

○木澤委員長  松岡教委総務課長。  

○松岡教委総務課長 まず、現在は上巻の発刊について編さん作業を行っているところで

ございます。この上巻につきましては、聖徳太子１４００年御遠忌を迎える令和３年３

月を発刊のめどとして取り組んでおりますことから、今年度に令和２年度に印刷を完了

し、発刊する予定となってございます。上巻の発刊にかかります経費といたしましては、

今年度の執行見込みを含めまして約２，０７０万円を見込んでいるところでございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 販売価格は、いくらになりますでしょうか。  

○木澤委員長  松岡教委総務課長。  

○松岡教委総務課長 申しわけございません。ただいまのところまだ検討中でございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございました。次のページ１７９ページの下のほうに、小中連携
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教育の実践というところに、②のところに郷土「斑鳩」を尊び愛する教育、心を豊かに

する道徳教育の推進とありますけれども、私、観光ボランティアをしておりまして、法

隆寺に小学生を３校案内しまして、最終でアンケートをとりまして、「法隆寺に何回目

ですか」と聞きますと「初めて」という小学生の方が半分前後いらっしゃるんです。と

なってくると、やはり斑鳩町で生まれて斑鳩町で育って、それで小学生で法隆寺に初め

てという方、多分親御さんがもう知ってるから、子どもをわざわざ教えなくても見聞き

してるんじゃないかと、そういう思いがあるのかもわかりませんですけども、やはり斑

鳩町で生まれて斑鳩町で育ったというところでは、高校になりますと外に出ていったり、

大学になりますと外に出て行ったりしますので、ぜひ若いうちにというか、小学生の時

代に、いっぺん親御さんと一緒に法隆寺に行って、実物を見ていただくという機会もあ

ってもいいのかという気がしますもので、これは決算委員会ですので予算委員会と違い

ますのであれですけども、何らかの、子どもさんの法隆寺の入場券の拝観券の補助、半

額補助とか、今高齢者７０歳になりますと無料でできますけども、高齢者よりも小学生

を優先してというふうなことは何かできないものかなと、そのような思いがするんです

けども、それについてどのようにお考えか教えてもらえませんでしょうか。  

○木澤委員長  松岡教委総務課長。  

○松岡教委総務課長 現在のまず幼稚園、小・中学校の取り組みをご紹介させていただき

ますと、ふるさと斑鳩に誇りと愛着を育むために、郷土の歴史的遺産を理解する取り組

みといたしまして、幼稚園の遠足、小・中学校の郊外活動において法隆寺の見学を実施

しているところでございます。小学校では６年生、３小学校の交流も兼ねまして、合同

での見学という形で実施しているところでございます。中学校につきましても３年生で

見学の実施というところでございます。なお、それぞれ見学だけにとどまることなく、

各年代に応じまして事前の学習や事後の振り返り学習などもあわせて行っているところ

でございます。今申しあげましたように、何らかのタイミングで法隆寺を訪れる機会と

いうことを設けることとしておりますので、今後もこの取り組みにつきましては継続し

ていくように、また学校と幼稚園とも検討してまいりたいというところでございます。  

なお、拝観料につきましては、一定法隆寺様のご厚意の中で一定の場合はいただきな

がら実施しているところでございます。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 それは観光ボランティアの法隆寺、小学生を案内するときには、法隆寺さん

の厚意で無料で入場というか拝観させてもらっておりますけれども、小学校５年ぐらい
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になってですね、初めて法隆寺に来るというよりも、何かもっと小さいときに幼稚園の

ころは分かりませんですけれども、もっと何か親しみを持つような工夫とかそういうの

は難しいものかなという気がするんですけれども、いかがでしょうか。  

○木澤委員長  松岡教委総務課長。  

○松岡教委総務課長 現在は、その年少児の取り組みといたしまして、幼稚園での遠足と

いう形を実施してございますので、今後の実施の形態につきましては、今おっしゃるよ

うな部分も含めまして検討してまいることとなろうかとは思いますけれども、一旦は現

在の実施形態についてご理解を賜りたいと思います。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございます。ぜひ郷土を愛する気持ちというのは、やっぱり何が

何でも斑鳩町、法隆寺を知っていただいて、外に行ったときに、法隆寺はこうだよとい

うことをですね、ぜひＰＲできるようにしていただければうれしいと思います。  

では続きまして、１９９ページです。２つ目ですけれども、町内遺跡の発掘調査とい

うところで発掘調査２件、個人住宅、中宮寺跡周辺遺跡範囲確認調査とありますけども、

具体的に何か大発見か何かありましたのかどうか、教えてもらえませんでしょうか。  

○木澤委員長  平田生涯学習課参事。 

○平田生涯学習課参事  では、齋藤委員のご質問にお答えしたいと思います。町内遺跡の

発掘調査において２件実施しております。１件目にあります個人住宅というのは、法輪

寺旧境内遺跡における個人住宅における発掘調査でした。恐らく流路の中を浄化槽のと

ころでしたので、掘った感じの中では顕著な遺構、遺物はございませんでした。２つ目

の中宮寺跡周辺遺跡の範囲確認調査でございますけども、この件につきましては、史跡

中宮寺跡の北側において、中宮寺跡のある時期の北限の塀の可能性のある柱列遺構が見

つかりましたので、さらにその北方において関連する遺構の有無を確認するための調査

を実施したものでございます。調査の結果としましては、建物の柱穴と思われる柱穴を

はじめ、溝や土坑などの遺構が検出されて、先ほどの柱列の北方にも遺跡が広がってい

ることが明らかとはなっております。なお、この遺構が中宮寺跡とどのような関係にあ

るかについては、拡張調査等を行っておりませんから、その点については明らかではご

ざいませんけども、遺跡の広がりは、この調査したあたりまで広がっているということ

が分かったという調査成果でございます。以上です。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございました。２００ページですけども、３つ目のところに史跡
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中宮寺跡の維持管理というところに、史跡中宮寺跡の維持管理を行ったとありますけれ

ども、ここ、この中宮寺跡は広くてですね、子どもの遊び場もあって来ますし、いろい

ろな利用することができると思いますけども、住民から、ここに桜の木を植えて花見で

もできたらいいねという話が時々聞くんですけども、そのようなことができないものか

どうか教えてもらいたんですけれども。  

○木澤委員長  平田生涯学習課参事。 

○平田生涯学習課参事  史跡中宮寺跡のところでございます。ご存じのように、聖徳太子

ゆかりの中宮寺跡でございますけども、全国にある遺跡の中でも、我が国にとって歴史

上また学術上の価値が高い遺跡として指定されております、国の指定の史跡となってお

るところでございます。この文化財の保存を適切に図る目的から、史跡指定後は公有化

や整備の事業を進めまして、平成３０年に整備が完了したものでございます。そして、

文化財の活用を図る目的から、中宮寺跡の西側の県道沿いの農地の状態を残したエリア

につきましては、先ほど次長から説明させていただきましたように、コスモス等の花の

植栽をするなど、これまでコスモスフェスタやいかるがマルシェというようなイベント

の会場としてもご利用していただいているところでございます。  

今回、文化財のより一層の活用を図るために、桜の春の時期のですね、集客を見込ん

だ花見などのための桜の木の植栽というような委員のご質問でございますけれども、ま

ず、桜の木の植栽の目的が、中宮寺跡の史跡としての本質的な価値を損ねることになら

ないかとか、また、木の根が成長して地下の遺構を破壊しないで保存を図ることができ

るかといったようなことなどを国や県より史跡の現状変更の許可を求める必要がある中

ですね、検討していく課題があるかと考えるところでございます。また、こうした花見

という目的に際しましての桜の木の植栽につきましては、管理する上で将来的に予想さ

れる騒音の発生、ごみの放置、もしくは夜間の利用などの諸問題について十分に検討し

て対策を立てた上で、東側に隣接する地元の幸前自治会とのご理解、ご同意も得ること

が必要かと考えるところでございます。つきましては、こうした課題が解決できるとい

うことができましたら、国・県に対しましてそういった植栽についてのご相談もしてま

いりたいと考えているところでございます。以上であります。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございます。ぜひご検討いただければありがたいと思います。  

続きまして、その次ですけども、町指定文化財候補の調査というところで、春日古墳

の調査、委員会の指導により春日古墳の本格的な調査に向けた気象環境の調査を実施し
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たとありますけれども、私、春日古墳というのはすばらしいものが出るんじゃないかな

と思って大変期待しておりまして、これの調査までのスケジュール感というのはどのく

らいかかるものなのか、教えていただけませんでしょうか。  

○木澤委員長  平田生涯学習課参事。 

○平田生涯学習課参事  春日古墳につきましては、平成２７年に春日古墳調査検討委員会

を組織しまして、これまで３回の会合を開いて、指導していただいているところでござ

います。そして、これらの会議におきましては、発掘調査を実施する以前にしておく調

査としまして、墳丘の植物の状態を調べる植生調査、そして宇宙から飛んでくる素粒子

を利用するミューオン調査、そして環境測定調査、この３つの調査を実施するよう指導

を得て実施しているところでございます。これらのうち植生調査とミューオン調査につ

いては既に調査を終えておりまして、残る１つである環境測定調査につきましては、墳

丘上の調査を平成３０年３月より開始して、２年分の今測定データを得たところでござ

いまして、また墳丘内の温湿度の測定につきましては、ようやく１年分の測定データを

得たようなところでございます。現在もこれらの測定データにつきましては、平均的な

数値を得るためには２、３年の測定を行う必要があるのではないかとの委員からのご意

見もいただいているところでございますので、引き続きこの環境調査を進めておりまし

て、今年度においても、これらの測定を進める中で、こうした測定の結果を委員会の中

で報告を行った上で、次年度以降の調査計画について今後のご指導を賜ってまいりたい

と考えているところでございます。以上であります。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。  

○木澤委員長  すみません、齋藤委員ちょっと休憩取らせていただきたいと思います。  

そしたらここで１５時３５分まで休憩いたします。  

（ 午後３時２０分 休憩 ） 

（ 午後３時３５分 再開 ） 

○木澤委員長  それでは再開いたします。  

引き続きまして、教育費について質疑をお受けいたします。  

齋藤委員。  

○齋藤委員 ２１０ページですけども、下から２つ目、今年度から、スポーツセンターの

維持管理ということで、スポーツセンターのところの敷地内通路を通行止めにしました

ですけれども、これは特にトラブルとかなかったんでしょうか。  
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○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 この令和２年４月１日から敷地内通路を通行止めにさせていただきまし

た。その以前、昨年のその令和元年の１０月ぐらいから、地元自治会また近隣の住宅１

軒１軒回りましてご説明させていただいて、あと、広報にもはさみ込みをさせていただ

きました。そういったこともあって大きなトラブルはございません。  

○木澤委員長  齋藤委員。  

○齋藤委員 ありがとうございました。以上です。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

溝部委員。  

○溝部委員 １９５ページの真ん中、放課後子ども教室の実施状況ですけれども、少し減

ってるかなというところで、減ってる要因と、今後どのように運営されていくのかとい

うことを、何か決まっていることがあれば教えていただきたいなと思います。  

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 まず１点目、放課後子ども教室の参加者が平成３０年度から減少してい

るということですけども、これは申込み方法、ちょっと令和元年度、変えさせていただ

きました。今まで各学校に提出をしていただいてたんですが、学校の先生とか保険料を

ちょっと取り扱うのが大変ご苦労をおかけしてたので、令和元年度から生涯学習課、も

しくは中央公民館で受付をするということにさせていただいて、少し保護者の方が子ど

もに申込書を持たせてよかったものが、わざわざ役場もしくは公民館まで行かなければ

ならないといったことが、ちょっと減少させた１つの要因なのかなと思います。  

もうひとつはですね、あと小学校の外国語の教育が始まりまして、毎週水曜日ですね、

これまで１年生から６年生まで一斉下校されてたのですけれども、週によったらその一

斉下校ができなくなったということで、放課後子ども教室、兄弟で通われてる方、低学

年と高学年の方が開始時間と帰る時間が違うようになってしまった。こういうのもひと

つ減少した要因ではないかと分析をしているところでございます。  

今後についてでございます。今年度については新型コロナウイルス感染症の影響もご

ざいまして、夏休みも短縮をしておりますので、今のところ放課後子ども教室の開催に

ついては未定ということで、できれば少しでも開催をしたいなと考えてるんですけれど

も、それも放課後をするんじゃなくて土曜日、学校の休業日の土曜日に、今４年生から

６年生まで高学年ですね、ホリデイ学園という形でやってるんですけども、それを１年

生から３年生もジュニアホリデイ学園というような形でできないかということで検討し
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ております。県に問い合わせましても、それでも放課後子ども教室であるということも

確認をとってますので、今後は、休みの日に集まって地域のボランティアの方と一緒に

交流ができるようなことをやっていきたいというふうな構想を持っております。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 また決まりましたら教えていただけたらと思います。 

あと、もうひとつなんですけれども、例えば今のそこのスポーツ施設内とかで、少し

広場みたいなのがあるんですけれども、例えば、あってはいけないんですけれども、ボ

ールを、キャッチボールしたりサッカーしてる子どもとかが蹴ったボールで、例えばそ

こを歩いている人がけがされたりとか、自転車とかバイクとかに当たって、あってはな

らないですけれども亡くなられたりしたときに、責任の所在というのはどこになるよう

な形になってるんでしょうか。 

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 それは、例えば町の事業であれば町でいろいろ保険も入っておりますの

で、それが適用になろうかと思うんですけれども、それ以外で遊ばれててそういった事

故が起こったら、その所在、責任はその保護者にあるように考えておりますけれども。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 ということは、例えば、今の体育館の中で仮に熱中症とかで倒れられて、そ

ういうことで亡くなられたりした場合とかでも、そういう自己責任じゃないですけども、

そういう形になるんでしょうか。  

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 その主催者の方の責任にもなろうかというふうに思います。  

○木澤委員長  山本教育長。  

○山本教育長  加えてなんですけども、今、国の法律が変わったところの話なんですが、

自転車を乗ってるお子さんに関しては、すべて保険に入る形になります。その保険の中

に自分が相手にけがをさせたという保険も多分組まれてるか、組むことができると。先

ほどおっしゃられた、例えば通学途上でボールを蹴って誰かに当たった。その傷害保険

はそこに組まれるというのもありますので、傷害保険に関しましては、ちょっとまた校

長と話したい部分もございましたので、また学校のほうでも個人の責任にはなると思う

んですけれども、この保護者の責任も変わってくるところもありますので、ただ自転車

乗ってるお子さんも多い中で、ちょっと傷害保険についてはＰの会長とも相談しながら

というような話はしようと思ってましたので、またそういうところも展開はしてみたい
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と思いますけれども、すべてをカバーできることではないと、ご理解ください。  

○木澤委員長  溝部委員。  

○溝部委員 ありがとうございます。その中で遊んでいる中でそういったことが起こった

場合というのは、そういう形かもしれないですけども、例えばテニスコートとかであれ

ば、外フェンスがテニスをやる者からしたら低い状態にあるんですけども、それが２５

号線のほうとかにボールが飛び出ていってしまっていることとかがある状態になってる

んですね。その状況になったときとかに、管理している、塀が低いと、そうなることが

予見できたんじゃないかというそういう責任とかっていうのはないもんなんでしょうか。  

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 テニスコートのフェンスなんですけども、おおむね３メートル程度とい

うふうな指針が出ております。町のフェンスは３メーターございますので、その指針の

範囲内で、低いフェンスじゃなくて、その指針で定められているフェンスを設置をして

おりますので、町のほうは過失はない。もし出た場合であってもですね、そういうふう

に認識はしております。 

○溝部委員 はい、わかりました。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

奥村委員。  

○奥村委員 １８７ページの児童の健康管理という部分がございますけれども、この中で

身体測定とか、いろいろ児童の方の定期健康診断を実施していただく中で、特にこの歯

科検診の結果というものですけれども、その中で親の無関心であったり放置とか、そう

いうものがよく表れるものだと聞いておりますけども、学校としてこの歯科検診とかさ

れた後のアフターフォローというんでしょうか、１回は何か書類等をお渡しになるのか

なとか思うんですけれども、それでもなおかつ子どもに対して治療を施行していない親

御さんに対しての、そういうアフターフォローは、何かされておられますでしょうか。  

○木澤委員長  松岡教委総務課長。  

○松岡教委総務課長 健康診断等の結果につきましては、もちろん児童ごとに健康調査票

に記録をさせていただくこととなってございます。これに基づきまして、先ほど委員お

っしゃいましたように、学校内から再検査でありましたりだとかという部分については

促すような形を実施しているところではございます。しかしながら、その通知にもかか

わりませず、受診いただけない場合も中にはある場合も想定はされます。このあたりの

対応につきましては、個々個々の事例になってまいりますので、統一的な方針というの
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は持ってございませんけれども、各学校のほうから適切な指導をしてまいりますよう、

教育委員会としては指導してまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解い

ただいきますよう、お願いいたします。  

○木澤委員長  奥村委員。  

○奥村委員 やはり、そういうとこらへんに親御さんの無関心や育児放棄というのが表れ

てくると思いますので、対応は大変なことかと思いますけれど、よろしくお願いしたい

と思います。  

それで次に、２００ページの中宮寺跡の維持管理というところなんですけれども、去

年ですね、残念なことにコスモスが咲いていないというか、ちょっと枯れ枯れの状態だ

ったもので、町内の方からも、また他町の楽しみにしておられる方からも、斑鳩町どう

なったと、いろいろ言われたんですけれども、今年は確実に咲かせていただいて、して

いただける方向、ちゃんととっていただいてるんでしょうか、お聞きいたします。  

○木澤委員長  平田生涯学習課参事。 

○平田生涯学習課参事  奥村委員さんの中宮寺跡のコスモスの件ですけれども、去年は実

は地下生えといいますか、生えている状況がよかったものですから、それを利用すると

いう形で育成を図ったところでございますけども、ちょっと花が咲く段になりましたら

花のつきが悪かったということで、委員さんのおっしゃるように、その前の年に比べて

花の状態はちょっと悪かったような状態でございます。今年度につきましては、事前か

らいろいろな経験者等にもお聞きするなか、今、一生懸命種も植えて、今、芽の育成を

図っているところでございますので、秋は去年に比べれば花つきはいいものと考えてお

るところでございます。以上であります。  

○木澤委員長  奥村委員。  

○奥村委員 ありがとうございます。植物ですので、私がこう言ったからといってなかな

か難しいことかもわからないですけれど、やっぱりあの場所が斑鳩町としての秋のひと

つの名所という、観光名所にもなっておりますので、やはりそこは人を惹きつけるとい

うか、そういう意味でもご努力のほうをよろしくお願いしたいと思います。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

伴委員。  

○伴委員 財産に関する調書の一番後ろのページの土地の賃貸借なんです。それの教育費

の一番下のスポーツセンターの、今そこのテニスコートという話が出たんで多分そのあ

たりやと思うんですけど、非常に契約期間がまずは非常に長い。これ平成１１年から令
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和２１年という形で出てるんですが、建物が建ってれば定期借地というような考え方も

できるんですが、これテニスコートというイメージがあるんでそれでもないやろし、ち

ょっとこの契約期間のところからこの経緯を教えてください。  

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 すこやか斑鳩・スポーツセンター内でテニスコート部分に借地をしてい

る土地がございます。こちらにつきましては、昭和５４年１２月に契約をいたしまして、

契約期間につきましては、所有者の意向がございまして２０年間、これは当時の民法に

規定をされておりました最長の賃貸借期間でありまして、これまで平成１１年１２月、

そして令和元年１２月の２回更新をしておりまして、契約期間の今回の契約期間は令和

２１年の１２月末までというふうになってます。この契約期間、本来、一度契約が切れ

てるなら、正しくは令和元年１２月から令和２１年１２月というのが本来正しい、引き

続き契約をしておるものですから、平成１１年１２月からというふうな記載になってお

ります。２０年ごとの更新ということでご理解をいただきたいと思います。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 今の答弁で賃貸借やと、それやったら民法上２０年ということで、そして更新

していかれているということで、この表記自体がまあ言うたらちょっと紛らわしいとい

うような感じ、確かに更新して上のほう令和元年という感じで表記されるのが普通とい

うか、わかりやすかったと思います。あとこれの単価ですね、上のほうを見ますと、職

員駐車場、役場東駐車場、なぜかいうたらほとんどこれ同価格、平米あたりの。そして

また、ｉセンターのところも商工費で真ん中で、これも１７３、１７３という形で同価

格、ただ、このスポーツセンターに関しては倍以上の価格の差が出てると、このあたり

に対してこれはなぜこうなってるのか教えてください。  

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 契約は２０年契約を結んでおりますけれども、借地料につきましては、

３年ごとに交渉して覚書を締結してお支払いをしているという形になります。平成１１

年度までは、この合意に達した契約金額に毎年所有者が固定資産税を払っておられます

けれども、それの前年分の差額、例えばですね、昨年の税金が１０万円、今年が１１万

円税金がかかったとして、その１万円をその契約金額に上乗せして支払いをされてた、

していたということでございます。平成１２年度より、平成１１年度の契約金額これは

３５２万６，５８２円だったんですけども、それを借地面積で割り戻して平米当たりの

単価を出して、それが２，４００円になったということで、以後、それが現在にまで至
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っているということで、今回契約させていただいたのも直近で令和３年度まで１平米当

たり２，４００円で、年額で３５９万４，０２４円のお支払いになるという覚書を交わ

させていただいてるということです。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 経緯は分かりました。非常に理解できる経緯ですねけど、金額はちょっとこれ、

役場の北側の職員駐車場、一番上の２つも、これからいくとほぼ倍弱ぐらいの金額にな

ってると、これ妥当性といいますか、いうとこから、これやっぱり面積からいっても年

間の支払いが３６０万円ぐらいになってると、なってくるとちょっとこれ突出してると、

いろいろな事情あると思いますけども、その辺、教育長、これに関してどういうように

お考えですか。  

○木澤委員長  山本教育長。  

○山本教育長  実は、このことにつきましては、次長の回答と重なる部分があるか分から

ないですけれども、土地所有者の方とは全く話をしていないわけではなくて、覚書の締

結ごとに、売買につきましてお話もさせていただいて、その都度交渉には応じられない

という回答をもらってたところでございます。また借地料につきましても、単価見直し

の交渉もしておったわけなんですけども、なかなかご理解いただけない中で、今日まで

単価据置きのまま現在に至っているというところでございます。町といたしましても、

いつまでもこの借地を続けるということで毎年多額の予算が必要となりますし、また年

数が経過するごとに財政負担も大きくなってきますから、どこかのタイミングで判断を

して、今の状況を見直す必要があると。じゃあ、どのように見直すのかとおっしゃられ

るかと思います。そのために、令和元年度に契約をする際に、これまでの契約条項には

なかった、町から賃貸借契約の解除の申し入れがあった場合には協議に応じることとい

うことでご理解をいただいているということで、そういった条文を明記することになり

ました。ですから、町から町のほうから契約解除を申し出ることがあった場合には、契

約内容を見直すと、土俵に乗っていただくというように理解をしているところでござい

ます。このことから、町といたしましては、今後は現行の借地に頼るだけではなくて、

別に新たな場所を購入して、そこにテニスコートを新設してということも視野に入れな

がら取り組んでまいりたいと、そのように思ってございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 そない、確かにそういうような、まあ言うたら念書といいますか、契約書以外

にいうのがあれば、確かにその契約自体に緊迫感といいますか、なぜならこれもう３０
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年ほど借りてはったら１億ぐらいの総支払額を超えてるかなと、この金額から、下のそ

の２０年以上前の金額がちょっと分かりませんねけど、それからいってもちょっとこれ

大きな金額になってることは間違いないんで、確かにテニスコートなくしたら隣に座っ

てはる同僚議員に怒られますし、私もスポーツ好きですよってに、そんなこと言うてる

わけ違うねん。やっぱりできるだけ支出を少なくしていう財政的な部分からその辺でう

まく交渉していただくこと要望いたします。  

次、させていただきます。こないだの一般質問でちょっと関わったやつですねけど、

１８３ページの下の小学校の空調設備、これについて答弁を聞かせていただいてると、

何か使うと傷むような表現がそこであったと。私もえっと聞いて、それはちょっとおか

しいやろ、これ税でやってるのに、そらやっぱり使ったら傷むって、使わへんだら傷む

というのはありまっけど、そらよっぽど使用で２４時間回してとかいうのと違うねから、

ちょっと表現もあれですけど、これに関してなぜそういうような対応になったのか。そ

ういうルールといいますか、規則といいますか、そんな形になったのか、これ教育長、

なんでそんな形になりましたん。 

○木澤委員長  山本教育長。  

○山本教育長  まず、体育館のエアコンを使ったら壊れやすいやないかというご意見に対

してですけども、ご質問に対してなんですけれども、誤解を与えるような回答してしま

いましたことにお詫び申しあげたいと思います。実はそうではなくて、エアコンの耐用

年数、使用頻度を考えますと、委員おっしゃいますように、使わなくともメンテナンス

も必要ですし、必要な経費がかかってまいります。エアコンの一般的な使用の中で耐用

年数は１１年、１２年と聞いております。そのようなことを考えますと、使用頻度が高

まりますと、あわせてメンテナンスでありましたり、維持管理に必要なものが生まれて

くるんではないかということで、使用にあたりましては、条例に設けてあるのは使用料

として設けさせていただいたんですけども、頻繁に使うとなったときには、メンテナン

ス料も少し加味させてもらう必要があるのではないかという素朴な思いの文書でありま

して、特にルールを設けたとかそういうものではございませんので、ご理解ください。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 確かに使用料設定のときには電気代以外に、やっぱりそういうようなあとのメ

ンテというようなことも踏まえた上で価格設定された。それはそれでよろしいでんが。

この暑いときに、９月に入ってもまだ暑いですわ。体動かしたら特に暑い。なかなか外

で体が動かしにくいから、中で体育館で体動かそうと、普通の考えと思いますねん。そ
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れでそんな、クーラー使たらあかん。そんなせちめんなことを何でなってるのかなと、

逆に住民としたらそう感じますねんけど、そのあたりどうでんねやろ。  

○木澤委員長  山本教育長。  

○山本教育長  先の一般質問でもご指摘いただいたように、ちょっと考え方を新たにした

ところでもございます。いわゆる根本的なことという考え方として、暑いときに体育館

を使ってスポーツすることはないやろという素朴な思いがあったことが事実です。それ

とあわせまして、当時次長が回答しましたように、学校使用条例とそれから学校体育の

開放施設の事業のこともご説明させていただいたように、その学校条例で設けたときの

体育館の使用の中には、スポーツというのを想定はしてなかった。これはもう何でやね

んと言われますと、甘かったなとそのように思っているところなんですけども、いわゆ

る学校体育開放施設を使うにあたっては、学校の体育館を使用していただくと、そのと

きに先ほど申しましたように、クーラーを使って例えばＷＢＧＴ、暑さ指数で３１度を

超えるときに使うことはないだろうと。そして、それもちょっと甘い考えだったかわか

らないんですけども、２月に担当者説明会させていただいたときにも、体育館をクーラ

ー入れて使わせてほしいという意見も出なかったことですし、いわゆる私どもも想定し

てなかったところに意見も出なかったことから、そのような結果に至りました。ただ、

先の一般質問でご指摘もいただきました。また、委員のほうからも体育館のこの町民の

方に寄り添った考え方できないのかというようなご意見もいただく中で、ちょっとスピ

ーディな対応を考えてまいりたいと、そのように思っているところでございます。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 私よう、ちょうど８時、９時ごろ西小のところ結構電気ついてますねん、夜。

結構使ってはんねんなと、結構頻繁に電気のついてる、そのとき中でスポーツしてはる、

多分してはると思いますわ。ただ単に電気つけてはるだけやと思えませんので、そうい

う中でやはりやっぱり暑いときやから、使いやすいように、そして体動かしていただく

ときにそして迅速に、まだ暑いのは続きますので、そのあたりよろしくお願いします。  

続けてよろしいですか。同じように体育館ですねけど、２１０ページのスポーツセン

ター、アリーナの、これも同僚議員からのクーラーの設置で、あのときは逆に、羽が動

くというか、あれはやっぱり国際大会するわけ違うのに、中学のとき、僕、覚えてる、

卓球とかでも開けてやってましたわ。あれも軽い玉です。そやけど暑いから夏場は部活

するときに台並べて開けてやってた、その記憶あります。確かに場所によってはここは

ちょっと風が、空調いうのはどんな風向きになるかわからんけど、やっぱり前向きに考
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えて、そら財政的なことがあるよってに、そこでなかなか検討はしてんねけど、難しい

ねんと言わはんねやったらわかるけど、羽が動くからと言われたら、正直ええっと思っ

たような格好でんねけど、実際のところ、これやっぱり避難施設にもなってるし、ここ

でやっぱりクーラーと、一番最後はやっぱりここへ来るんと違うかなと、この辺の教育

長の考えお願いします。 

○木澤委員長  山本教育長。  

○山本教育長  学校の体育館のクーラーの使用の話が出まして、次は中央体育館のクーラ

ーだなというのはこちらも予測しております。その中で、結果は出てないんですけれど

も、いろいろ話をさせていただいて検討課題として上げてるのが、次長がそういう回答

もさせていただいたところで、競技によっては影響であるということはひとつと、それ

からお金の件がありますので、その費用が１億８千万円ということになりましたら、や

はり一遍にはいかないと。それからもうひとつは、その工事にかかって半年からやっぱ

り体育館が使えなくなるというのがありまして、もうひとつは、クーラーを設置すると

きに今現行の体育館に設置するとなりましたら、かなりでこぼこが出てくるかなと、と

いうのは使用上の問題なんで、使用上の方法論の中で解決できる問題です。ただ、競技

をしてる中で集中しますと、時としてクーラーの出っぱりがあるということは平常時に

はわかりながら、競技を遂行上の中でさっきのテニスの話じゃないですけれども、けが

をするということが想定されます。じゃあ、けがをしたときの責任は誰がとるのかとい

うことも考えますと、非常に今すぐというような結論には至ってないんですけども、ひ

とつには、費用面で考えますとクーラーを設置というんじゃなくて、その例えばですけ

ども、６月、７月、８月、９月の必要なときだけクーラーを借りるとか、リースで借り

て設置するとか、費用面で考えますといろいろ考えることもできると思いますので、そ

れと安全面と、それを両面から合わせ持ちながら前向きに検討させていただきたい。  

○木澤委員長  伴委員。 

○伴委員 もう多分、中央体育館のクーラーの話してくるやろと、そのあたりはもうぴっ

たりですねんけど、正直言うて、たしかいかるがホールの空調のとき、最初２億台の費

用が４千万円ぐらいで修繕で、その差額だけでもここつくように思うぐらいの金額やっ

たと思いますねん。それたしかにお金の面はあります。そのお金がそのままこっちへス

ライドするものと違うのはわかるけど、そやから捻出の仕方ですな。先ほどひとつ、一

例挙げたら、それでいくと、またほかのところへ見逃しておられるところの費用を考え

れば、本当に考えていただければ、僕はその前向きというのか、本当に実現する可能性
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があるん違うかなと思いますので、本当に今度こういうのが決定されてんなというよう

な格好で見せていただくこと期待しておりますので、本当に考えてください。以上です。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  

そしたら、私のほうからも少しお聞きしたいんですけど、成果報告書の１８４ページ

のところで、小学校情報教育の推進というのがあるんですけど、ここでコンピューター

室、パソコンのタブレットの話が出てきてるんですけど、今新たに児童１人１台パソコ

ン、タブレット購入するということで、購入はもう予算化されようとしてますけども、

これ元々ある分についての活用というのはどんなふうに考えてはるんでしょうか。  

  岡村教委総務課参事。  

○岡村教委総務課参事  パソコンの、現在のパソコンの話なんですが、現在パソコン室に

入ってるパソコンは従来のＷｉｎｄｏｗｓというＯＳで動いてるパソコンでございます。

また詳しくは委員会等で話もさせていただくんですが、今回購入予定しておりますパソ

コンは、Ｇｏｏｇｌｅのクロームブックというパソコンでありまして、ちょっとＯＳの

種類が違いまして、使い方にもいろいろ違う部分がありまして、その中で現在使ってお

ります当然ソフト等入ってますし、当然ワープロ、エクセルとか、そういったことの習

得ということも学校として必要となってきますので、並行して使っていけるのかなとい

うことで考えてますので、今すぐ不要になるということはないんかなというところで考

えてます。また、当然、いろいろ今クラウドとかで使っていけますので、先生方で十分

に先生方にもパソコンは行き渡らないので、教育用のパソコンとしても一部流用するこ

ともできるのかなといったところで考えております。以上です。  

○木澤委員長  今回、１人１台ということで、せっかく今まである分が不要になってしま

ったら、これはもったいないなという思いから今、活用の仕方、聞かせていただきまし

たけども、十分に有効活用していただきたいなと思いますので、お願いをしておきます。  

それと１８６ページのところの小学校講師の配置なんですけど、ちょっと不用額見せ

ていただきますと、１０ページのところで、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため臨時休校したことに伴い、臨時講師の勤務日数が減少したことによって執行残が

出ているというふうに書いてるんですけども、これは臨時講師、町費講師の方ですね、

コロナで休校になってる間は、いうたら雇用状態ではなかったということなんですかね。

どういう状況だったんでしょうか。  

  山本教育長。 

○山本教育長  非常勤講師、常勤ではなくて非常勤の講師という意味であって、特に夏休
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みとか生徒が学校へ来ないときには勤務体系がありませんので、勤務しないというのが

常時なんですけども、今回はコロナ対策の中で、子どもたちを、本来は学校へ来ないん

だけれども、学校で面倒見てもらいたいという保護者が子どもについて、また学童保育

を例えば小学校で面倒見るということもありましたので、そういった対応の中でその非

常勤講師の勤務を補ったと。夏休み入る前のいわゆる臨時休業中の６月、５月の末、３

０日までの間の話なんですけども、そのときはコロナで学校休業になりますので、非常

勤の講師は勤務体系がなくなってしまう。子どもたちが来ませんので、それでも勤務し

てもらうと。勤務してもらった後に夏休みも勤務するということで、通常よりは長く、

長期間先生方には来ていただく。この、ちょっと回答が間違ってますか。  

○木澤委員長  私が言ってるのは執行残が出てるから、本来、賃金として支払うべき分が

支払われてなかったんじゃないかなと。  

  松岡教委総務課長。 

○松岡教委総務課長 非常勤講師として配置している教員につきましては、もちろん雇用

の継続という形にはなってございますが、先ほどのご答弁にございます非常勤につきま

しては、授業の実施状況にあわせまして、雇用期間に算入されない期間がございました

ことはございます。ですので賃金の支払いが生じていないこともございます。  

○木澤委員長  ただ、さっきの教育長の答弁やったら、本来その夏休み期間なんかでも休

業になってこなかったところを、いつもより来てもうたという。常勤講師とおっしゃっ

てても、いわゆる町費講師というのは常勤として採用されてるのか、それともそれと別

にまた非常勤講師の方がいらっしゃるのか、そこはどうなんですか。  

  松岡教委総務課長。 

○松岡教委総務課長 少人数学級編制のために、担任等をする職員といたしましては常勤

となったりいうことがございますけれども、特別支援学級の支援のための配置する教員

だったりとかいうものにつきましては、児童の登校ないし授業のあるなし、こういった

状況にあわせましての勤務形態となる非常勤講師という勤務形態もございます。  

○木澤委員長  そしたら、通常、町費講師といってる分については、年間来てもらう方で

すね、その方の賃金については別にコロナがあったからといって支払われない期間があ

ったというわけではないということで。それ以外の契約をされている日数、日割りの換

算なんか、月割りの換算なんかわかりませんけど、そういう方の内容で執行残が出たと

いうことで理解しておいてよろしいですかね。  

年間通しての方がこういう状況なってるんやったら、ちょっと対応的にまずいんじゃ
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ないかなと思いましたので、そうではないということで確認しておきます。  

そうしましたら、ほかによろしいですか。  

小城委員。  

○小城委員 ２つだけすみません。  

成果報告書の１７８ページの、ことばの教室の運営のところなんですけども、平成３

０年度が１３人で令和元年度が１名ということで、これって何か仕様が変わったとか、

減ったというのは卒業されたのかっていう、そこの状況を教えてもらえますか。  

○木澤委員長  松岡教委総務課長。  

○松岡教委総務課長 平成元年度からですけれども、県の教育委員会から専任の指導員が

配置されまして、東小学校に通級指導教室が設けられたところでございます。この通級

指導教室への移行をはかったことから、ことばの教室の通級児童が減ったというような

状況でございますので、ご理解願いたいと思います。 

○木澤委員長  小城委員。  

○小城委員 ありがとうございます。理解しました。  

それと、中央体育館のところ、最後２１０ページの、スポーツセンターの運営のとこ

ろですけれども、いま稼働率、ちょっとコロナもあって減ってるかもしれないんですけ

れども、稼働率がわかれば教えていただきたいんですけども。 

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 中央体育館アリーナの稼働率につきましては、令和元年度で約７０％、

テニスコートにつきましては、雨天等の関係もございますので約６０％の稼働率となっ

ております。  

○木澤委員長  小城委員。  

○小城委員 それっていうのは例年に比べて、いつもどおりぐらいか、減ってるかという

のわかりますか。 

○木澤委員長  栗本教育次長。  

○栗本教育次長 体育館の利用につきましては、年々増加傾向にございますので、稼働率

も増加しているということでご理解ください。  

○木澤委員長  小城委員。  

○小城委員 ありがとうございます。スポーツ振興も図っていただいて、稼働率がもっと

上がるようにしっかりと運営していっていただきたいと思います。以上です。  

○木澤委員長  ほかにございませんか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  そうしましたら、これをもって、第９款  教育費に対する質疑を終結いた

します。  

以上で、教育委員会所管に係る決算審査を終わります。  

以上をもちまして、当委員会に付託されました各会計の決算の審査を終わります。  

審査結果についてとりまとめのため、暫時休憩いたします。  

（ 午後４時１４分 休憩 ） 

（ 午後４時１９分 再開 ） 

○木澤委員長  それでは再開いたします。  

では、これより、議案第４１号及び認定第２号から認定第７号までの７議案につきま

して、順に採決してまいります。  

はじめに、議案第４１号 令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分に

ついて、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、原案どおり可決すべきものと決することにご異議

ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長 異議なしと認めます。  

よって、議案第４１号  令和元年度斑鳩町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いては、当委員会として、満場一致で可決すべきものと決しました。  

次に、認定第２号  令和元年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定についてお諮りい

たします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。よって、認定第２号  令和元年度斑鳩町一般会計歳

入歳出決算の認定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しまし

た。 

次に、認定第３号  令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第３号 令和元年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認

定については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第４号  令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第４号 令和元年度斑鳩町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第５号  令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、お諮りいたします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第５号 令和元年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

については、当委員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第６号  令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定についてお諮りいたし

ます。 

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第６号 令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定については、当委員

会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

次に、認定第７号  令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定について、お諮りい

たします。  

本案については、当委員会として、認定すべきものと決することにご異議ございませ
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んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。  

よって、認定第７号 令和元年度斑鳩町下水道事業会計決算の認定については、当委

員会として、満場一致で認定すべきものと決しました。  

以上をもちまして、本会議から付託を受けました決算認定にかかる議案の審査はすべ

て終了いたしました。  

なお、当委員会の審査結果報告につきましては正副委員長にご一任いただきたいと思

いますが、ご異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○木澤委員長  異議なしと認めます。  

それでは、閉会にあたり、町長のあいさつをお受けいたします。  

 中西町長。  

○中西町長 決算審査特別委員会の皆さまには、昨日、今日２日間におきまして、慎重審

議いただき本当にありがとうございます。  

付託いたしました議案につきまして、７議案につきましてですね、委員会として満場

一致で認定賜りましたこと厚く御礼申しあげます。 

簡単ではございますけれども、あいさつとさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。  

○木澤委員長  皆さんには、２日間にわたりまして熱心に審査を賜り、ありがとうござい

ました。  

以上で、決算審査特別委員会を閉会いたします。  

どうもお疲れさまでした。  

 

（午後４時２４分 閉会） 


